
整理番号 １

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業実施期間 昭和５０年～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林造林）

事業実施地区名 石狩空知森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局
（いしかりそらち） 空知森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局
空知森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め、必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐等）を実施するものであ
る。

主な事業内容
(1) 総事業面積 ５．９４ha
(2) 主な植裁樹種 トドマツ
(3) 投 資 期 間 昭和５０年度～平成９年度

① 費用対効果分析 本事業の採択時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） ３７，９６６千円
総 便 益（Ｂ） １２７，８９７千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ３．３７

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地の平均蓄積は１０４‰
状況 ／ha（収穫予想表の地位Ⅲの材積に相当）であり、林地崩壊等もみられず、森林

の有する公益的機能の維持増進が図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、発揮すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少・高齢化を続けているが、地域振
変化 興のための雇用の場としての期待や、地球温暖化防止対策としての森林整備への

期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき、水土保全等の機能区分に配慮した多様な森林づくりを着実
に実施する必要がある。
また、今後の事業においても時期を逸することなく、適時適切な施業の実施に

努めていくことが必要である。

地元の意見：特になし。

第三者委員会の意見 ・ 種の多様性、地球温暖化防止等に寄与するなど、多様な森林の目的を果たす
ために、事業を進めていく必要がある。

・ 森林の多様な価値を分かりやすく表現し、一般の人にＰＲしていくことが必
要である。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り、必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており、有効な事業であると認められる。

・効率性： 事業計画に基づき、適時適切な施業を実施したことにより、コスト
縮減に努めたことから、効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業実施期間 平成８年～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林林道）

事業実施地区名 石狩空知森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局
（いしかりそらち） 石狩森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局
石狩森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、北海道中部に位置する石狩森林管理署部内の恵庭国有林２２０haの
森林資源の有効活用を図るとともに、自然環境の維持、保全及び水源かん養等、
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営を行うために必要な林道の
開設を実施するものである。

主な事業内容 林道の開設 ［漁５号］
(1)完成延長 ３，１６０ｍ
(2)事業期間 平成８～９年度
(3)利用区域 ２２０ha

① 費用対効果分析 本事業の採択時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 79,951千円
総 便 益（Ｂ）358,801千円
分析結果（Ｂ／Ｃ）4.49

② 事業効果の発現 効果的な林道の開設に努め、工事完了区間から順次供用することにより、各種
状況 事業が計画的に実施され、過重な林業労働の軽減にも寄与している。また、開設

当初から利用区域の全域が水源かん養保安林に指定されており、当該機能の向上
のための間伐等の森林整備が推進されたことにより、適切な森林の管理が図られ
ている。

③ 事業により整備 事業着手後から間伐作業等に利用されているが、必要に応じて路面整正・崩土
された施設の管理 除去・除草等の維持管理を森林管理署等で行っており、良好に管理されている。
状況

④ 事業実施による 林道開設に当たって、荒廃防止のための法面保護や構造物の設置に留意しつつ
環境の変化 必要最小限の林道巾としていることから、環境に与える影響はほとんど見られな

い。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少・高齢化を続けているが、地球温
変化 暖化防止の観点と国土保全機能等の公益的機能発揮のための森林整備事業の基盤

となる事業であり、その期待は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備に必要な路網整備については、今後においても水土保全に配慮し、コ
スト縮減に努めながら、事業計画に基づき着実に実施していく必要がある。
・地元の意見：特になし。

第三者委員会の意見 林道事業は多様な森林の目的を果たすための基盤となる事業であるが、当該林
道を利用して行う他の事業と合わせ、関係する事業の総体としての評価が必要で
はないか。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する森林造成
に資する基盤となる事業であり必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

、 、・効率性： 現地に応じた最も効果的かつ効率的な工法で実施されており また
事業実施に当たってもコスト縮減に努めていることから、効率性は認
められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等をふま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業実施期間 平成８年～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林林道）

事業実施地区名 日高森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局
（ひだか） 日高北部森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局
日高北部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、北海道南部に位置する日高北部森林管理署部内の日高国有林２７５
haの森林資源の有効活用を図るとともに、自然環境の維持、保全及び水源かん養
等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営を行うために必要な林
道の開設を実施するものである。

主な事業内容 林道の開設 ［パンケホロナイ右股］
(1)完成延長 １，２８４ｍ
(2)事業期間 平成８～９年度
(3)利用区域 ２７５ha

① 費用対効果分析 本事業の採択時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 72,801千円
総 便 益（Ｂ）216,700千円
分析結果（Ｂ／Ｃ）2.98

② 事業効果の発現 効果的な林道の開設に努め、工事完成区間から順次供用することにより、各種
状況 事業が計画的に実施され、過重な林業労働の軽減にも寄与している。また、利用

区域は二風谷ダムの上流部に位置しており、主間伐の実施等による森林整備が推
進されたことにより、適切な森林の管理が図られている。

③ 事業により整備 事業着手後から主間伐事業等に利用されているが、必要に応じて路面整正・崩
、 。された施設の管理 土除去・除草等の維持管理を森林管理署等で行っており 良好に管理されている

状況

④ 事業実施による 林道開設に当たって、荒廃防止のための法面保護や構造物の設置に留意しつつ
環境の変化 必要最小限の林道巾としていることから、環境に与える影響はほとんど見られな

い。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少・高齢化を続けているが、地球温
変化 暖化防止の観点と国土保全機能等の公益的機能発揮のための森林整備事業の基盤

となる事業であり、その期待は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備に必要な路網整備については、今後においても水土保全に配慮し、コ
スト縮減に努めながら、事業計画に基づき着実に実施していく必要がある。
・地元の意見：特になし。

第三者委員会の意見 林道事業は多様な森林の目的を果たすための基盤となる事業であるが、当該林
道を利用して行う他の事業と合わせ、関係する事業の総体としての評価が必要で
はないか。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する森林造成
に資する基盤となる事業であり必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

、 、・効率性： 現地に応じた最も効果的かつ効率的な工法で実施されており また
事業実施に当たってもコスト縮減に努めていることから、効率性は認
められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等をふま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業実施期間 平成６年～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林林道）

事業実施地区名 日高森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局
（ひだか） 日高北部森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局
日高北部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、北海道南部に位置する日高南部森林管理署部内の静内国有林３０５
haの森林資源の有効活用を図るとともに、自然環境の維持、保全及び水源かん養
等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営を行うために必要な林
道の開設を実施するものである。

主な事業内容 林道の開設 ［クリの沢］
(1)完成延長 ２，８３４ｍ
(2)事業期間 平成６～９年度
(3)利用区域 ３０５ha

① 費用対効果分析 本事業の採択時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ）209,709千円
総 便 益（Ｂ）438,695千円
分析結果（Ｂ／Ｃ）2.09

② 事業効果の発現 効果的な林道の開設に努め、工事完成区間から順次供用することにより、各種
状況 事業が計画的に実施され、過重な林業労働の軽減にも寄与している。また、択伐

等による森林整備が推進されたことにより、適切な森林の管理が図られている。

③ 事業により整備 事業着手後から主伐事業等に利用されているが、必要に応じて路面整正・崩土
された施設の管理 除去・除草等の維持管理を森林管理署等で行っており、良好に管理されている。
状況

④ 事業実施による 林道開設に当たって、荒廃防止のための法面保護や構造物の設置に留意しつつ
環境の変化 必要最小限の林道巾分について伐開していることから、環境に与える影響はほと

んど見られない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少・高齢化を続けているが、地球温
変化 暖化防止の観点と国土保全機能等の公益的機能発揮のための森林整備事業の基盤

となる事業であり、その期待は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備に必要な路網整備については、今後においても水土保全に配慮し、コ
スト縮減に努めながら、事業計画に基づき着実に実施していく必要がある。
・地元の意見：特になし。

第三者委員会の意見 林道事業は多様な森林の目的を果たすための基盤となる事業であるが、当該林
道を利用して行う他の事業と合わせ、関係する事業の総体としての評価が必要で
はないか。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する森林造成
に資する基盤となる事業であり必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

、 、・効率性： 現地に応じた最も効果的かつ効率的な工法で実施されており また
事業実施に当たってもコスト縮減に努めていることから、効率性は認
められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等をふま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業実施期間 昭和４５年～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林造林）

事業実施地区名 留萌森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局旭川分局
（るもい） 留萌北部森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局旭川分局
留萌北部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する水源かん養等の公益的機能
の高度発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るために必要
な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するもので
ある。

主な事業内容 地拵 ２４ha 保育面積 ３３６ha

植付 ２４ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行なっていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） １０８，１２９千円
総 便 益（Ｂ） ３９９，４２９千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ３.６９

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１００ｍ３
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、地球温暖化防止
変化 などの森林の機能の発揮に関して地元住民の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつきめ細かな施業を着実に実施する必要
がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：森林造成については、森林の公益的機能の観点から、当該地に限ら
ず全体的な評価を受けている。

第三者委員会の意見 森林の多様な価値をわかりやすく表現し、一般の人にPRしていくことが必要で
ある。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比較等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点から評価、並びに第三者委員会の意見等を踏まえ
て総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林
産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業実施期間 昭和４４年～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林造林）

事業実施地区名 留萌森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局旭川分局
（るもい） 留萌南部森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局旭川分局
留萌南部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する水源かん養等の公益的機能
の高度発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るために必要
な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するもので
ある。

主な事業内容 地拵 ３ha 保育面積 ４０ha

植付 ３ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行なっていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） １０，２７５千円
総 便 益（Ｂ） ４７，５１９千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ４．６２

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１５０ｍ３
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、地球温暖化防止
変化 などの森林の機能の発揮に関して地元住民の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつきめ細かな施業を着実に実施する必要
がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：森林造成については、森林の公益的機能の観点から、当該地に限ら
ず全体的な評価を受けている。

第三者委員会の意見 森林の多様な価値をわかりやすく表現し、一般の人にPRしていくことが必要で
ある。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比較等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点から評価、並びに第三者委員会の意見等を踏まえ
て総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林
産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業実施期間 昭和４２年～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林造林）

事業実施地区名 上川南部森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局旭川分局
（かみかわなんぶ） 上川南部森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局旭川分局
上川南部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する水源かん養等の公益的機能
の高度発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るために必要
な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するもので
ある。

主な事業内容 地拵 １２ha 保育面積 １４４ha

植付 １２ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行なっていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） ４３，５７６千円
総 便 益（Ｂ） ２２５，０２８千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ５．１６

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１００ｍ３
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、地球温暖化防止
変化 などの森林の機能の発揮に関して地元住民の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつきめ細かな施業を着実に実施する必要
がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：森林造成については、森林の公益的機能の発揮の観点から、当該地
に限らず全体的な評価を受けている。

第三者委員会の意見 森林の多様な価値をわかりやすく表現し、一般の人にPRしていくことが必要で
ある。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比較等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点から評価、並びに第三者委員会の意見等を踏まえ
て総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林
産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業実施期間 平成７年～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林林道）

事業実施地区名 上川南部森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局旭川分局
（かみかわなんぶ） 上川南部森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局旭川分局
上川南部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、北海道の中央部に位置する上川南部森林管理署管内の国有林９４０
haの森林資源を開発し、自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の
発揮に配慮しつつ、適切な森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施
したものである。

事業内容 開設延長 ３．６（ｋｍ ［ 原石の沢林道 ］）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分
の算定基礎となっ 析は行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） １２１，２２６千円
総 便 益（Ｂ） １３７，６０９千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） １．１４

② 事業効果の発現 ペンケ林道に接続したことから効率的な森林経営が可能となり、造林事業等の
状況 効果的な実施、生産性の向上が図られた。

利用区域は、金山ダム上流部に位置しており、間伐等の実施により森林整備が
図られダム機能と相まって水源かん養機能の向上に寄与している。

③ 事業により整備 管理署において、必要に応じて路面整正・除草工および崩土除去等の維持管理
された施設の管理 を実施し、良好に管理されている （年間維持費約２０円／ｍ）。
状況

④ 事業実施による 当該路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に
環境の変化 応じた良好な森林が形成されつつある。また、林道の開設による環境への影響は

ほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 林道の開設、主間伐事業、造林事業等により地元産業に寄与するとともに、就
変化 労場所が提供された。

⑥ 今後の課題等 林道の開設効果は十分発揮されており、今後も長期にわたって森林の管理経営
に使用することから、必要に応じて維持修繕及び改良事業を実施し、林道の機能
を維持する必要がある。

地元の意見： 起点、終点とも公道に接していることから緊急時の迂回路として
有効で ある。また、金山湖の維持管理上にも有効利用ができる （南。
富良野町）

第三者委員会の意見 特になし。

評価結果 ・必要性： 所期の目的及び管理経営からみて当路線の必要性は薄れていない。
・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業

であると認められる。
・効率性： コスト縮減に努めており、十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点から評価し、総合的かつ客観的に検討したと
ころ、当路線を利用して所期の目的である公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な
森林の管理経営が図られているものと認められる。



整理番号 ９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業 国有林造林 事業実施期間 昭和４７年度～平成９年度（ ）

事業実施地区名 網走西部森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局

（あばしりせいぶ） 網走西部森林管理署西紋別支署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 同上

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた

（ 、 、 、 、 ） 。め必要な造林事業 地拵 植付 下刈 つる切 除伐等 を実施するものである

主な事業内容
更新 106.12ha

保育 477.54ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） 285,299千円
総 便 益（Ｂ） 571,669千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.00

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１６３ｍ
、 。状況 ／ｈａの森林が成立しており 対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、地域における第
変化 一次産業復興への期待の増加、地域住民の森林整備へのボランティア参加者の増

加等、自然環境への関心及び地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増
している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき、機能の区分に応じた良好な森林の形成と周辺環境に配慮し
た森林整備を着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト削減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：特になし。

第三者委員会の意見 事業効果の発現も良く、適切な評価である。

、 、評価結果 ・必要性：水源かん養 国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であり
必要性が認められる。

・有効性：計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されて
おり、有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率は現評価では高くないものの、今後間伐等の木材生
産まで投資が不要であり、森林として地域経済や公益的機能の発揮に寄
与できることから、効率性は認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価等を踏まえて総合的かつ客観的に検討
したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための基
盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業 国有林造林 事業実施期間 昭和４４年度～平成９年度（ ）

事業実施地区名 網走西部森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局

（あばしりせいぶ） 網走西部森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 同上

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた

（ 、 、 、 、 ） 。め必要な造林事業 地拵 植付 下刈 つる切 除伐等 を実施するものである

主な事業内容
更新 349.60ha

保育 1,573.20ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） 990,453千円
総 便 益（Ｂ） 2,012,222千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.03

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１９８ｍ
、 。状況 ／ｈａの森林が成立しており 対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、地域における第
変化 一次産業復興への期待の増加、地域住民の森林整備へのボランティア参加者の増

加等、自然環境への関心及び地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増
している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき、機能の区分に応じた良好な森林の形成と周辺環境に配慮し
た森林整備を着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト削減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：特になし。

第三者委員会の意見 事業効果の発現も良く、適切な評価である。

、 、評価結果 ・必要性：水源かん養 国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であり
必要性が認められる。

・有効性：計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されて
おり、有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率は現評価では高くないものの、今後間伐等の木材生
産まで投資が不要であり、森林として地域経済や公益的機能の発揮に寄
与できることから、効率性は認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価等を踏まえて総合的かつ客観的に検討
したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための基
盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業 国有林造林 事業実施期間 昭和４７年度～平成９年度（ ）

事業実施地区名 網走東部森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局

（あばしりとうぶ） 網走中部森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 同上

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた

（ 、 、 、 、 ） 。め必要な造林事業 地拵 植付 下刈 つる切 除伐等 を実施するものである

主な事業内容
更新 123.02ha

保育 553.59ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） 397,174千円
総 便 益（Ｂ） 612,308千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.54

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１８２ｍ
、 。状況 ／ｈａの森林が成立しており 対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、地域における第
変化 一次産業復興への期待の増加、地域住民の自然環境への関心及び地球温暖化防止

対策としての森林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき、機能の区分に応じた良好な森林の形成と周辺環境に配慮し
た森林整備を着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト削減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：特になし。

第三者委員会の意見 事業効果の発現も良く、適切な評価である。

、 、評価結果 ・必要性：水源かん養 国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であり
必要性が認められる。

・有効性：計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されて
おり、有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率は現評価では高くないものの、今後間伐等の木材生
産まで投資が不要であり、森林として地域経済や公益的機能の発揮に寄
与できることから、効率性は認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価等を踏まえて総合的かつ客観的に検討
したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための基
盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業 国有林造林 事業実施期間 昭和５６年度～平成９年度（ ）

事業実施地区名 網走東部森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局

（あばしりとうぶ） 網走中部森林管理署佐呂間事務所

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 同上

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた

（ 、 、 、 、 ） 。め必要な造林事業 地拵 植付 下刈 つる切 除伐等 を実施するものである

主な事業内容
更新 40.28ha

保育 161.12ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） 119,102千円
総 便 益（Ｂ） 147,054千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.23

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積９９ｍ ／３

状況 ｈａの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、地域における第
変化 一次産業復興への期待の増加、地域住民の森林整備へのボランティア参加者の増

加等、自然環境への関心及び地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増
している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき、機能の区分に応じた良好な森林の形成と周辺環境に配慮し
た森林整備を着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト削減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：特になし。

第三者委員会の意見

、 、評価結果 ・必要性：水源かん養 国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であり
必要性が認められる。

・有効性：計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されて
おり、有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率は現評価では高くないものの、今後間伐等の木材生
産まで投資が不要であり、森林として地域経済や公益的機能の発揮に寄
与できることから、効率性は認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価等を踏まえて総合的かつ客観的に検討
したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための基
盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業 国有林造林 事業実施期間 昭和４８年度～平成９年度（ ）

事業実施地区名 網走東部森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局

（あばしりとうぶ） 網走南部森林管理署
（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 同上

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた

（ 、 、 、 、 ） 。め必要な造林事業 地拵 植付 下刈 つる切 除伐等 を実施するものである

主な事業内容
更新 125.14ha

保育 563.13ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） 336,275千円
総 便 益（Ｂ） 668,530千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.99

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１９０ｍ
、 。状況 ／ｈａの森林が成立しており 対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、地域における第
変化 一次産業復興への期待の増加、地域住民の自然環境への関心及び地球温暖化防止

対策としての森林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき、機能の区分に応じた良好な森林の形成と周辺環境に配慮し
た森林整備を着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト削減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：特になし。

第三者委員会の意見 事業効果の発現も良く、適切な評価である。

、 、評価結果 ・必要性：水源かん養 国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であり
必要性が認められる。

・有効性：計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されて
おり、有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率は現評価では高くないものの、今後間伐等の木材生
産まで投資が不要であり、森林として地域経済や公益的機能の発揮に寄
与できることから、効率性は認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価等を踏まえて総合的かつ客観的に検討
したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための基
盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業 国有林造林 事業実施期間 昭和４６年度～平成９年度（ ）

事業実施地区名 網走東部森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局北見分局

（あばしりとうぶ） 網走南部森林管理署津別事務所

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 同上

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた

（ 、 、 、 、 ） 。め必要な造林事業 地拵 植付 下刈 つる切 除伐等 を実施するものである

主な事業内容
更新 117.70ha

保育 529.65ha

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） 322,583千円
総 便 益（Ｂ） 626,248千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.94

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１６５ｍ
、 。状況 ／ｈａの森林が成立しており 対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、地域における第
変化 一次産業復興への期待の増加、地域住民の自然環境への関心及び地球温暖化防止

対策としての森林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき、機能の区分に応じた良好な森林の形成と周辺環境に配慮し
た森林整備を着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト削減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：特になし。

第三者委員会の意見

、 、評価結果 ・必要性：水源かん養 国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であり
必要性が認められる。

・有効性：計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されて
おり、有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率は現評価では高くないものの、今後間伐等の木材生
産まで投資が不要であり、森林として地域経済や公益的機能の発揮に寄
与できることから、効率性は認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価等を踏まえて総合的かつ客観的に検討
したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための基
盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４３年度～平成９年度

事業実施地区名 釧路根室森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局帯広分局
（くしろねむろ） 根釧西部森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局帯広分局
根釧西部森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等の公益的機
能の高度発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るために必
要な地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業を実施するも
のである。

事業内容 更新面積 ２．２４(ha)
保育面積 ２４．６４(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１５年度において、費用及び便益を比較すれば以下の
た要因の変化 とおりである。

総 費 用（Ｃ） １１，２６１千円
総 便 益（Ｂ） ４０，６７３千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ３．６１

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積 91m3/haの
状況 森林が成立しており、対象地内での林地破壊等の被害は発生していないこと及び

森林の有する公益的機能の維持増進が図られている。
また、本事業においては、延べ約300人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新・保育等の森林整備により、水源かん養機能に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れつつある。また、保育間伐の実施により下層植生が徐々に回復し、公益的機能

がさらに高まってきている。
①林 齢 36年 ②材 積 204m3(91m3/ha) ③成長率 5.8％
④平均胸高直径 16cm ⑤平均樹高 14m

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少・高齢化を続けている一方で、地
変化 域住民の保健・文化・教育的活動の場の提供等、地球温暖化防止対策としての森

林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき、周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：特になし

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化防止対策にとって重要である。また、多様な森
林の目的を果たすためにも、今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施すること
が望ましい。

評価結果 ・必要性：森林の有する国土の保全、水源かん養及び地球温暖化防止等に寄与す
る事業であり、必要性が認められる。

・有効性：計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されて
おり、有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記 ①～⑥の各項目の観点、評価から総合的かつ客観的に検討したところ、
森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための基盤となる森林
整備が図られた。



整理番号 １６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４３年度～平成９年度

事業実施地区名 釧路根室森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局帯広分局
（くしろねむろ） 根釧西部森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局帯広分局
根釧西部森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等の公益的機
能の高度発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るために必
要な地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業を実施するも
のである。

事業内容 更新面積 ３．２６(ha)
保育面積 ３５．８６(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１５年度において、費用及び便益を比較すれば以下の
た要因の変化 とおりである。

総 費 用（Ｃ） １９，８２８千円
総 便 益（Ｂ） ６２，５０１千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ３．１５

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積 91m3/haの
状況 森林が成立しており、対象地内での林地破壊等の被害は発生していないこと及び

森林の有する公益的機能の維持増進が図られている。
また、本事業においては、延べ約300人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新・保育等の森林整備により、水源かん養機能に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れつつある。また、保育間伐の実施により下層植生が徐々に回復し、公益的機能

がさらに高まってきている。
①林 齢 36年 ②材 積 297m3(91m3/ha) ③成長率 5.8％
④平均胸高直径 16cm ⑤平均樹高 14m

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少・高齢化を続けている一方で、地
変化 域住民の保健・文化・教育的活動の場の提供等、地球温暖化防止対策としての森

林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき、周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：特になし

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化防止対策にとって重要である。また、多様な森
林の目的を果たすためにも、今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施すること
が望ましい。

評価結果 ・必要性：森林の有する国土の保全、水源かん養及び地球温暖化防止等に寄与す
る事業であり、必要性が認められる。

・有効性：計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されて
おり、有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記 ①～⑥の各項目の観点、評価から総合的かつ客観的に検討したところ、
森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための基盤となる森林
整備が図られた。



整理番号 １７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４０年度～平成９年度

事業実施地区名 釧路根室森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局帯広分局
（くしろねむろ） 根釧東部森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局帯広分局
根釧東部森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全（防霧保安林 、水源かん）
養等の公益的機能の高度発揮の基盤となる森林資源の造成を図るために必要な地
、 、 、 、 。拵 植付 下刈つる切 除伐 保育間伐等一連の造林作業を実施するものである

事業内容 更新面積 １．８４(ha)
保育面積 ２０．２４(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１５年度において、費用及び便益を比較すれば以下の
た要因の変化 とおりである。

総 費 用（Ｃ） ８，０８７千円
総 便 益（Ｂ） ３６，８１９千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ４．５５

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積180m3/haの
状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していないこと及び

森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき国土保全（防霧保安林）機能に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、保育間伐の実施により下層植生が早

期に回復し、重視すべき機能が更に高まってきている。
①林 齢 39年 ②材 積 331m3(180m3/ha) ③成長率 4.5％
④平均胸高直径 20cm ⑤平均樹高 15m

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少・高齢化を続けている一方で、地
変化 域住民の保健・文化・教育的活動の場の提供等、地球温暖化防止対策としての森

林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ、防霧効果という公益的機能が十分発
揮されるよう着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：特になし

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化防止対策にとって重要である。また、多様な森
林の目的を果たすためにも、今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施すること
が望ましい。

評価結果 ・必要性：森林の有する国土の保全、水源かん養及び地球温暖化防止等に寄与す
る事業であり、必要性が認められる。

・有効性：計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能（防霧保安林）が
十分発揮されており、有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記 ①～⑥の各項目の観点、評価から総合的かつ客観的に検討したところ、
森林の重視すべき国土の保全等の公益的機能の高度発揮の基盤となる森林整備が
図られた。



整理番号 １８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４０年度～平成９年度

事業実施地区名 釧路根室森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局帯広分局
（くしろねむろ） 根釧東部森林管理署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局帯広分局
根釧東部森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全（防霧保安林 、水源かん）
養等の公益的機能の高度発揮の基盤となる森林資源の造成を図るために必要な地
、 、 、 、 。拵 植付 下刈つる切 除伐 保育間伐等一連の造林作業を実施するものである

事業内容 更新面積 １．７０(ha)
保育面積 １８．７０(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１５年度において、費用及び便益を比較すれば以下の
た要因の変化 とおりである。

総 費 用（Ｃ） ９，０４０千円
総 便 益（Ｂ） ３５，９３７千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ３．９８

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積180m3/haの
状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していないこと及び

森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき国土保全（防霧保安林）機能に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、保育間伐の実施により下層植生が早

期に回復し、重視すべき機能が更に高まってきている。
①林 齢 39年 ②材 積 306m3(180m3/ha) ③成長率 4.5％
④平均胸高直径 20cm ⑤平均樹高 15m

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少・高齢化を続けている一方で、地
変化 域住民の保健・文化・教育的活動の場の提供等、地球温暖化防止対策としての森

林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ、防霧効果という公益的機能が十分発
揮されるよう着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：特になし

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化防止対策にとって重要である。また、多様な森
林の目的を果たすためにも、今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施すること
が望ましい。

評価結果 ・必要性：森林の有する国土の保全、水源かん養及び地球温暖化防止等に寄与す
る事業であり、必要性が認められる。

・有効性：計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能（防霧保安林）が
十分発揮されており、有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記 ①～⑥の各項目の観点、評価から総合的かつ客観的に検討したところ、
森林の重視すべき国土の保全等の公益的機能の高度発揮の基盤となる森林整備が
図られた。



整理番号 １９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４９年度～平成９年度

事業実施地区名 十勝森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局帯広分局
（とかち） 十勝東部森林管理署陸別事務所

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局帯広分局
十勝東部森林管理署陸別事務所

、 、 、事業の概要・目的 伐採跡地に森林を造成し 形質良好な木材を 公益的機能の発揮に留意しつつ
安定的かつ効率的に林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るために必要な
地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業を実施するもので
ある。

事業内容 更新面積 ４．８４(ha)
保育面積 ５３．２４(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１５年度において、費用及び便益を比較すれば以下の
た要因の変化 とおりである。

総 費 用（Ｃ） ４３，７８０千円
総 便 益（Ｂ） ７１，４４０千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） １．６３

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積 65m3/haの
状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していないこと及び

森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約450人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、資源の循環利用林機能に応じた安定的かつ効
環境の変化 率的に木材を生産することを第一とする良好な森林が形成されつつある。また、

保育間伐の実施により下層植生が早期に回復し、森林の有する公益的機能も高ま
ってきている。
①林 齢 30年 ②材 積 315m3(65m3/ha) ③成長率 12.5％
④平均胸高直径 15m ⑤平均樹高 14m

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少・高齢化を続けている一方で、地
変化 域住民の保健・文化・教育的活動の場の提供等、地球温暖化防止対策としての森

林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき、周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：特になし

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化防止対策にとって重要である。また、多様な森
林の目的を果たすためにも、今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施すること
が望ましい。

評価結果 ・必要性：森林の有する林産物の安定供給、国土の保全及び地球温暖化防止等に
寄与する事業であり、必要性が認められる。

・有効性：計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されて
おり、有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記 ①～⑥の各項目の観点、評価から総合的かつ客観的に検討したところ、
森林の重視すべき林産物の安定供給や公益的機能の発揮のための基盤となる森林
整備が図られた。



整理番号 ２０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４９年度～平成９年度

事業実施地区名 十勝森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局帯広分局
（とかち） 十勝東部森林管理署陸別事務所

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局帯広分局
十勝東部森林管理署陸別事務所

、 、 、事業の概要・目的 伐採跡地に森林を造成し 形質良好な木材を 公益的機能の発揮に留意しつつ
安定的かつ効率的に林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るために必要な
地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業を実施するもので
ある。

事業内容 更新面積 ３．２０(ha)
保育面積 ３５．２０(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１５年度において、費用及び便益を比較すれば以下の
た要因の変化 とおりである。

総 費 用（Ｃ） ２８，９４５千円
総 便 益（Ｂ） ４４，７１８千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） １．５４

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積 65m3/haの
状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していないこと及び

森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約450人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、資源の循環利用林機能に応じた安定的かつ効
環境の変化 率的に木材を生産することを第一とする良好な森林が形成されつつある。また、

保育間伐の実施により下層植生が早期に回復し、森林の有する公益的機能も高ま
ってきている。
①林 齢 30年 ②材 積 208m3(65m3/ha) ③成長率 12.5％
④平均胸高直径 15m ⑤平均樹高 14m

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少・高齢化を続けている一方で、地
変化 域住民の保健・文化・教育的活動の場の提供等、地球温暖化防止対策としての森

林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき、周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：特になし

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化防止対策にとって重要である。また、多様な森
林の目的を果たすためにも、今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施すること
が望ましい。

評価結果 ・必要性：森林の有する林産物の安定供給、国土の保全及び地球温暖化防止等に
寄与する事業であり、必要性が認められる。

・有効性：計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されて
おり、有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記 ①～⑥の各項目の観点、評価から総合的かつ客観的に検討したところ、
森林の重視すべき林産物の安定供給や公益的機能の発揮のための基盤となる森林
整備が図られた。



整理番号 ２１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和３５年度～平成９年度

事業実施地区名 十勝森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局帯広分局
（とかち） 十勝西部森林管理署東大雪支署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局帯広分局
十勝西部森林管理署東大雪支署

事業の概要・目的 伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等の公益的機
能の高度発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るために必
要な地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業を実施するも
のである。

事業内容 更新面積 ４．０１(ha)
保育面積 ４４．１１(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１５年度において、費用及び便益を比較すれば以下の
た要因の変化 とおりである。

総 費 用（Ｃ） １２，５８３千円
総 便 益（Ｂ） ９７，５８８千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ７．７６

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積 57m3/haの
状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していないこと及び

森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約400人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、水源かん養機能に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れつつある。また、保育間伐の実施により下層植生が早期に回復し、公益的機能

がさらに高まってきている。
①林 齢 44年 ②材 積 229m3(57m3/ha) ③成長率 5.3％
④平均胸高直径 18cm ⑤平均樹高 16m

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少・高齢化を続けている一方で、地
変化 域住民の保健・文化・教育的活動の場の提供等、地球温暖化防止対策としての森

林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき、周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：特になし

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化防止対策にとって重要である。また、多様な森
林の目的を果たすためにも、今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施すること
が望ましい。

評価結果 ・必要性：森林の有する国土の保全、水源かん養及び地球温暖化防止等に寄与す
る事業であり、必要性が認められる。

・有効性：計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されて
おり、有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記 ①～⑥の各項目の観点、評価から総合的かつ客観的に検討したところ、
森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための基盤となる森林
整備が図られた。



整理番号 ２２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和３５年度～平成９年度

事業実施地区名 十勝森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局帯広分局
（とかち） 十勝西部森林管理署東大雪支署

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 北海道森林管理局帯広分局
十勝西部森林管理署東大雪支署

事業の概要・目的 伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等の公益的機
能の高度発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るために必
要な地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業を実施するも
のである。

事業内容 更新面積 ３．３４(ha)
保育面積 ３６．７４(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１５年度において、費用及び便益を比較すれば以下の
た要因の変化 とおりである。

総 費 用（Ｃ） １０，４８０千円
総 便 益（Ｂ） ８５，８８４千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ８．２０

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積 57m3/haの
状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していないこと及び

森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約400人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、水源かん養機能に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れつつある。また、保育間伐の実施により下層植生が早期に回復し、公益的機能

がさらに高まってきている。
①林 齢 44年 ②材 積 190m3(57m3/ha) ③成長率 5.3％
④平均胸高直径 18cm ⑤平均樹高 16m

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少・高齢化を続けている一方で、地
変化 域住民の保健・文化・教育的活動の場の提供等、地球温暖化防止対策としての森

林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき、周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：特になし

第三者委員会の意見 森林整備については地球温暖化防止対策にとって重要である。また、多様な森
林の目的を果たすためにも、今後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施すること
が望ましい。

評価結果 ・必要性：森林の有する国土の保全、水源かん養及び地球温暖化防止等に寄与す
る事業であり、必要性が認められる。

・有効性：計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されて
おり、有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記 ①～⑥の各項目の観点、評価から総合的かつ客観的に検討したところ、
森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための基盤となる森林
整備が図られた。



整理番号 ２３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業実施期間 昭和４０年度～平成９年度

事業実施地区名 後志胆振森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局函館分局
後志森林管理署（しりべしいぶり）

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 同 上

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図
るために必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実
施するものである。

事業内容 更新面積 ８ ｈａ
保育面積 ８０ ｈａ

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） 28,005 千円
総 便 益（Ｂ） 154,587 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.52

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１２０ｍ
状況 ／haの森林が成立している。また、対象地内での林地崩壊等の被害の発生もな

く、その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による雇用の場の創出、水源かん養、国土の
変化 保全及び地球温暖化防止対策等への寄与に対する期待が高まっている。

⑥ 今後の課題等 事業計画にもとづき、機能の区分に応じた森林整備を着実に実施する必要があ
る。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続ける必要がある。

第三者委員会の意見 特に異存はない。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 ２４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業実施期間 昭和４１年度～平成９年度

事業実施地区名 渡島檜山森林計画区 事業実施主体 北海道森林管理局函館分局
渡島森林管理署（おしまひやま）

（都道府県名） （北海道）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 同 上

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図
るために必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実
施するものである。

事業内容 更新面積 ９ ｈａ
保育面積 ８７ ｈａ

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分
の算定基礎となっ 析を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のと
た要因の変化 おりである。

総 費 用（Ｃ） 34,041 千円
総 便 益（Ｂ） 159,227 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.68

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１３０ｍ
状況 ／haの森林が成立している。また、対象地内での林地崩壊等の被害の発生もな

く、森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による雇用の場の創出、水源かん養、防風、
変化 国土の保全及び地球温暖化防止対策等への寄与に対する期待が高まっている。

⑥ 今後の課題等 事業計画にもとづき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

第三者委員会の意見 特に異存はない。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となるの森林整備が図られた。



整理番号 ２５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４３年度～平成９年度

事業実施地区名 米代川森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局
（よねしろがわ） 米代東部森林管理署

（都道府県名） （秋田県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局
米代東部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ２４（ｈａ）
保育面積 ２３２（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） １１６,２１２千円
総 便 益（Ｂ） ４９０,１２１千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ４.２２

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１５０ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約７,５３０人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の発揮にふさわしい良好な森
環境の変化 林が形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、都市住民の森林整
変化 備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備への

期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 今後も、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成される
よう、適切な森林管理に努めていただきたい （秋田県）。
山地災害防止、水源涵養等、森林の持つ機能発揮のため特に保安

林の整備に向けて、これまで以上に森林整備が行われるよう御願い
します （大館市）。
農業用水、生活用水等水資源確保のため、水土保全林の多様な機

能の発揮が求められることから、除間伐をはじめ継続的な森林整備
を行われるよう要望します （鷹巣町）。

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。今後とも周辺環境に配慮しつつ事
業を実施することが望ましい。事業の効果のＰＲと民有林施策との連携をしなが
ら一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ２６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４３年度～平成９年度

事業実施地区名 米代川森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局
（よねしろがわ） 米代東部森林管理署上小阿仁支署

（都道府県名） （秋田県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局
米代東部森林管理署上小阿仁支署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ３５（ｈａ）
保育面積 ３３４（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） １５９,３０９千円
総 便 益（Ｂ） ７３８,０５６千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ４.６３

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積２１０ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約２４,８１０人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の発揮にふさわしい良好な森
環境の変化 林が形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、都市住民の森林整
変化 備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備への

期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 今後も、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成される
よう、適切な森林管理に努めていただきたい （秋田県）。
本村の重要な水源としての機能が十分に発揮され、かつ、地元労

力の雇用により経済的にも大変効果があった （上小阿仁村）。
雇用の場の提供があり、周辺森林の整備に期待が持てる。(阿仁

町)
地元の雇用の場創出に効果があった （森吉町、合川町）。

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。今後とも周辺環境に配慮しつつ事
業を実施することが望ましい。事業の効果のＰＲと民有林施策との連携をしなが
ら一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ２７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４４年度～平成９年度

事業実施地区名 米代川森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局
（よねしろがわ） 米代西部森林管理署

（都道府県名） （秋田県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局
米代西部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 １７（ｈａ）
保育面積 １５８（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） ６７,９６１千円
総 便 益（Ｂ） ３５０,０１４千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ５.１５

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１７０ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約４,２２０人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の発揮にふさわしい良好な森
環境の変化 林が形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、都市住民の森林整
変化 備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備への

期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 今後も、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成される
よう、適切な森林管理に努めていただきたい （秋田県）。
地元の雇用の創出に効果があった （琴丘町）。
雇用の場の提供があり、周辺森林の整備に期待が持てる （藤里。

町）

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。今後とも周辺環境に配慮しつつ事
業を実施することが望ましい。事業の効果のＰＲと民有林施策との連携をしなが
ら一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ２８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４３年度～平成９年度

事業実施地区名 雄物川森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局
（おものがわ） 秋田森林管理署

（都道府県名） （秋田県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局
秋田森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ４５（ｈａ）
保育面積 ４２６（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） ２０３,３２３千円
総 便 益（Ｂ） ９８０,１０２千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ４.８２

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１３０ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約５２,５６０人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の発揮にふさわしい良好な森
環境の変化 林が形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、都市住民の森林整
変化 備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備への

期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 今後も、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成される
よう、適切な森林管理に努めていただきたい （秋田県）。
地元の雇用の場創出に効果があった （河辺町、西木村、田沢湖。

町）

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。今後とも周辺環境に配慮しつつ事
業を実施することが望ましい。事業の効果のＰＲと民有林施策との連携をしなが
ら一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ２９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４３年度～平成９年度

事業実施地区名 子吉川森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局
（こよしがわ） 由利森林管理署

（都道府県名） （秋田県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局
由利森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ２４（ｈａ）
保育面積 ２２７（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） １１１,３６８千円
総 便 益（Ｂ） ４８２,７８３千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ４.３４

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積 ９０ｍ ／３

状況 haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約１７,０５０人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の発揮にふさわしい良好な森
環境の変化 林が形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、都市住民の森林整
変化 備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備への

期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 今後も、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成される
よう、適切な森林管理に努めていただきたい （秋田県）。
特になし （大内町、鳥海町）。

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。今後とも周辺環境に配慮しつつ事
業を実施することが望ましい。事業の効果のＰＲと民有林施策との連携をしなが
ら一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ３０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４４年度～平成９年度

事業実施地区名 庄内森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局
（しょうない） 庄内森林管理署酒田森林管理ｾﾝﾀｰ

（都道府県名） （山形県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局
庄内森林管理署酒田森林管理ｾﾝﾀｰ

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 １１（ｈａ）
保育面積 １０７（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） ５２,２７０千円
総 便 益（Ｂ） ２５９,５４６千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ４.９７

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１７０ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約２,８２０人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の発揮にふさわしい良好な森
環境の変化 林が形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、都市住民の森林整
変化 備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備への

期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 今後とも、水源のかん養、国土の保全等、公益的機能の発揮に必
要な、適期における森林管理施業の実施を要望する （山形県）。
雇用の場としての効果があった （遊佐町）。

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。今後とも周辺環境に配慮しつつ事
業を実施することが望ましい。事業の効果のＰＲと民有林施策との連携をしなが
ら一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ３１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 平成９年度～平成９年度

事業実施地区名 米代川森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局
（よねしろがわ） 米代東部森林管理署上小阿仁支署

（都道府県名） （秋田県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局
米代東部森林管理署上小阿仁支署

事業の概要・目的 本事業は、秋田県北部に位置する小阿仁奥山国有林６９ｈａの森林資源を開発
し、自然環境の維持、保全等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理
経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 １．０（ｋｍ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） １１８,７７４千円
総 便 益（Ｂ） １３７,１１０千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） １.１５

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成後、当路線を利用した事業実施状況は、直営生産で天然

秋田杉１,２００ｍ 、立木販売で広葉樹８００ｍ が伐採搬出されている。３ ３

また、更新、保育等の森林整備が確実に実施されている。

③ 事業により整備 当路線は、年平均２１７千円の維持管理費用で米代東部森林管理署上小阿仁支
された施設の管理 署において良好に管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の発揮にふ
環境の変化 さわしい良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響は

ほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 直営生産事業等を実施した伐採跡地は確実に更新されている。
変化 また、当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、地球温暖化

防止対策としての森林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 有効に利用、管理されており、特に意見はありません （秋田。
県）
開設にあたって地元雇用の場の提供、地元産業の振興に寄与した

と思われる （阿仁町）。

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。今後とも周辺環境に配慮しつつ事
業を実施することが望ましい。事業の効果のＰＲと民有林施策との連携をしなが
ら一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 森林資源の有効活用が促進され、また森林整備により所期の目的か
ら本事業の必要性は認められる。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 事業実施に当たっては、コスト縮減に努めていること等からも十分
な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ３２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 平成９年度～平成９年度

事業実施地区名 米代川森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局
（よねしろがわ） 米代東部森林管理署上小阿仁支署

（都道府県名） （秋田県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局
米代東部森林管理署上小阿仁支署

事業の概要・目的 本事業は、秋田県北部に位置する露熊沢国有林２３１ｈａの森林資源を開発
し、自然環境の維持、保全等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理
経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 １．０（ｋｍ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） ８７,７７２千円
総 便 益（Ｂ） ２０２,２９８千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ２.３０

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成後、当路線を利用した事業実施状況は、直営生産で秋田

杉外針葉樹２,１００ｍ 、立木販売で秋田杉外針葉樹１,４００ｍ が伐採搬出さ３ ３

れている。
また、更新、保育等の森林整備が確実に実施されている。

③ 事業により整備 当路線は、年平均２１７千円の維持管理費用で米代東部森林管理署上小阿仁支
された施設の管理 署において良好に管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の発揮にふ
環境の変化 さわしい良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響は

ほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 直営生産事業等を実施した伐採跡地は確実に更新されている。
変化 また、当地域の林産業就労者人口は依然として減少傾向にあるが、地球温暖化

防止対策としての森林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 有効に利用、管理されており、特に意見はありません （秋田。
県）
市街地から離れた事業目的の林道であり一般の利用がないことか

ら地元からの特段の意見はないが、開設にあたって地元雇用の場の
提供、地元産業の振興に寄与したと思われる （上小阿仁村）。

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。今後とも周辺環境に配慮しつつ事
業を実施することが望ましい。事業の効果のＰＲと民有林施策との連携をしなが
ら一層の努力を期待する。

評価結果 ・必要性： 森林資源の有効活用が促進され、また森林整備により所期の目的か
ら本事業の必要性は認められる。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 事業実施に当たっては、コスト縮減に努めていること等からも十分
な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ３３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４４年度～平成９年度

事業実施地区名 津軽森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（つがる） 津軽森林管理署

（都道府県名） （青森県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
津軽森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ６４（ｈａ）
保育面積 ５１２（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 339,960千円
総 便 益（Ｂ） 1,032,449千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.04

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１８０ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約5,400人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による水源かん養、国土の保全、地球温暖化
変化 防止対策、雇用の場の創出等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：地元雇用の場創出に効果があった。山地保全、水源涵養にも効果
があった。今後も森林整備を継続してほしい （大鰐町、西目屋村）。

第三者委員会の意見 森林整備については持続的な森林経営、地球温暖化対策等にも重要であり、今
後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全、地球温暖化防止、持続的な森林資源の培
養等に寄与する事業で、有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ３４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４０年度～平成９年度

事業実施地区名 津軽森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（つがる） 津軽森林管理署金木支署

（都道府県名） （青森県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
津軽森林管理署金木支署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 １１１（ｈａ）
保育面積 ８８８（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 495,371千円
総 便 益（Ｂ） 1,952,930千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.94

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積２１１ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約9,300人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による水源かん養、国土の保全、地球温暖化
変化 防止対策、雇用の場の創出等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：地元雇用の確保に効果があった。今後も地元雇用の確保のため地
元業者での実行を希望する （金木町）。

第三者委員会の意見 森林整備については持続的な森林経営、地球温暖化対策等にも重要であり、今
後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全、地球温暖化防止、持続的な森林資源の培
養等に寄与する事業で、有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ３５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４４年度～平成９年度

事業実施地区名 津軽森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（つがる） 津軽森林管理署鰺ヶ沢事務所

（都道府県名） （青森県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
津軽森林管理署鰺ヶ沢事務所

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ３８（ｈａ）
保育面積 ３０４（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 168,435千円
総 便 益（Ｂ） 664,032千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.94

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積２１１ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約3,200人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による水源かん養、国土の保全、地球温暖化
変化 防止対策、雇用の場の創出等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：我が町の基幹産業である林業の振興のためにも、今後とも森林整
備を充実し、雇用の場創出をお願いしたい （鰺ヶ沢町）。

第三者委員会の意見 森林整備については持続的な森林経営、地球温暖化対策等にも重要であり、今
後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全、地球温暖化防止、持続的な森林資源の培
養等に寄与する事業で、有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ３６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４１年度～平成９年度

事業実施地区名 津軽森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（つがる） 津軽森林管理署深浦森林管理センター

（都道府県名） （青森県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
津軽森林管理署深浦森林管理センター

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ４５（ｈａ）
保育面積 ３６０（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 201,089千円
総 便 益（Ｂ） 792,764千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.94

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積２１１ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約3,800人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による水源かん養、国土の保全、地球温暖化
変化 防止対策、雇用の場の創出等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：水源涵養等森林のもつ機能発揮に効果があった （深浦町）。

第三者委員会の意見 森林整備については持続的な森林経営、地球温暖化対策等にも重要であり、今
後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全、地球温暖化防止、持続的な森林資源の培
養等に寄与する事業で、有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ３７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４１年度～平成９年度

事業実施地区名 東青森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（とうせい） 青森森林管理署

（都道府県名） （青森県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
青森森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 １６４（ｈａ）
保育面積 １３１２（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 827,644千円
総 便 益（Ｂ） 2,643,074千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.19

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１９０ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約13,800人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による水源かん養、国土の保全、地球温暖化
変化 防止対策、雇用の場の創出等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：景観保全、山地保全が図られた （蓬田村、平舘村、蟹田町）。
水源涵養、土砂流出防止に役立っている （今別町、蟹田町）。
地元雇用の場創出及び地元産業のため、より一層森林整備をしてほしい （青森。
市）

第三者委員会の意見 森林整備については持続的な森林経営、地球温暖化対策等にも重要であり、今
後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全、地球温暖化防止、持続的な森林資源の培
養等に寄与する事業で、有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ３８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和３９年度～平成９年度

事業実施地区名 下北森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（しもきた） 下北森林管理署

（都道府県名） （青森県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
下北森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 １０１（ｈａ）
保育面積 ８０８（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 484,908千円
総 便 益（Ｂ） 1,707,622千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.52

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積２０１ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約8,500人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による水源かん養、国土の保全、地球温暖化
変化 防止対策、雇用の場の創出等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：造林事業を実施することによって、地元雇用の場創出及び地元産
業振興に効果があった （大畑町）。

第三者委員会の意見 森林整備については持続的な森林経営、地球温暖化対策等にも重要であり、今
後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全、地球温暖化防止、持続的な森林資源の培
養等に寄与する事業で、有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ３９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和３７年度～平成９年度

事業実施地区名 下北森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（しもきた） 下北森林管理署大間事務所

（都道府県名） （青森県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
下北森林管理署大間事務所

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ９５（ｈａ）
保育面積 ７６０（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 369,915千円
総 便 益（Ｂ） 1,801,572千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.87

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積２３２ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約8,000人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による水源かん養、国土の保全、地球温暖化
変化 防止対策、雇用の場の創出等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：地元雇用、山地保全等に効果があり今後も森林整備を積極的に進
めて欲しい （佐井村）。

第三者委員会の意見 森林整備については持続的な森林経営、地球温暖化対策等にも重要であり、今
後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全、地球温暖化防止、持続的な森林資源の培
養等に寄与する事業で、有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ４０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４６年度～平成９年度

事業実施地区名 三八上北森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（さんぱちかみきた） 三八上北森林管理署

（都道府県名） （青森県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
三八上北森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 １３６（ｈａ）
保育面積 １０８８（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 691,279千円
総 便 益（Ｂ） 2,196,092千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.18

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１９０ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約11,400人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による水源かん養、国土の保全、地球温暖化
変化 防止対策、雇用の場の創出等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：地元雇用の場創出に効果があった （十和田市）。

第三者委員会の意見 森林整備については持続的な森林経営、地球温暖化対策等にも重要であり、今
後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全、地球温暖化防止、持続的な森林資源の培
養等に寄与する事業で、有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ４１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５１年度～平成９年度

事業実施地区名 三八上北森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（さんぱちかみきた） 三八上北森林管理署三戸事務所

（都道府県名） （青森県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
三八上北森林管理署三戸事務所

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ３９（ｈａ）
保育面積 ３１２（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 271,379千円
総 便 益（Ｂ） 533,741千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.97

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１４９ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約3,300人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による水源かん養、国土の保全、地球温暖化
変化 防止対策、雇用の場の創出等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：景観保全、山地保全及び水源涵養に効果があった。今後も雇用の
場創出のため森林整備をしてほしい （田子町）。

第三者委員会の意見 森林整備については持続的な森林経営、地球温暖化対策等にも重要であり、今
後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全、地球温暖化防止、持続的な森林資源の培
養等に寄与する事業で、有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ４２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４５年度～平成９年度

事業実施地区名 久慈閉伊川森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（くじへいがわ） 三陸北部森林管理署

（都道府県名） （岩手県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
三陸北部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 １１６（ｈａ）
保育面積 ９２８（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 570,249千円
総 便 益（Ｂ） 1,818,632千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.19

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１８２ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約9,700人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による水源かん養、国土の保全、地球温暖化
変化 防止対策、雇用の場の創出等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：地元の雇用の場創出に効果があった。今後も雇用の場創出のため
に森林整備をして欲しい （岩泉町）。

第三者委員会の意見 森林整備については持続的な森林経営、地球温暖化対策等にも重要であり、今
後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全、地球温暖化防止、持続的な森林資源の培
養等に寄与する事業で、有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ４３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４５年度～平成９年度

事業実施地区名 久慈閉伊川森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
三陸北部森林管理署川井森林管理センター（くじへいがわ）

（都道府県名） （岩手県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
三陸北部森林管理署川井森林管理センター

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ７２（ｈａ）
保育面積 ５７６（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 339,227千円
総 便 益（Ｂ） 1,138,961千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.36

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１９１ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約6,000人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による水源かん養、国土の保全、地球温暖化
変化 防止対策、雇用の場の創出等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：水源涵養に効果があった （川井村）。

第三者委員会の意見 森林整備については持続的な森林経営、地球温暖化対策等にも重要であり、今
後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全、地球温暖化防止、持続的な森林資源の培
養等に寄与する事業で、有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ４４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４５年度～平成９年度

事業実施地区名 久慈閉伊川森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（くじへいがわ） 三陸北部森林管理署久慈支署

（都道府県名） （岩手県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
三陸北部森林管理署久慈支署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ３４（ｈａ）
保育面積 ２７２（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 147,395千円
総 便 益（Ｂ） 599,045千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.06

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積２０８ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約2,900人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による水源かん養、国土の保全、地球温暖化
変化 防止対策、雇用の場の創出等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：地元の雇用の場創出に効果があった。今後も雇用の場創出のため
森林整備をしてほしい （山形村）。

第三者委員会の意見 森林整備については持続的な森林経営、地球温暖化対策等にも重要であり、今
後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全、地球温暖化防止、持続的な森林資源の培
養等に寄与する事業で、有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ４５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４３年度～平成９年度

事業実施地区名 大槌気仙川森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（おおつちけせんがわ） 三陸中部森林管理署

（都道府県名） （岩手県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
三陸中部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ３０（ｈａ）
保育面積 ２４０（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 132,217千円
総 便 益（Ｂ） 505,473千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.82

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１９６ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約2,500人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による水源かん養、国土の保全、地球温暖化
変化 防止対策、雇用の場の創出等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：保育間伐等については、今後も雇用の場創出のため継続をしてほ
しい。地元の雇用を拡大してほしい （大槌町）。

第三者委員会の意見 森林整備については持続的な森林経営、地球温暖化対策等にも重要であり、今
後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全、地球温暖化防止、持続的な森林資源の培
養等に寄与する事業で、有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ４６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４１年度～平成９年度

事業実施地区名 北上川上流森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（ 盛岡森林管理署きたかみがわじょうりゅう）

（都道府県名） （岩手県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
盛岡森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ７８（ｈａ）
保育面積 ６２４（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 404,874千円
総 便 益（Ｂ） 1,353,031千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.34

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積２０８ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約6,500人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による水源かん養、国土の保全、地球温暖化
変化 防止対策、雇用の場の創出等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：地元の雇用の場創出に効果があった （岩手町）。

第三者委員会の意見 森林整備については持続的な森林経営、地球温暖化対策等にも重要であり、今
後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全、地球温暖化防止、持続的な森林資源の培
養等に寄与する事業で、有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ４７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和３９年度～平成９年度

事業実施地区名 北上川上流森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
盛岡森林管理署雫石森林管理センター（きたかみがわじょうりゅう）

（都道府県名） （岩手県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
盛岡森林管理署雫石森林管理センター

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ４７（ｈａ）
保育面積 ３７６（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 214,628千円
総 便 益（Ｂ） 798,250千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.72

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１８７ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約3,900人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による水源かん養、国土の保全、地球温暖化
変化 防止対策、雇用の場の創出等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：山地保全、水源涵養に効果があった。地元雇用の場創出のため今
後も森林整備をしてほしい （雫石町）。

第三者委員会の意見 森林整備については持続的な森林経営、地球温暖化対策等にも重要であり、今
後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全、地球温暖化防止、持続的な森林資源の培
養等に寄与する事業で、有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ４８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４３年度～平成９年度

事業実施地区名 北上川中流森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
岩手南部森林管理署（きたかみがわちゅうりゅう）

（都道府県名） （岩手県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
岩手南部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ７９（ｈａ）
保育面積 ６３２（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 335,319千円
総 便 益（Ｂ） 1,387,543千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.14

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１９７ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約6,600人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による水源かん養、国土の保全、地球温暖化
変化 防止対策、雇用の場の創出等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：景観保全、山地保全に効果があり、今後とも森林整備努めて欲し
い（衣川村）

第三者委員会の意見 森林整備については持続的な森林経営、地球温暖化対策等にも重要であり、今
後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全、地球温暖化防止、持続的な森林資源の培
養等に寄与する事業で、有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ４９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４３年度～平成９年度

事業実施地区名 北上川中流森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
岩手南部森林管理署遠野支署（きたかみがわちゅうりゅう）

（都道府県名） （岩手県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
岩手南部森林管理署遠野支署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ２０７（ｈａ）
保育面積 １６５６（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 949,588千円
総 便 益（Ｂ） 3,429,991千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.61

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１８７ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約17,400人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による水源かん養、国土の保全、地球温暖化
変化 防止対策、雇用の場の創出等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：環境に対する意識が高まるとともに、水源及び河川について関心
を示している。森林整備による水源涵養効果を期待する （遠野市）。

第三者委員会の意見 森林整備については持続的な森林経営、地球温暖化対策等にも重要であり、今
後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全、地球温暖化防止、持続的な森林資源の培
養等に寄与する事業で、有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ５０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４２年度～平成９年度

事業実施地区名 北上川中流森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
岩手南部森林管理署湯田事務所（きたかみがわちゅうりゅう）

（都道府県名） （岩手県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
岩手南部森林管理署湯田事務所

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ４３（ｈａ）
保育面積 ３４４（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 155,387千円
総 便 益（Ｂ） 802,237千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.16

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積２０７ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約3,600人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による水源かん養、国土の保全、地球温暖化
変化 防止対策、雇用の場の創出等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：保育間伐等を行ったことにより、山地の保全、水源の涵養等に効
果があった （沢内村）。

第三者委員会の意見 森林整備については持続的な森林経営、地球温暖化対策等にも重要であり、今
後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全、地球温暖化防止、持続的な森林資源の培
養等に寄与する事業で、有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ５１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４０年度～平成９年度

事業実施地区名 宮城北部森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（みやぎほくぶ） 宮城北部森林管理署

（都道府県名） （宮城県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
宮城北部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ７３（ｈａ）
保育面積 ５８４（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 317,941千円
総 便 益（Ｂ） 1,513,312千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.76

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積２２４ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約6,100人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による水源かん養、国土の保全、地球温暖化
変化 防止対策、雇用の場の創出等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：景観保全、山地保全、水源涵養及び地元雇用の場創出に効果があ
った （鳴子町） 地元雇用の場創出及び水源涵養に効果があった。今後も森林。
整備をしてほしい （加美町）。

第三者委員会の意見 森林整備については持続的な森林経営、地球温暖化対策等にも重要であり、今
後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全、地球温暖化防止、持続的な森林資源の培
養等に寄与する事業で、有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ５２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４２年度～平成９年度

事業実施地区名 宮城南部森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（みやぎなんぶ） 仙台森林管理署

（都道府県名） （宮城県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
仙台森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業を実施するものである。

事業内容 更新面積 ５（ｈａ）
保育面積 ４０（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 18,164千円
総 便 益（Ｂ） 120,141千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 6.61

３② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積２３４ｍ
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約400人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 造林事業の実行により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成され
環境の変化 つつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域においては、造林事業実行による水源かん養、国土の保全、地球温暖化
変化 防止対策、雇用の場の創出等への寄与に対する期待が高まってきている。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：地元産業の活性化及び雇用創出に効果があった。また、景観、林
地保全にも効果が大きい （七ヶ宿町） 地元雇用の場として効果があった。水。
源涵養の効果も大きいことから継続して森林整備をしてほしい （川崎町）。

第三者委員会の意見 森林整備については持続的な森林経営、地球温暖化対策等にも重要であり、今
後とも周辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が発揮されてお
り必要と認められる。

・有効性： 水源かん養、国土の保全、地球温暖化防止、持続的な森林資源の培
養等に寄与する事業で、有効な事業と認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ５３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業計画期間 昭和５３年度～平成９年度

事業実施地区名 津軽森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（つがる） 津軽森林管理署金木支署

（都道府県名） （青森県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
津軽森林管理署金木支署

事業の概要・目的 本事業は、青森県北部に位置する相野山国有林862ｈａの森林資源を開発し、
自然環境の維持､保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な
森林の管理経営を行うために必要な林道を開設した。

事業内容 開設延長 9.9（ｋｍ） [金木山林道]

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成15年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 288,537千円
総 便 益（Ｂ） 760,455千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.64

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施

状況は、立木販売が延べ42,000m3、更新、保育等の森林整備が延べ170ha､治山施
設が8箇所である。

③ 事業により整備 当路線は、年平均50千円の維持管理費用で津軽森林管理署 金木支署において
された施設の管理 良好に管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと

んど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 伐採により､森林資源は一時的に減少したが､伐採跡地は更新し良好に生育して
変化 いる。

当地域の林産業就労者人口は高齢化により年々減少傾向にあるが（平成8年度
約210人､平成13年度約150人 ､昨年ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体が発足し､活動の場となっており､）
森林整備への期待､必要性は衰えていない。

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。

地元の意見： 当林道の開設により､森林浴､登山等ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝの場として地元住
民等に利用されており､利用者が増加してきている （金木町）。

第三者委員会の意見 森林整備に必要な路網の整備は重要であり､今後とも周辺環境に配慮しつつ事
、 、業を実施することが望ましい｡また 林道開設により森林の状況は変化するので

更新状況､森林整備の状況を継続して確認することが必要である。

評価結果 ・必要性： 森林資源の状況は変化したが､当路線は効果的に使用されており､
所期の目的から見て必要性は薄れていない。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 費用対効果の分析結果からも､効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ５４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業計画期間 昭和５３年度～平成９年度

事業実施地区名 三八上北森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（さんぱちかみきた） 三八上北森林管理署三戸事務所

（都道府県名） （青森県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
三八上北森林管理署

、 、事業の概要・目的 本事業は 青森県南東部に位置する戸来岳国有林388ｈａの森林資源を開発し
自然環境の維持､保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な
森林の管理経営を行うために必要な林道を開設した。

事業内容 開設延長 5.3（ｋｍ） [駒形沢林道]

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成15年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 150,877千円
総 便 益（Ｂ） 168,017千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.11

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施

状況は、立木販売が延べ6,000m3、更新、保育等の森林整備が延べ120haである。

③ 事業により整備 当路線は、年平均25千円の維持管理費用で三八上北森林管理署において良好に
された施設の管理 管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと

んど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 伐採により､森林資源は一時的に減少したが､伐採跡地は更新し良好に生育して
変化 いる。

当地域の林産業就労者人口､林産業粗生産額等は減少傾向にあるが､国土保全機
能等の公益的機能発揮のため､森林整備の必要性は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。

地元の意見：村道に接続しているため山菜採取､魚釣り等の入り込み者が増え､
自然探索等ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝの場となっている。また､分収造林があり､林道開設により入
山が容易になり､財産管理に役立っている （新郷村）。

第三者委員会の意見 森林整備に必要な路網の整備は重要であり､今後とも周辺環境に配慮しつつ事
、 、業を実施することが望ましい｡また 林道開設により森林の状況は変化するので

更新状況､森林整備の状況を継続して確認することが必要である。

評価結果 ・必要性： 森林資源の状況は変化したが､当路線は効果的に使用されており､
所期の目的から見て必要性は薄れていない。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 費用対効果の分析結果からも､効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ５５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業計画期間 昭和５３年度～平成９年度

事業実施地区名 北上川中流森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
きたかみがわちゅうりゅう 岩手南部森林管理署（ ）

（都道府県名） （岩手県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
岩手南部森林管理署

、 、事業の概要・目的 本事業は 岩手県南部に位置する西前川山国有林266ｈａの森林資源を開発し
自然環境の維持､保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な
森林の管理経営を行うために必要な林道を開設した。

事業内容 開設延長 2.9（ｋｍ） [小白林道]

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成15年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 95,727千円
総 便 益（Ｂ） 160,273千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.67

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施

状況は、立木販売が延べ15,000m3、更新、保育等の森林整備が延べ420ha､治山施
設が1箇所である。

③ 事業により整備 当路線は、年平均15千円の維持管理費用で岩手南部森林管理署において良好に
された施設の管理 管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと

んど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 伐採により､森林資源は一時的に減少したが､伐採跡地は更新し良好に生育して
変化 いる。

当地域の林産業就労者人口は約30人､林家数約230(専業0)と減少傾向にあるが､
国有林野率84%､保安林率が86%に達し､国土保全機能等の公益的機能発揮のため､
森林整備の必要性は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。

地元の意見： 本路線の開設により､適切な森林施業が実施され､林業生産性の
向上及び林業経営の合理化が図られている （胆沢町）。

第三者委員会の意見 森林整備に必要な路網の整備は重要であり､今後とも周辺環境に配慮しつつ事
、 、業を実施することが望ましい｡また 林道開設により森林の状況は変化するので

更新状況､森林整備の状況を継続して確認することが必要である。

評価結果 ・必要性： 森林資源の状況は変化したが､当路線は効果的に使用されており､
所期の目的から見て必要性は薄れていない。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 費用対効果の分析結果からも､効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ５６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業計画期間 平成８年度～平成９年度

事業実施地区名 北上川中流森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
きたかみがわちゅうりゅう 岩手南部森林管理署遠野支署（ ）

（都道府県名） （岩手県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
岩手南部森林管理署遠野支署

、 、事業の概要・目的 本事業は 岩手県中央部に位置する黒目陰国有林236ｈａの森林資源を開発し
自然環境の維持､保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な
森林の管理経営を行うために必要な林道を開設した。

事業内容 開設延長 2.4（ｋｍ） [ﾐﾂｸﾘ沢林道]

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成15年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 73,379千円
総 便 益（Ｂ） 101,528千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.38

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施

状況は、立木販売が延べ1,400m3、更新、保育等の森林整備が延べ40haである。

③ 事業により整備 当路線は、年平均15千円の維持管理費用で岩手南部森林管理署 遠野支署にお
された施設の管理 いて良好に管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと

んど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 伐採により､森林資源は一時的に減少したが､伐採跡地は更新し良好に生育して
変化 いる。

当地域の林産業就労者は約160人､林家数は約600戸で減少傾向にあるが､国土保
全機能等の公益的機能発揮のため､森林整備の必要性は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。

地元の意見： 当林道の開設に伴い､間伐実施面積が増加した。当地域はアカ
マツ林分が主体で､マツクイムシ被害が拡大している現況において､適切な森林整
備は優良木の確保だけではなく､森林病害虫発生の抑制につながるものである。
（宮守村）

第三者委員会の意見 森林整備に必要な路網の整備は重要であり､今後とも周辺環境に配慮しつつ事
、 、業を実施することが望ましい｡また 林道開設により森林の状況は変化するので

更新状況､森林整備の状況を継続して確認することが必要である。

評価結果 ・必要性： 森林資源の状況は変化したが､当路線は効果的に使用されており､
所期の目的から見て必要性は薄れていない。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 費用対効果の分析結果からも､効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ５７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業計画期間 平成６年度～平成９年度

事業実施地区名 北上川中流森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
きたかみがわちゅうりゅう 岩手南部森林管理署遠野支署（ ）

（都道府県名） （岩手県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
岩手南部森林管理署遠野支署

事業の概要・目的 本事業は、岩手県中部に位置する東禅寺国有林473ｈａの森林資源を開発し、
自然環境の維持､保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な
森林の管理経営を行うために必要な林道を開設した。

事業内容 開設延長 4.5（ｋｍ） [大萩林道]

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成15年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 86,285千円
総 便 益（Ｂ） 224,570千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.60

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施

、 、 、 。状況は 立木販売が延べ45,000m3 更新 保育等の森林整備が延べ700haである

③ 事業により整備 当路線は、年平均25千円の維持管理費用で岩手南部森林管理署 遠野支署にお
された施設の管理 いて良好に管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと

んど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 伐採により､森林資源は一時的に減少したが､伐採跡地は更新し良好に生育して
変化 いる。

当地域は､ﾌﾟﾚｶｯﾄ工場等を擁する森林総合ｾﾝﾀｰがあり､林家数は横ばい､林業事
業体は増加しており､林業粗生産額は4億円を超えており､林産業の振興と森林整
備への期待は大きい。

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。

地元の意見： 分収造林地へのｱｸｾｽが容易になり森林整備の推進が期待でき
る｡他の区域についても国土保全に必要な森林整備の推進が期待され､市民の安全
な生活に奇与するものと思われる。また､山菜キノコ狩りの際容易に入林でき､娯
楽に役立っている （遠野市）。

第三者委員会の意見 森林整備に必要な路網の整備は重要であり､今後とも周辺環境に配慮しつつ事
、 、業を実施することが望ましい｡また 林道開設により森林の状況は変化するので

更新状況､森林整備の状況を継続して確認することが必要である。

評価結果 ・必要性： 森林資源の状況は変化したが､当路線は効果的に使用されており､
所期の目的から見て必要性は薄れていない。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 費用対効果の分析結果からも､効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ５８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業計画期間 昭和６０年度～平成９年度

事業実施地区名 宮城北部森林計画区 事業実施主体 東北森林管理局青森分局
（みやぎほくぶ） 宮城北部森林管理署

（都道府県名） （宮城県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 東北森林管理局青森分局
宮城北部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、宮城県北部に位置する田代岳国有林433ｈａの森林資源を開発し、
自然環境の維持､保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な
森林の管理経営を行うために必要な林道を開設した。

事業内容 開設延長 7.5（ｋｍ） [宝森林道]

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成15年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 300,009千円
総 便 益（Ｂ） 358,986千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.20

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施

状況は、立木販売が延べ7,000m3、更新、保育等の森林整備が延べ220ha､治山施
設が1箇所である。

③ 事業により整備 当路線は、年平均40千円の維持管理費用で宮城北部森林管理署において良好に
された施設の管理 管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほと

んど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 伐採により､森林資源は一時的に減少したが､伐採跡地は更新し良好に生育して
変化 いる。

当地域(旧宮崎町)の林産業就労者人口は約120人､林産業粗生産額は約202百万
であり､国有林野は上流部に位置し､国土保全機能等の公益的機能発揮のため､森
林整備の必要性は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。

地元の意見： 他林道を介して公道と接続しており､山菜･きのこ採取等町民の
ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝの場となっている （加美町）。

第三者委員会の意見 森林整備に必要な路網の整備は重要であり､今後とも周辺環境に配慮しつつ事
、 、業を実施することが望ましい｡また 林道開設により森林の状況は変化するので

更新状況､森林整備の状況を継続して確認することが必要である。

評価結果 ・必要性： 森林資源の状況は変化したが､当路線は効果的に使用されており､
所期の目的から見て必要性は薄れていない。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 費用対効果の分析結果からも､効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ５９

完 了 後 の 評 価 個 表

森林環境保全整備事業 昭和３７年～平成９年事業名 事業実施期間（国有林造林）

事業実施地区名 阿武隈川森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局
（あぶくま） 福島森林管理署

（都道府県名） （福島県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
福島森林管理署（保育間伐実施年度平成９年)

本事業は、森林の有する国土保全、水源かん養、生物多様性の保全、地球温暖化防止事業の概要・目的
等の公益的機能の高度発揮を図りつつ、需要に応じた木材の安定供給を図ることを目的
として、伐採跡地に植栽、下刈､除間伐等一連の作業を行って健全な森林造成を目的とし

て実施したものである。
事業内容：更新面積 ２１ｈa、 保育面積： ２１０ｈa

（保育間伐実施区域２１ｈa）

本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を行① 費用対効果分析
っていないが、平成１５年度において「森林環境保全整備事業」として評価を行った。の算定基礎となっ
本評価地は 「水土保全林 （山地災害防止機能及び水源かん養機能を増進させる必た要因の変化 、 」

要のある森林 「資源循環利用林 （地域の自然的条件、経済的条件を勘案して定め）、 」
た目的樹種、生産目標に応じた形質の良好な木材を生産することを目的とした森林）の
機能を発揮するとともに、災害に強い国土基盤の形成、地球温暖化防止等の機能を発揮
する事業（ 森林環境保全整備事業 ）として費用及び便益を比較すれば以下のとおり「 」
である。

総費用（Ｃ） １５３，５９６ 千円
総便益（Ｂ） ３８９，０７５ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．５３

森林環境保全整備事業として森林整備に努めたことにより② 事業効果の発現
○ 山地災害防止機能、水源かん養機能等の維持増進、需要に応じた木材の安定供給状況

となるための森林資源の造成に寄与。
○ 生物多様性の保全、二酸化炭素の吸収・固定源としての機能の発揮に寄与。

該当なし③ 事業により整備
された施設の管理
状況

当地域は、優良な人工林が多いことから、需要に応じた木材の安定供給となるための④ 事業実施による
森林造成を行ったことにより、資源循環利用林の公益的機能への期待が高まる。環境の変化

当地域は、需要に応じた木材の安定供給となるための森林造成を行うことにより、流⑤ 社会経済情勢の
域林業の活性化、雇用確保の場等の期待が増している。変化

森林整備については、事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ、山地災害防止機能、⑥ 今後の課題等
水源かん養機能等の維持増進、需要に応じた木材の安定供給となるための森林資源の造
成、生物多様性の保全、二酸化炭素の吸収・固定源としての機能を高める森林造成を的
確・着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においても事業内容・事業効果のPRや民有林との連携、コスト縮減

の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 特になし

森林の整備には長期間を要することから 「水土保全林 「森林と人との共生第三者委員会の意見 、 」、
林 「資源循環利用林」の区分ごとに、どのような山作りをするのか、また、機能類」、
型別に森林整備モデルを作ることが必要である。

必要性： 水土保全林 「資源の循環利用林」の機能増進及び地球温暖化防止等に評価結果 ・ 「 」、
寄与する事業であり必要性が認められる。

有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されており・
有効な事業であると認められる。

効率性：費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。・

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、適切な森林整備が図られているものと
認められる。



整理番号 ６０

完 了 後 の 評 価 個 表

森林環境保全事業 昭和４７年～平成９年事業名 事業実施期間（国有林造林）

事業実施地区名 阿武隈川計画区 事業実施主体 関東森林管理局
（あぶくま） 福島森林管理署白河支署

（都道府県名） （福島県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
福島森林管理署白河支署（保育間伐実施年度平成９年

本事業は、森林の有する国土保全、水源かん養、生物多様性の保全、地球温暖化防止事業の概要・目的
等の公益的機能の高度発揮を図りつつ、需要に応じた木材の安定供給を図ることを目的
として、伐採跡地に植栽、下刈､除間伐等一連の作業を行って健全な森林造成を目的とし
て実施したものである。

事業内容：更新面積 ５ｈa、 保育面積： ５０ｈa
（保育間伐実施区域５ha）

本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を行① 費用対効果分析
、 「 」 。の算定基礎となっ って いないが 平成１５年度において 森林環境保全整備事業 として評価を行った

本評価地は 「資源循環利用林 （地域の自然的条件、経済的条件を勘案して定めた目た要因の変化 、 」
的種、生産目標に応じた形質の良好な木材を生産することを目的とした森林）の機能を

、 （「 」）発揮するとともに 地球温暖化防止等の機能を発揮する事業 森林環境保全整備事業
として費用及び便益 を比較すれば以下のとおりである。

総費用（Ｃ） ３６，４０６ 千円
総便益（Ｂ） ７８，６４８ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．１６

森林環境保全整備事業として森林整備に努めたことにより② 事業効果の発現
○地球温暖化防止等の公益的機能の高度発揮を図りつつ、需要に応じた木材の安定状況

供給となるための森林資源の造成に寄与。
○地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与。

該当なし③ 事業により整備
された施設の管理
状況

当地域は、優良な人工林が多いことから、需要に応じた木材の安定供給となるための④ 事業実施による
森林造成を行うことにより、資源循環利用林として公益的機能への期待が高まる。環境の変化

当地域は、スギ、ヒノキを主体とする人工林が多く、国有林として需要に応じた木材⑤ 社会経済情勢の
の安定供給を図ることにより、地元雇用の場の提供、地場産業振興への期待は増してい変化
る。

、 、 、⑥ 今後の課題等 森林整備については 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ 地元雇用の場の提供
。都市住民の森林整備へのボランテイア参加等の事業を的確・着実に実施する必要がある

また、今後の事業においても事業内容・事業効果のPRや民有林との連携、コスト縮減
の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 特になし

森林の整備には長期間を要することから 「水土保全林 「森林と人との共生林 「資第三者委員会の意見 、 」、 」、
源循環利用林」の区分ごとに、どのような山作りをするのか、また、機能類型別に森林
整備モデルを作ることが必要である。

・必要性： 資源の循環利用林」の機能増進及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ評価結果 「
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されており
有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏まえ
て総合的かつ客観的に検討したところ、適切な森林整備が図られているものと認
められる。



整理番号 ６１

完 了 後 の 評 価 個 表

森林環境保全整備事業 昭和３５年～平成９年事業名 事業実施期間（国有林造林）

事業実施地区名 会津森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局
（あいづ） 会津森林管理署

（都道府県名） （福島県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
会津森林管理署（保育間伐実施年度平成９年）

本事業は、森林の有する国土保全、水源かん養、生物多様性の保全、地球温暖化防止事業の概要・目的
等の公益的機能の高度発揮を図りつつ、需要に応じた木材の安定供給を図ることを目的
として、伐採跡地に植栽、下刈､除間伐等一連の作業を行って健全な森林造成を目的と
して実施したものである。

事業内容：更新面積 １５ｈa、 保育面積： １５０ｈa
（保育間伐実施区域１５ｈa）

本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を行① 費用対効果分析
っていないが、平成１５年度において「森林環境保全整備事業」として評価を行った。の算定基礎となった
本評価地は 「水土保全林 （山地災害防止機能及び水源かん養機能を増進させる必要因の変化 、 」

要のある森林）の機能を発揮するとともに、災害に強い国土基盤の形成、地球温暖化防
止等の機能を発揮する事業（ 森林環境保全整備事業 ）として費用及び便益を比較す「 」
れば以下のとおりである。

総費用（Ｃ） １００，６６８ 千円
総便益（Ｂ） ３２０，８７９ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ３．１９

森林環境保全整備事業として森林整備に努めたことにより② 事業効果の発現
○山地災害防止機能、水源かん養機能等の維持増進に寄与。状況
○自然環境の維持・保全に寄与。
○地元雇用の場の提供に寄与。

該当なし③ 事業により整備
された施設の管理
状況

当計画区は 「水土保全林」が７割を占めていることから、森林環境保全整備事業と④ 事業実施による 、
して、更新、保育等の森林整備実施により、国土保全、水源かん養、生物多様性の保全環境の変化
等の公益的機能への期待が高まる。

当地域は、原生的な森林生態系が多く見られることから、野生生物の生息・生育地の⑤ 社会経済情勢の
拡大と相互交流を促すことが適当と認められる国有林を「緑の回廊」として選定し効果変化
的な森林生態系の保護・保全等の施業及び森林管理技術が求められている。

森林整備については、事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ生物多様性の保全、森⑥ 今後の課題等
林病害虫の駆除等の公益的機能を発揮するための事業を的確・着実に実施する必要があ
る。
また、今後の事業においても事業内容・事業効果のPRや民有林との連携、コスト縮減

の努力を続ける必要がある。

地元の意見： 特になし

森林の整備には長期間を要することから 「水土保全林 「森林と人との共生第三者委員会の意見 、 」、
林 「資源循環利用林」の区分ごとに、どのような山作りをするのか、また、機能類」、
型別に森林整備モデルを作ることが必要である。

・必要性： 水土保全林」の機能増進及び地球温暖化防止等に寄与する事業であり必要評価結果 「
性が認められる

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されており
有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並び第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、適切な森林整備が図られているもの
と認められる。



整理番号 ６２

完 了 後 の 評 価 個 表

森林環境保全整備事業 昭和３５年～平成９年事業名 事業実施期間（国有林造林）

事業実施地区名 会津森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局
（あいづ） 会津森林管理署南会津支署

（都道府県名） （福島県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
会津森林管理署南会津支署（保育間伐実施年度平成９年）

本事業は、森林の有する国土保全、水源かん養、生物多様性の保全、地球温暖化防止事業の概要・目的
等の公益的機能の高度発揮を図りつつ、需要に応じた木材の安定供給を図ることを目的
として、伐採跡地に植栽、下刈､除間伐等一連の作業を行って健全な森林造成を目的と
して実施したものである。

事業内容：更新面積 ４ｈa、 保育面積： ４０ｈa
（保育間伐実施区域４ｈa）

① 費用対効果分析
本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を行の算定基礎となった

っていないが、平成１５年度において「森林環境保全整備事業」として評価を行った。要因の変化
本評価地は 「水土保全林 （山地災害防止機能及び水源かん養機能を増進させる必要、 」

のある森林）の機能を発揮するとともに、災害に強い国土基盤の形成、地球温暖化防止
等の機能を発揮する事業（ 森林環境保全整備事業 ）として費用及び便益を比較すれば「 」
以下のとおりである。

総費用（Ｃ） ２９，９６５ 千円
総便益（Ｂ） ４５，０７１ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） １．５０

森林環境保全整備事業として森林整備に努めたことにより② 事業効果の発現
○山地災害防止機能、水源かん養機能等の維持増進に寄与。状況
○自然環境の維持・保全に寄与。
○地元雇用の場の提供に寄与。

該当なし③ 事業により整備
された施設の管理
状況

当計画区は 「水土保全林」が７割を占めていることから、森林環境保全整備事業と④ 事業実施による 、
して、更新、保育等の森林整備実施により、国土保全、水源かん養、生物多様性の保全環境の変化
等の公益的機能への期待が高まる。

地域は、原生的な森林生態系が多く見られることから、野生生物の生息・生育地の拡⑤ 社会経済情勢の
大と相互交流を促すことが適当と認められる国有林を「緑の回廊」として選定し効果的変化
な森林生態系の保護・保全等の施業及び森林管理技術が求められている。

森林整備については、自然環境に配慮しつつ生物多様性の保全、森林病害虫の駆除等⑥ 今後の課題等
の公益的機能を発揮するための事業を的確・着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においても事業内容・事業効果のPRや民有林との連携、コスト縮減

の努力を続ける必要がある。

地元の意見： 特になし

森林の整備には長期間を要することから 水土保全林 森林と人との共生林 資第三者委員会の意見 、「 」、「 」、「
源循環利用林」の区分ごとに、どのような山作りをするのか、また、機能類型別に森林
整備モデルを作ることが必要である。

・必要性： 水土保全林」の機能増進及び地球温暖化防止等に寄与する事業であり必要評価結果 「
性が認められる

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されており
有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並び第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、適切な森林整備が図られているもの
と認められる。



整理番号 ６３

完 了 後 の 評 価 個 表

森林環境保全整備事業 昭和４４年～平成９年事業名 事業実施期間（国有林造林）

事業実施地区名 那珂川森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局
（なかがわ） 塩那森林管理署

（都道府県名） （栃木県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
塩那森林管理署（保育間伐実施年度平成９年）

本事業は、森林の有する国土保全、水源かん養、生物多様性の保全、地球温暖化防止事業の概要・目的
等の公益的機能の高度発揮を図りつつ、需要に応じた木材の安定供給を図ることを目的
として、伐採跡地に植栽、下刈､除間伐等一連の作業を行って健全な森林造成を目的と
して実施したものである。

事業内容：更新面積 ４０ｈa、 保育面積： ４００ｈa
（保育間伐実施区域４０ｈa）

本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を行① 費用対効果分析
っていないが、平成１５年度において「森林環境保全整備事業」として評価を行った。の算定基礎となった
本評価地は 「水土保全林 （山地災害防止機能及び水源かん養機能を増進させる必要因の変化 、 」

要のある森林 「森林と人との共生林 （自然環境の保全又は保健文化機能を増進さ）、 」
せる必要のある森林 「資源循環利用林 （地域の自然的条件、経済的条件を勘案し）、 」
て定めた目的樹種、生産目標に応じた形質の良好な木材を生産することを目的とした森
林）の機能を発揮するとともに、災害に強い国土基盤の形成、地球温暖化防止等の機能
を発揮する事業（ 森林環境保全整備事業 ）として費用及び便益を比較すれば以下の「 」
とおりである。

総費用（Ｃ） ３０２，６１６ 千円
総便益（Ｂ） ７３５，７５１ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．４３

森林環境保全整備事業として森林整備に努めたことにより② 事業効果の発現
○山地災害防止機能、水源かん養機能等の維持増進、需要に応じた木材の安定供給状況

を図るための森林資源の造成に寄与。
○森林レクリエーション等の保健休養の場の提供に寄与。
○地元雇用の場の提供に提供に寄与。

該当なし③ 事業により整備
された施設の管理
状況

当地域は、優良な人工林が多いことから、需要に応じた木材の安定供給となるための④ 事業実施による
森林造成を行うことにより、資源循環利用林として公益的機能への期待が高まる。環境の変化

当地域は、スギ、ヒノキを主体とする人工林が多く、国有林として需要に応じた木材の⑤ 社会経済情勢の
安定供給を図ることにより、地域一体となった木材資源の充実、地元雇用の場の提供、変化
地場産業振興への期待は増している。

森林整備については、事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ、地元雇用の場の提⑥ 今後の課題等
供、森林レクリエーション等の保健休養の場の提供、都市住民の森林整備へのボランテ
イア参加等の事業を的確・着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においても事業内容・事業効果のPRや民有林との連携、コスト縮減

の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 特になし

森林の整備には長期間を要することから 「水土保全林 「森林と人との共生第三者委員会の意見 、 」、
林 「資源循環利用林」の区分ごとに、どのような山作りをするのか、また、機能類」、
型別に森林整備モデルを作ることが必要である。

・必要性： 水土保全林 「森林と人との共生林 「資源循環利用林」の機能増進及「 」 」、
び地球温暖化防止等に寄与する事業であり必要性が認められる評価結果

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されており
有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並び第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、適切な森林整備が図られているもの
と認められる。



整理番号 ６４

完 了 後 の 評 価 個 表

森林環境保全整備事業 昭和４４年～平成９年事業名 事業実施期間（国有林造林）

事業実施地区名 鬼怒川森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局
（きぬがわ） 日光森林管理署

（都道府県名） （栃木県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
日光森林管理署（保育間伐実施年度平成９年)

本事業は、森林の有する国土保全、水源かん養、生物多様性の保全、地球温暖化防止事業の概要・目的
等の公益的機能の高度発揮を図りつつ、需要に応じた木材の安定供給を図ることを目的
として、伐採跡地に植栽、下刈､除間伐等一連の作業を行って健全な森林造成を目的とし
て実施したものである。

事業内容：更新面積 ８ｈa、 保育面積： ８０ｈa
（保育間伐実施区域８ｈa）

本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を行
っていないが、平成１５年度において「森林環境保全整備事業」として評価を行った。① 費用対効果分析
本評価地は 「水土保全林 （山地災害防止機能及び水源かん養機能を増進させる必要の算定基礎となった 、 」

のある森林 、の機能を発揮するとともに、災害に強い国土基盤の形成、地球温暖化防止要因の変化 ）
等の機能を発揮する事業（ 森林環境保全整備事業 ）として費用及び便益を比較すれば「 」
以下のとおりである 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず
費用対効果分析を行っていないが、平成１５年度において「森林環境保全整備事業」と
して評価を行った。

総費用（Ｃ） ５２，１９２ 千円
総便益（Ｂ） １３６，３９４ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．６１

森林環境保全整備事業として森林整備に努めたことにより② 事業効果の発現
○山地災害防止機能、水源かん養機能等の維持増進に寄与。状況
○地場産業の振興、保健休養の場の提供に寄与。

該当なし③ 事業により整備
された施設の管理
状況

当計画区は、日光国立公園等をかかえ景勝地が多く多数の入込み者があることから、④ 事業実施による
森林環境保全整備事業として、更新、保育等の森林整備実施により水土保全林として、環境の変化
国土保全、水源かん養、生物多様性の保全等の公益的機能の発揮とともに、自然景観の
維持向上への期待が高まっている。

当地域は、恵まれた自然環境と首都圏に近いことから、木材生産と自然景観との調和⑤ 社会経済情勢の
図り、森林の有する多面的機能を最大限に発揮する風致施業への期待が高まっている。変化

、 、 、⑥ 今後の課題等 森林整備については 景勝地が多く観光が重要な産業であるこの地域では 国土保全
、 、自然環境の保全等公益的機能との調和を図り 当該地域の市町村との必要な調整を行い

的確・着実に事業を実施する必要がある。
なお、今後の事業においても事業内容・事業効果のPRや民有林との連携、コスト縮減

の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 特になし

森林の整備には長期間を要することから 「水土保全林 「森林と人との共生林 「資第三者委員会の意見 、 」、 」、
源循環利用林」の区分ごとに、どのような山作りをするのか、また、機能類型別に森林
整備モデルを作ることが必要である。

・必要性： 水土保全林」の機能増進及び地球温暖化防止等に寄与する事業であり必要評価結果 「
性が認められる

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されており
有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並び第三者委員会の意見等を踏まえ
て総合的かつ客観的に検討したところ、適切な森林整備が図られているものと認
められる。



整理番号 ６５

完 了 後 の 評 価 個 表

森林環境保全整備事業 昭和４９年～平成９年事業名 事業実施期間（国有林造林）

事業実施地区名 渡瀬川森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局
（わたらせがわ） 日光森林管理署

（都道府県名） （栃木県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
日光森林管理署（保育間伐実施年度平成９年)

本事業は、森林の有する国土保全、水源かん養、生物多様性の保全、地球温暖化防止事業の概要・目的
等の公益的機能の高度発揮を図りつつ、需要に応じた木材の安定供給を図ることを目的
として、伐採跡地に植栽、下刈､除間伐等一連の作業を行って健全な森林造成を目的とし
て実施したものである。

事業内容：更新面積 ４ｈa、 保育面積： ４０ｈa
（保育間伐実施区域４ｈa）

本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を行
っていないが、平成１５年度において「森林環境保全整備事業」として評価を行った。① 費用対効果分析
本評価地は 「資源循環利用林 （地域の自然的条件、経済的条件を勘案して定めたの算定基礎となった 、 」

目的樹種、生産目標に応じた形質の良好な木材を生産することを目的とした森林）の機要因の変化
能を発揮するとともに、災害に強い国土基盤の形成、地球温暖化防止等の機能を発揮す
る事業（ 森林環境保全整備事業 ）として費用及び便益を比較すれば以下のとおりで「 」
ある 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
を行っていないが、平成１５年度において「森林環境保全整備事業」として評価を行っ
た。

総費用（Ｃ） ２５，５５０ 千円
総便益（Ｂ） ５４，５３４ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．１３

森林環境保全整備事業として森林整備に努めたことにより② 事業効果の発現
○山地災害防止機能、水源かん養機能等の維持増進、需要に応じた木材の安定供給状況

を図るための森林資源の造成に寄与。
○地場産業の振興、保健休養の場の提供に寄与。

該当なし③ 事業により整備
された施設の管理
状況

当計画区は、日光国立公園等をかかえ景勝地が多く多数の入込み者があることから、④ 事業実施による
資源循環利用林として、国土保全、水源かん養、生物多様性の保全、需要に応じた木材環境の変化
の安定供給となるための森林造成等の公益的機能の発揮とともに、自然景観の維持向上
への期待が高まっている。

当地域は、恵まれた自然環境と首都圏に近いことから、木材生産と自然景観との調和⑤ 社会経済情勢の
を図り森林の有する多面的機能を最大限に発揮する風致施業への期待が高まっている。変化

森林整備については、景勝地が多く観光が重要な産業であるこの地域では、国土保⑥ 今後の課題等
全、自然環境の保全等公益的機能との調和を図り、当該地域の市町村等との必要な調整
を行い、的確・着実に事業を実施する必要がある。
なお、今後の事業においても事業内容・事業効果のPRや民有林との連携、コスト縮減

の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 特になし

森林の整備には長期間を要することから 「水土保全林 「森林と人との共生第三者委員会の意見 、 」、
林 「資源循環利用林」の区分ごとに、どのような山作りをするのか、また、機能類」、
型別に森林整備モデルを作ることが必要である。

・必要性： 資源の循環利用林」の機能増進及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ評価結果 「
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されており
有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏まえ
て総合的かつ客観的に検討したところ、適切な森林整備が図られているものと認
められる。



整理番号 ６６

完 了 後 の 評 価 個 表

森林環境保全整備事業 昭和４３年～平成９年事業名 事業実施期間（国有林造林）

事業実施地区名 吾妻森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局
（あがつま） 吾妻森林管理署

（都道府県名） （群馬県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
吾妻森林管理署（保育間伐実施年度平成９年)

本事業は、森林の有する国土保全、水源かん養、生物多様性の保全、地球温暖化防止事業の概要・目的
等の公益的機能の高度発揮を図りつつ、需要に応じた木材の安定供給を図ることを目的
として、伐採跡地に植栽、下刈､除間伐等一連の作業を行って健全な森林造成を目的とし
て実施したものである。

事業内容：更新面積 １４ｈa、 保育面積： １４０ｈa
（保育間伐実施区域１４ｈa）

本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を行① 費用対効果分析
っていないが、平成１５年度において「森林環境保全整備事業」として評価を行った。の算定基礎となった
本評価地は 「水土保全林 （山地災害防止機能及び水源かん養機能を増進させる必要要因の変化 、 」

のある森林 、の機能を発揮するとともに、災害に強い国土基盤の形成、地球温暖化防止）
等の機能を発揮する事業（ 森林環境保全整備事業 ）として費用及び便益を比較すれば「 」
以下のとおりである 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず
費用対効果分析を行っていないが、平成１５年度において「森林環境保全整備事業」と
して評価を行った。

総費用（Ｃ） １０５，１２４ 千円
総便益（Ｂ） ２２７，５９４ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ２．１７

森林環境保全整備事業として森林整備に努めたことにより② 事業効果の発現
○山地災害防止機能、水源かん養機能等の維持増進に寄与。状況
○地場産業の振興、保健休養の場の提供に寄与。
○地元雇用の場の提供に寄与

該当なし③ 事業により整備
された施設の管理
状況

当計画区は、山岳、温泉等の観光資源に恵まれたいることから、水土保全林として、④ 事業実施による
国土保全、水源かん養、生物多様性の保全、保健文化機能等の公益的機能の発揮ととも環境の変化
に、自然景観の維持向上への期待が高まっている。

当地域は、恵まれた自然環境と首都圏に近いことから、木材生産と自然景観との調和⑤ 社会経済情勢の
を図り、森林の有する多面的機能を最大限に発揮する施業への期待が高まっている。変化

、 、 、⑥ 今後の課題等 森林整備については 景勝地が多く観光が重要な産業であるこの地域では 国土保全
、 。自然環境の保全等公益的機能との調和を図り 的確・着実に事業を実施する必要がある

なお、今後の事業においても事業内容・事業効果のPRや民有林との連携、コスト縮減
の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 特になし

森林の整備には長期間を要することから 「水土保全林 「森林と人との共生林 「資第三者委員会の意見 、 」、 」、
源循環利用林」の区分ごとに、どのような山作りをするのか、また、機能類型別に森林
整備モデルを作ることが必要である。

・必要性： 水土保全林」の機能増進及び地球温暖化防止等に寄与する事業であり必要評価結果 「
性が認められる

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されており
有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並び第三者委員会の意見等を踏まえ
て総合的かつ客観的に検討したところ、適切な森林整備が図られているものと認
められる。



整理番号 ６７

完 了 後 の 評 価 個 表

森林環境保全整備事業 昭和５４年～平成９年事業名 事業実施期間（国有林造林）

事業実施地区名 下越森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局
（かえつ） 下越森林管理署

（都道府県名） （新潟県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局
下越森林管理署（ ）保育間伐実施年度平成９年

本事業は、森林の有する国土保全、水源かん養、生物多様性の保全、地球温暖化防止事業の概要・目的
等の公益的機能の高度発揮を図りつつ、需要に応じた木材の安定供給を図ることを目的
として、伐採跡地に植栽、下刈､除間伐等一連の作業を行って健全な森林造成を目的とし
て実施したものである。

事業内容：更新面積０．４３ｈa、 保育面積： ４．３ｈa
（保育間伐実施区域０．４３ｈa）

本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を行① 費用対効果分析
っていないが、平成１５年度において「森林環境保全整備事業」として評価を行った。の算定基礎となった
本評価地は 「水土保全林 （山地災害防止機能及び水源かん養機能を増進させる必要要因の変化 、 」

のある森林 、の機能を発揮するとともに、災害に強い国土基盤の形成、地球温暖化防止）
等の機能を発揮する事業（ 森林環境保全整備事業 ）として費用及び便益を比較すれば「 」
以下のとおりである 本事業の採択当時においては、事業評価制度が導入されておらず
費用対効果分析を行っていないが、平成１５年度において「森林環境保全整備事業」と
して評価を行った。

総費用（Ｃ） ３，０２５ 千円
総便益（Ｂ） ５，１１８ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） １．６９

森林環境保全整備事業として森林整備に努めたことにより② 事業効果の発現
○山地災害防止機能、水源かん養機能等の維持増進に寄与。状況
○地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与。

該当なし③ 事業により整備
された施設の管理
状況

森林環境保全整備事業として、更新、保育等の森林整備実施により、水土保全林とし④ 事業実施による
て、森林の水源かん養機能、山地災害防止機能などの諸機能の発揮、生物多様性の保全環境の変化
への期待が高まっている。

当地域は、森林が生物多様性の保全に寄与し、二酸化炭素の吸収・固定源として重要な⑤ 社会経済情勢の
役割を果たしていることについての認識が深まりつつある。変化

森林整備については、事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ生物多様性の保全、森⑥ 今後の課題等
林病害虫の駆除等の公益的機能を発揮するための事業を的確・着実に実施する必要があ
る。
また、今後の事業においても事業内容・事業効果のPRや民有林との連携、コスト縮減

の努力を続ける必要がある。

地元の意見： 特になし

森林の整備には長期間を要することから 「水土保全林 「森林と人との共生林 「資源第三者委員会の意見 、 」、 」、
循環利用林」の区分ごとに、どのような山作りをするのか、また、機能類型別に森林整
備モデルを作ることが必要である。

・必要性： 水土保全林」の機能増進及び地球温暖化防止等に寄与する事業であり必要評価結果 「
性が認められる

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮されており
有効な事業であると認められる。

・効率性：費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並び第三者委員会の意見等を踏まえ
て総合的かつ客観的に検討したところ、適切な森林整備が図られているものと認
められる。



整理番号 ６８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 昭和４４年度～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林造林）

事業実施地区名 八溝多賀森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（やみぞたが） 茨城森林管理署

（都道府県名） （茨城県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
茨城森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能発揮の基盤となる森林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、
植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ６７(ha)
保育面積 ６７４(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時は、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分析を行
の算定基礎となっ っていない。平成１５年度においては、総費用及び総便益を算出し、本事業に係
た要因の変化 るこの分析を行ったところである。その結果をまとめれば以下のとおりである。

総 費 用（Ｃ） 367,569千円
総 便 益（Ｂ） 1,240,946千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.38

② 事業効果の発現 本事業の対象地は、計画的な森林の造成に努めたことにより、平均蓄積１２０
状況 ｍ /haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していな3

い。その他の森林の有する公益的機能の維持増進にも寄与している。
また、本事業においては、延べ約7,498人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見： ・ 特に意見はありません （茨城県）。
・ 適切な管理がなされ、森林の公益的機能が発揮されている。
引き続き周辺森林の保育間伐等について適切な整備の実施を要
望する （金砂郷町・日立市・常陸太田市・美和村）。

第三者委員会の意見 環境への貢献を重視した施業を実施していることを理解してもらえるよう努力
すべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止対策等に寄与する事業
であり必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ６９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 昭和４３年度～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林造林）

事業実施地区名 八溝多賀森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（やみぞたが） 茨城森林管理署 大子事務所

（都道府県名） （茨城県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
茨城森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能発揮の基盤となる森林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、
植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 １６(ha)
保育面積 １５６(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時は、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分析を行
の算定基礎となっ っていない。平成１５年度においては、総費用及び総便益を算出し、本事業に係
た要因の変化 るこの分析を行ったところである。その結果をまとめれば以下のとおりである。

総 費 用（Ｃ） 68,100千円
総 便 益（Ｂ） 342,968千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.04

② 事業効果の発現 本事業の対象地は、計画的な森林の造成に努めたことにより、平均蓄積１６８
状況 ｍ /haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していな3

い。その他の森林の有する公益的機能の維持増進にも寄与している。
また、本事業においては、延べ約2,114人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見：・ 特に意見はありません （茨城県）。
・ 国土の保全が期待できる。森林の有する多面的機能の発揮に配
慮した事業である。木材価格の低迷等が続く中ではあるが、造林
事業（水源かん養目的に広葉樹も含めて）を積極的に推進すると
ともに、適時適切な施業を実施してほしい （大子町）。

第三者委員会の意見 環境への貢献を重視した施業を実施していることを理解してもらえるよう努力
すべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止対策等に寄与する事業
であり必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ７０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 昭和４３年度～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林造林）

事業実施地区名 水戸那珂森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（みとなか） 茨城森林管理署

（都道府県名） （茨城県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
茨城森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能発揮の基盤となる森林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、
植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ４３(ha)
保育面積 ４２７(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時は、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分析を行
の算定基礎となっ っていない。平成１５年度においては、総費用及び総便益を算出し、本事業に係
た要因の変化 るこの分析を行ったところである。その結果をまとめれば以下のとおりである。

総 費 用（Ｃ） 209,833千円
総 便 益（Ｂ） 853,774千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.07

② 事業効果の発現 本事業の対象地は、計画的な森林の造成に努めたことにより、平均蓄積１２４
状況 ｍ /haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していな3

い。その他の森林の有する公益的機能の維持増進にも寄与している。
また、本事業においては、延べ約5,137人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見：・ 特に意見はありません （茨城県）。
・ 適切な管理がなされ、森林の公益的機能が発揮されている。引
き続き周辺森林の保育間伐等について適切な整備の実施を要望す
る。担い手育成のためにも地元人材の活用も積極的に推進してほ
しい。 （笠間市・御前山村）

第三者委員会の意見 環境への貢献を重視した施業を実施していることを理解してもらえるよう努力
すべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止対策等に寄与する事業
であり必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ７１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 昭和５０年度～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林造林）

事業実施地区名 霞ヶ浦森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（かすみがうら） 茨城森林管理署

（都道府県名） （茨城県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
茨城森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能発揮の基盤となる森林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、
植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ２１(ha)
保育面積 ２１３(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時は、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分析を行
の算定基礎となっ っていない。平成１５年度においては、総費用及び総便益を算出し、本事業に係
た要因の変化 るこの分析を行ったところである。その結果をまとめれば以下のとおりである。

総 費 用（Ｃ） 117,394千円
総 便 益（Ｂ） 385,011千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.28

② 事業効果の発現 本事業の対象地は、計画的な森林の造成に努めたことにより、平均蓄積１２２
状況 ｍ /haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していな3

い。その他の森林の有する公益的機能の維持増進にも寄与している。
また、本事業においては、延べ約2,328人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見：・ 特に意見はありません （茨城県）。
・ 間伐等の森林整備は、公益的機能を発揮するうえでも重要であ
るので、今後も積極的に推進していただきたい。
（岩瀬町・八郷町・大和村）

第三者委員会の意見 環境への貢献を重視した施業を実施していることを理解してもらえるよう努力
すべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止対策等に寄与する事業
であり必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ７２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 昭和４４年度～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林造林）

事業実施地区名 埼玉森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（さいたま） 埼玉森林管理事務所

（都道府県名） （埼玉県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
埼玉森林管理事務所

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能発揮の基盤となる森林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、
植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ８(ha)
保育面積 ８３(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時は、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分析を行
の算定基礎となっ っていない。平成１５年度においては、総費用及び総便益を算出し、本事業に係
た要因の変化 るこの分析を行ったところである。その結果をまとめれば以下のとおりである。

総 費 用（Ｃ） 34,098千円
総 便 益（Ｂ） 188,340千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.52

② 事業効果の発現 本事業の対象地は、計画的な森林の造成に努めたことにより、平均蓄積８８
状況 ｍ /haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していな3

い。その他の森林の有する公益的機能の維持増進にも寄与している。
また、本事業においては、延べ約1,054人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見：・ 健全な森づくりがなされ、森林の持つ様々な公益的機能の維
持増進が図られており、事業の有効性が認められる。
（埼玉県）

・ 植栽により、当該箇所の植生が早期に回復し、林地の裸地化防
止に役立っている。公益的機能を重視するのであれば、植栽樹種
はスギ・ヒノキばかりでなく広葉樹も植栽してほしい。今後も間
伐を実施してほしい （秩父市）。

第三者委員会の意見 環境への貢献を重視した施業を実施していることを理解してもらえるよう努力
すべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止対策等に寄与する事業
であり必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ７３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 昭和４３年度～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林造林）

事業実施地区名 千葉南部森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（ちばなんぶ） 千葉森林管理事務所

（都道府県名） （千葉県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
千葉森林管理所

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能発揮の基盤となる森林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、
植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ７１(ha)
保育面積 ７１２(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時は、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分析を行
の算定基礎となっ っていない。平成１５年度においては、総費用及び総便益を算出し、本事業に係
た要因の変化 るこの分析を行ったところである。その結果をまとめれば以下のとおりである。

総 費 用（Ｃ） 285,564千円
総 便 益（Ｂ） 2,085,701千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.30

② 事業効果の発現 本事業の対象地は、計画的な森林の造成に努めたことにより、平均蓄積１３４
、 。状況 ｍ /haの森林が成立しており 対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない3

その他の森林の有する公益的機能の維持増進にも寄与している。
また、本事業においては、延べ約9,685人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見：・ 植栽等により公益的機能の向上が図られている。今後とも保育
等森林整備を充実させ、公益機能が更に発揮できるよう努めてい
ただきたい （千葉県）。

・ 植栽により当該箇所の植生が早期に回復し、林地の裸地化防止
に役立っている。間伐をもっとやってほしい。森林が造成された
ことにより、水源かん養等公益的機能が向上している。また、公
益的機能を重視するのであれば、植裁樹種はスギ・ヒノキばかり
でなく広葉樹も植栽してほしい。
（勝浦市・君津市・富津市）

第三者委員会の意見 環境への貢献を重視した施業を実施していることを理解してもらえるよう努力
すべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止対策等に寄与する事業
であり必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ７４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 昭和４５年度～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林造林）

事業実施地区名 富士川中流森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（ふじがわちゅうりゅう） 山梨森林管理事務所

（都道府県名） （山梨県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
山梨森林管理事務所

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能発揮の基盤となる森林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、
植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ７(ha)
保育面積 ７０(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時は、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分析を行
の算定基礎となっ っていない。平成１５年度においては、総費用及び総便益を算出し、本事業に係
た要因の変化 るこの分析を行ったところである。その結果をまとめれば以下のとおりである。

総 費 用（Ｃ） 36,538千円
総 便 益（Ｂ） 128,839千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.53

② 事業効果の発現 本事業の対象地は、計画的な森林の造成に努めたことにより、平均蓄積９０
状況 ｍ /haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していな3

い。その他の森林の有する公益的機能の維持増進にも寄与している。
また、本事業においては、延べ約836人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見：
・ 植栽及び下刈等の保育により、優良な成林が期待できる。また、適切な除
間伐により、林床に下層植生や低木類の進入が見受けられる。このことか
ら、施行地の水源かん養機能等の公益性は十分に効果を発揮している。今後
も適切な森林整備を要望する一方、高齢級林分においては、抜き伐り等を適
宜実施し、林床の保全及び針広混交林化を促進させ、一層の公益的機能の増
進を図って頂きたい （山梨県）。

・ 森林が造成されたことにより、水源かん養等公益的機能が向上されてい
る。公益的機能を重視するのであれば、植栽樹種は、スギ・ヒノキばかりで
なく広葉樹も植栽してほしい。また、保健休養機能を加味した山づくりもし
てほしい （南部町）。

第三者委員会の意見 環境への貢献を重視した施業を実施していることを理解してもらえるよう努力
すべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止対策等に寄与する事業
であり必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ７５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 昭和４２年度～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林造林）

事業実施地区名 神奈川森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（かながわ） 東京神奈川森林管理署

（都道府県名） （神奈川県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
東京神奈川森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能発揮の基盤となる森林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、
植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ２４(ha)
保育面積 ２３５(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時は、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分析を行
の算定基礎となっ っていない。平成１５年度においては、総費用及び総便益を算出し、本事業に係
た要因の変化 るこの分析を行ったところである。その結果をまとめれば以下のとおりである。

総 費 用（Ｃ） 98,616千円
総 便 益（Ｂ） 557,734千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.66

② 事業効果の発現 本事業の対象地は、計画的な森林の造成に努めたことにより、平均蓄積１１４
、 。状況 ｍ /haの森林が成立しており 対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない3

その他の森林の有する公益的機能の維持増進にも寄与している。
また、本事業においては、延べ約2,951人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見：・ 特に意見はありません（神奈川県）
・ 森林が造成されたことにより、水源かん養等公益的機能が向上
されている。また、公益的機能を重視するのであれば、植栽樹種
は、スギ・ヒノキばかりでなく広葉樹も植栽してほしい。
（山北町）

第三者委員会の意見 環境への貢献を重視した施業を実施していることを理解してもらえるよう努力
すべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止対策等に寄与する事業
であり必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ７６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 昭和３６年度～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林造林）

事業実施地区名 静岡森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（しずおか） 静岡森林管理署

（都道府県名） （静岡県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
静岡森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能発揮の基盤となる森林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、
植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ２８(ha)
保育面積 ２８０(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時は、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分析を行
の算定基礎となっ っていない。平成１５年度においては、総費用及び総便益を算出し、本事業に係
た要因の変化 るこの分析を行ったところである。その結果をまとめれば以下のとおりである。

総 費 用（Ｃ） 100,025千円
総 便 益（Ｂ） 816,839千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 8.17

② 事業効果の発現 本事業の対象地は、計画的な森林の造成に努めたことにより、平均蓄積１５７
状況 ｍ /haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していな3

い。その他の森林の有する公益的機能の維持増進にも寄与している。
また、本事業においては、延べ約4,024人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見：・ 特に意見はありません （静岡県）。
・ 当該箇所の間伐の実施により、林地に下層植生が繁茂し、林地
の裸地化を防止し、土砂等の流失防止の効果が上がっている。ま
た、今後も積極的に間伐等を継続してほしい。なお、当町の９７
％が森林であり、その内の７３％を占める国有林の森林整備等
は、町民の生活を守ることはもちろん、地域活性化等にもつなが
り、貴重な財産である。今後も引き続き適正な森林育成を実施し
てほしい。 （本川根町）

第三者委員会の意見 環境への貢献を重視した施業を実施していることを理解してもらえるよう努力
すべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止対策等に寄与する事業
であり必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。



整理番号 ７７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 昭和３５年度～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林造林）

事業実施地区名 伊豆森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（いず） 伊豆森林管理署

（都道府県名） （静岡県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
伊豆森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能発揮の基盤となる森林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、
植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ３０(ha)
保育面積 ２９９(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時は、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分析を行
の算定基礎となっ っていない。平成１５年度においては、総費用及び総便益を算出し、本事業に係
た要因の変化 るこの分析を行ったところである。その結果をまとめれば以下のとおりである。

総 費 用（Ｃ） 160,548千円
総 便 益（Ｂ） 678,323千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.23

② 事業効果の発現 本事業の対象地は、計画的な森林の造成に努めたことにより、平均蓄積８３
、 。状況 ｍ /haの森林が成立しており 対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない3

その他の森林の有する公益的機能の維持増進にも寄与している。
また、本事業においては、延べ約3,408人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見：・ 特に意見はありません （静岡県）。
・ 事業効果は非常に有効であり、さらに公益的機能の発揮を促す
ためにも、周辺の森林整備を実施してほしい。また、間伐を実施
してほしい。

・ 間伐により森林に明るさが戻り、森が生き返ったように感じ
る。

・ 植栽により当該箇所の植生が早期に回復し、林地の裸地化防止
に役立っている。また、公益的機能を重視するのであれば、植栽
樹種はスギ・ヒノキよりも広葉樹を植栽してほしい。
（天城湯ヶ島町・中伊豆町）

第三者委員会の意見 環境への貢献を重視した施業を実施していることを理解してもらえるよう努力
すべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止対策等に寄与する事業
であり必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ７８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 昭和４４年度～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林造林）

事業実施地区名 天竜森林計画区 事業実施主体 関東森林管理局東京分局
（てんりゅう） 天竜森林管理署

（都道府県名） （静岡県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
天竜森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能発揮の基盤となる森林の育成を図るために必要な造林事業（地拵、
植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施するものである。

事業内容 更新面積 ４８(ha)
保育面積 ４８３(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時は、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分析を行
の算定基礎となっ っていない。平成１５年度においては、総費用及び総便益を算出し、本事業に係
た要因の変化 るこの分析を行ったところである。その結果をまとめれば以下のとおりである。

総 費 用（Ｃ） 192,965千円
総 便 益（Ｂ） 1,254,386千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 6.50

② 事業効果の発現 本事業の対象地は、計画的な森林の造成に努めたことにより、平均蓄積１１４
、 。状況 ｍ /haの森林が成立しており 対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない3

その他の森林の有する公益的機能の維持増進にも寄与している。
また、本事業においては、延べ約6,675人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、機能類型に応じた施業を着実に実施する必要がある。

地元の意見：・特に意見はありません。(静岡県）
・ 森林のが造成されたことにより、水源かん養等公益的機能が向
上されている。植栽により該当箇所の植生が早期に回復し、林地
の裸地化防止に役立っている。今後も間伐を実施してほしい。
（春野町・水窪町）

第三者委員会の意見 環境への貢献を重視した施業を実施していることを理解してもらえるよう努力
すべきである。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止対策等に寄与する事業
であり必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率から十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 ７９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 平成２年度～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林林道）

事業実施地区名 事業実施主体 関東森林管理局東京分局八溝多賀森林計画区
茨城森林管理署（やみぞたが）

（都道府県名） （茨城県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
茨城森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、茨城県北部に位置する楢部国有林１５７ｈａの森林において、自然
環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林
の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 太田（亀作）林道開設 ３．４（ｋｍ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時は、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分析を行
の算定基礎となっ っていない。平成１５年度においては、総費用及び総便益を算出し、本事業に係
た要因の変化 るこの分析を行ったところである。その結果をまとめれば以下のとおりである。

総 費 用（Ｃ） 416,063千円
総 便 益（Ｂ） 745,417千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.79

② 事業効果の発現 本林道は、効率的な開設により、各種事業並びに森林管理に有効に利用されて
状況 いる。また、本林道は、工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した

事業実施状況は、立木販売等が延べ15,600ｍ 、また、更新、保育等の森林整備３

が延べ517ｈａに上っている。

③ 事業により整備 当路線は、年平均572千円の維持管理費用で森林管理署において良好に管理さ
された施設の管理 れている。
状況

④ 事業実施による 本林道は、更新、保育等の森林整備に利用され、重視すべき機能の区分に応じ
環境の変化 た良好な森林が形成されている。なお、林道開設による環境への影響はほとんど

見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。
なお、本路線にかかる森林資源の蓄積は２６千ｍ となっている。３

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。

地元の意見：・ 特に意見はありません （茨城県）。
・ 今後も森林の持つ公益的機能を発揮し、良質材の生産にも重要
であある植栽、間伐、林道・作業道整備などの施業が行われるよ
う望みます （常陸太田市）。

第三者委員会の意見 環境への貢献を重視した施業を実施していることを理解してもらえるよう努力
すべきである。

評価結果 ・必要性： 事業対象となる森林は減少しているが、所期の目的から見て当路線
の必要性は認められる。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効
果分析を行っていないもののコスト縮減にも努めており、費用対効果
の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ８０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 林道 事業計画期間 平成９年度～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林 ）

事業実施地区名 事業実施主体 関東森林管理局東京分局八溝多賀森林計画区
茨城森林管理署（やみぞたが）

（茨城県）（都道府県名）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
茨城森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、茨城県北部に位置する光明沢国有林１５ｈａの森林において、自然
環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林
の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 舟生沢林道第１支線開設 ０．６（ｋｍ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時は、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分析を行
の算定基礎となっ っていない。平成１５年度においては、総費用及び総便益を算出し、本事業に係
た要因の変化 るこの分析を行ったところである。その結果をまとめれば以下のとおりである。

総 費 用（Ｃ） 90,353千円
総 便 益（Ｂ） 162,803千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.80

② 事業効果の発現 本林道は、効率的な開設により、各種事業並びに森林管理に有効に利用されて
状況 いる。また、本林道は、翌年度から供用しており、当路線を利用した事業実施状

況は、立木販売が延べ1,690ｍ 、また、更新、保育等の森林整備が延べ２６ｈａ３

に上っているうえ、さらに、利用区域内では、県行造林地の管理等にも利用され
ている。

③ 事業により整備 当路線は、年平均63千円の維持管理費用で茨城森林管理署において良好に管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 本林道は、更新、保育等の森林整備に利用され、重視すべき機能の区分に応じ
環境の変化 た良好な森林が形成されている。なお、林道開設による環境への影響はほとんど

見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。
なお、本路線にかかる森林資源の蓄積は６千ｍ となっている。３

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。

地元の意見：・ 特に意見はありません （茨城県）。
・ 当路線は現在、閉鎖されており利用することができない。しか
し、それに対する苦情・要望等はなく、仮に閉鎖を解除しても国
有林であることから利用頻度は極めて少ないものと思われる。ま
た、本線の舟生沢線も、一般の通行道としては利用されておら
ず、作業道としてのみ運用されていることから、環境への影響も
ほとんどないと思われます （山方町）。

第三者委員会の意見 環境への貢献を重視した施業を実施していることを理解してもらえるよう努力
すべきである。

評価結果 ・必要性： 事業対象となる森林は減少しているが、所期の目的から見て当路線
の必要性は認められる。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効
果分析を行っていないもののコスト縮減にも努めており、費用対効果
の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ８１

完 了 後 の 評 価 個 表

森林環境保全整備事業（国有林林道） 昭和５３年度～平成９年度事業名 事業計画期間

事業実施地区名 事業実施主体 関東森林管理局東京分局富士川中流森林計画区

山梨森林管理事務所（ふじかわちゅうりゅう）

（都道府県名） （山梨県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
山梨森林管理事務所

事業の概要・目的 本事業は、山梨県南部に位置する上佐野国有林６２ｈａの森林において、自然
環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林
の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 三石林道開設 ０．９（ｋｍ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時は、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分析を行
の算定基礎となっ っていない。平成１５年度においては、総費用及び総便益を算出し、本事業に係
た要因の変化 るこの分析を行ったところである。その結果をまとめれば以下のとおりである。

総 費 用（Ｃ） 331,684千円
総 便 益（Ｂ） 618,537千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.86

② 事業効果の発現 本林道は、効率的な開設により、各種事業並びに森林管理に有効に利用されて
状況 いる。また、本林道は、工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した

事業実施状況は、立木販売が延べ2,010ｍ 、また、更新、保育等の森林整備が延３

べ４２ｈａに上っている。

③ 事業により整備 当路線は、年平均９７千円の維持管理費用で森林管理事務所において良好に管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 本林道は、更新、保育等の森林整備に利用され、重視すべき機能の区分に応じ
環境の変化 た良好な森林が形成されている。なお、林道開設による環境への影響はほとんど

見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。
なお、本路線にかかる森林資源の蓄積は１３千ｍ となっている。３

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。

地元の意見： 当路線は、その施行及び維持管理については適切に実施されてい
る。また、沿線における除間伐の実施実績のもあり、地域の水源か
んよう機能等の公益性の維持に十分に効果を発揮している。今後も
沿線における森林整備を促進させるとともに、適切な維持管理を実
施し、流域の公益的機能の増進に貢献して頂きたい （山梨県）。
当路線は森林整備や林業生産活動に欠かせないものなので今後も

必要な箇所には作設してほしい。また、維持管理に努めてほしい。
なお、林道の作設により観光等に役立っている （南部町）。

第三者委員会の意見 環境への貢献を重視した施業を実施していることを理解してもらえるよう努力
すべきである。

評価結果 ・必要性： 事業対象となる森林は減少しているが、所期の目的から見て当路線
の必要性は認められる。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効
果分析を行っていないもののコスト縮減にも努めており、費用対効果
の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ８２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 平成３年度～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林林道）

事業実施地区名 事業実施主体 関東森林管理局東京分局伊豆森林計画区
伊豆森林管理署（いず）

（都道府県名） （静岡県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
伊豆森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、静岡県伊豆半島に位置する筏場国有林１３３ｈａの森林において、
自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な
森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 天城（戸塚）林道開設 １．４（ｋｍ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時は、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分析を行
の算定基礎となっ っていない。平成１５年度においては、総費用及び総便益を算出し、本事業に係
た要因の変化 るこの分析を行ったところである。その結果をまとめれば以下のとおりである。

総 費 用（Ｃ） 237,270千円
総 便 益（Ｂ） 652,008千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.75

② 事業効果の発現 本林道は、効率的な開設により、各種事業並びに森林管理に有効に利用されて
状況 いる。また、本林道は、工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した

事業実施状況は、立木販売が延べ3,352ｍ 、また、更新、保育等の森林整備が延３

べ４２ｈａに上っている。

③ 事業により整備 当路線は、年平均156千円の維持管理費用で森林管理署において良好に管理さ
された施設の管理 れている。
状況

④ 事業実施による 本林道は、更新、保育等の森林整備に利用され、重視すべき機能の区分に応じ
環境の変化 た良好な森林が形成されている。なお、林道開設による環境への影響はほとんど

見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。
なお、本路線にかかる森林資源の蓄積は２３千ｍ となっている。３

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。

地元の意見：・ 特に意見はありません （静岡県）。
・ 当路線は森林整備や林業活動及び観光等に役立っているので、
今後も維持管理に努めてほしい。入り込み者が増え植物の盗難、
踏み荒らし、ゴミ等による森林への被害対策が課題である。
(中伊豆町)

第三者委員会の意見 環境への貢献を重視した施業を実施していることを理解してもらえるよう努力
すべきである。

評価結果 ・必要性： 事業対象となる森林は減少しているが、所期の目的から見て当路線
の必要性は認められる。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効
果分析を行っていないもののコスト縮減にも努めており、費用対効果
の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ８３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業計画期間 平成８年度～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林林道）

事業実施地区名 事業実施主体 関東森林管理局東京分局天竜森林計画区
う 天竜森林管理署（てんりゅ ）

（都道府県名） （静岡県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 関東森林管理局東京分局
天竜森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、静岡県西部に位置する本坂国有林外７１ｈａの森林において、自然
環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林
の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 日比沢林道開設 １．０（ｋｍ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時は、事業評価制度が導入されておらず、費用対効果分析を行
の算定基礎となっ っていない。平成１５年度においては、総費用及び総便益を算出し、本事業に係
た要因の変化 るこの分析を行ったところである。その結果をまとめれば以下のとおりである。

総 費 用（Ｃ） 190,998千円
総 便 益（Ｂ） 353,938千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.85

② 事業効果の発現 本林道は、効率的な開設により、各種事業並びに森林管理に有効に利用されて
状況 いる。また、本林道は、工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した

事業実施状況は、立木販売が延べ1,320ｍ 、また、更新、保育等の森林整備が延３

べ１８ｈａに上っている。

③ 事業により整備 当路線は、年平均108千円の維持管理費用で森林管理署において良好に管理さ
された施設の管理 れている。
状況

④ 事業実施による 本林道は、更新、保育等の森林整備に利用され、重視すべき機能の区分に応じ
環境の変化 た良好な森林が形成されている。なお、林道開設による環境への影響はほとんど

見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。
なお、本路線にかかる森林資源の蓄積は７千ｍ となっている。３

⑥ 今後の課題等 森林整備及びそれに必要な路網の整備については、事業計画に基づき周辺環境
に配慮しつつ着実に実施する必要がある。

地元の意見：・ 当路線は、浜名湖県立自然公園内の自然環境や風致景観を保全
するために必要不可欠な施設として今後とも適切な管理を望みま
す。そのほかは意見ありません （静岡県）。

・ 当路線は森林整備や林業生産活動に欠かせないものなので今後
も維持管理に努めてほしい。また、林道は、森林整備や林業生産
活動に欠かせないものなので、必要な箇所には今後も作設しても
らいたい （三ヶ日町)。

第三者委員会の意見 環境への貢献を重視した施業を実施していることを理解してもらえるよう努力
すべきである。

評価結果 ・必要性： 事業対象となる森林は減少しているが、所期の目的から見て当路線
の必要性は認められる。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効
果分析を行っていないもののコスト縮減にも努めており、費用対効果
の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られているものと認め
られる。



整理番号 ８４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業(国有林造林) 事業実施期間 昭和４７年～平成９年

事業実施地区名 千曲川下流森林計画区 事業実施主体 中部森林管理局
(ちくまがわかりゅう) 北信森林管理署

（都道府県名） (長野県)

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局
北信森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全等の公益的機能
の発揮を図るため、必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐等）を実
施するものである。

事業内容 保科山国有林 １０７２へ
更新面積 ５．００(ha)
保育面積 ５．００(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用（Ｃ） 24,620 千円
総便益（Ｂ） 86,410 千円
分析結果(Ｂ/Ｃ） 3.51

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、対象地内での林地崩壊等の被害は発
状況 生しておらず、ｈａ当たり約100m3の良好な林分を形成している。

、 。③ 事業により整備 本事業により整備された森林は 北信森林管理署により適切に管理されている
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 森林の公益的機能の発揮及び地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は
変化 増している。

⑥ 今後の課題等 本事業区域は水土保全林の国土保全タイプであり、特に土砂流出等の災害防備
機能の発揮が望まれる箇所であることから、間伐等の適切な施業を実施し、複層
林への誘導を図る。

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。森林整備については、地球温暖化
対策、国土保全上及び資源の有効活用からも重要であり、今後とも周辺環境に配
慮しつつ事業を実施すること。費用対効果については、林小班単位でなく区域で
の評価であればよりわかりやすいのではないか。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目の観点からの評価、第三者委員会の意見等を踏まえて総合
的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能を発揮する森林整
備が図られた。



整理番号 ８５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業(国有林造林) 事業実施期間 昭和４３年～平成９年

事業実施地区名 中部山岳森林計画区 事業実施主体 中部森林管理局
(ちゅうぶさんがく) 中信森林管理署

（都道府県名） (長野県)

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局
中信森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、レクリェーション・休養等の活動の場や、優れた景観の提供及び風
、 （ 、 、 、致の維持等の公益的機能の発揮を図るため 必要な造林事業 地拵 植付 下刈

つる切、除伐等）を実施するものである。

事業内容 白馬山国有林 ６２４そ
更新面積 １．２９ (ha)
保育面積 １．２９ (ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用（Ｃ） 4,543千円
総便益（Ｂ） 23,986千円
分析結果(Ｂ/Ｃ） 5.28

② 事業効果の発現 本事業地は県道白馬岳線沿いに位置しており、計画的な森林の造成に努めたこ
状況 とにより、ｈａ当たり約150m3の林齢３６年生のカラマツ林分として周囲の景観

とも良好に保たれている。

、 。③ 事業により整備 本事業により整備された森林は 中信森林管理署により適切に管理されている
された施設の管理

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 森林の公益的機能の発揮及び地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は
変化 増している。

⑥ 今後の課題等 本事業実行区域は人と森との共生林の森林空間利用タイプであり、国立公園特
別区域２種の地域でもあり特に周辺の風致の維持に係る機能の発揮が望まれる箇
所であることから、美的景観の構成要素としての複層林への誘導を図る。

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。森林整備については、地球温暖化
対策、国土保全上及び資源の有効活用からも重要であり、今後とも周辺環境に配
慮しつつ事業を実施すること。費用対効果については、林小班単位でなく区域で
の評価であればよりわかりやすいのではないか。

評価結果 ・必要性： レクリェーション等の活動の場・優れた景観の提供等に寄与する事
業であり、必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目の観点からの評価、第三者委員会の意見等を踏まえて総合
的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能を発揮する森林整
備が図られた。



整理番号 ８６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業(国有林造林) 事業実施期間 昭和３８年～平成９年

事業実施地区名 千曲川上流森林計画区 事業実施主体 中部森林管理局
(ちくまがわじょうりゅう) 東信森林管理署

（都道府県名） (長野県)

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局
東信森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全等の公益的機能
の発揮を図るため、必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐等）を実
施するものである。

事業内容 天狗山国有林 １５る
更新面積 ２．４２ (ha)
保育面積 ２．４２ (ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用（Ｃ） 6,326 千円
総便益（Ｂ） 59,795 千円
分析結果(Ｂ/Ｃ） 9.45

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、対象地内での林地崩壊等の被害は発
状況 生しておらず、ｈａ当たり約130m3の良好な林分を形成している。

、 。③ 事業により整備 本事業により整備された森林は 東信森林管理署により適切に管理されている
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 国産材利用の要望が高まり、林産物供給に対する期待が増している。同時に、
変化 森林の公益的機能の発揮及び地球温暖化防止対策としての森林整備への期待も増

している。

⑥ 今後の課題等 本事業区域は水土保全林の国土保全タイプであり、特に土砂流出等の災害防備
機能の発揮が望まれる箇所であることから、間伐等の適切な施業を実施し、複層
林への誘導を図る。

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。森林整備については、地球温暖化
対策、国土保全上及び資源の有効活用からも重要であり、今後とも周辺環境に配
慮しつつ事業を実施すること。費用対効果については、林小班単位でなく区域で
の評価であればよりわかりやすいのではないか。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目の観点からの評価、第三者委員会の意見等を踏まえて総合
的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能を発揮する森林整
備が図られた。



整理番号 ８７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業(国有林造林) 事業実施期間 昭和４９年～平成９年

事業実施地区名 伊那谷森林計画区 事業実施主体 中部森林管理局
(いなだに) 南信森林管理署

（都道府県名） (岐阜県)

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局
南信森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全等の公益的機能
の発揮を図るため、必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐等）を実
施するものである。

事業内容 遠山本谷国有林 １２へ
更新面積 ２．３０ (ha)
保育面積 ２．３０ (ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用（Ｃ） 11,747 千円
総便益（Ｂ） 41,794 千円
分析結果(Ｂ/Ｃ） 3.56

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、対象地内での林地崩壊等の被害は発
状況 生しておらず、ｈａ当たり約190m3の良好な林分を形成している。

、 。③ 事業により整備 本事業により整備された森林は 南信森林管理署により適切に管理されている
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 森林の公益的機能の発揮及び地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は
変化 増している。

⑥ 今後の課題等 本事業区域は水土保全林の国土保全タイプであり、特に土砂流出等の災害防備
機能の発揮が望まれる箇所であることから、間伐等の適切な施業を実施し、複層
林への誘導を図る。

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。森林整備については、地球温暖化
対策、国土保全上及び資源の有効活用からも重要であり、今後とも周辺環境に配
慮しつつ事業を実施すること。費用対効果については、林小班単位でなく区域で
の評価であればよりわかりやすいのではないか。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目の観点からの評価、第三者委員会の意見等を踏まえて総合
的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能を発揮する森林整
備が図られた。



整理番号 ８８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業(国有林造林) 事業実施期間 昭和５０年～平成９年

事業実施地区名 木曽谷森林計画区 事業実施主体 中部森林管理局
(きそだに) 木曽森林管理署

（都道府県名） (長野県)

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局
木曽森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する水源かん養等の公益的機能
の発揮を図るため、必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐等）を実
施するものである。

事業内容 小木曽国有林 １１５４は
更新面積 ３．９１(ha)
保育面積 ３．９１(ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用（Ｃ） 26,907 千円
総便益（Ｂ） 61,613 千円
分析結果(Ｂ/Ｃ） 2.29

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、ヒノキを主体としたｈａ当たり約21
状況 0m3の良好な林分を形成している。

、 。③ 事業により整備 本事業により整備された森林は 北信森林管理署により適切に管理されている
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 森林の公益的機能の発揮及び地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は
変化 増している。

⑥ 今後の課題等 本事業区域は味噌川ダムの上流に位置し、特に水源かん養機能の発揮が望まれ
る、水土保全林の水源かん養タイプでありヒノキの長伐期施業群として、間伐の
繰り返しの中で木材生産も併せ適切な施業を実施し、200年生の林分への誘導を
図る。

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。森林整備については、地球温暖化
対策、国土保全上及び資源の有効活用からも重要であり、今後とも周辺環境に配
慮しつつ事業を実施すること。費用対効果については、林小班単位でなく区域で
の評価であればよりわかりやすいのではないか。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目の観点からの評価、第三者委員会の意見等を踏まえて総合
的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能を発揮する森林整
備が図られた。



整理番号 ８９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業(国有林造林) 事業実施期間 昭和４９年～平成９年

事業実施地区名 木曽谷森林計画区 事業実施主体 中部森林管理局
(きそだに) 木曽森林管理署南木曽支署

（都道府県名） (岐阜県)

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局
木曽森林管理署南木曽支署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全等の公益的機能
の発揮を図るため、必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐等）を実
施するものである。

事業内容 南木曽国有林 ４１１へ
更新面積 ２．９３ (ha)
保育面積 ２．９３ (ha)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総費用（Ｃ） 16,250 千円
総便益（Ｂ） 48,047 千円
分析結果(Ｂ/Ｃ） 2.96

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、対象地内での林地崩壊等の被害は発
状況 生しておらず、ｈａ当たり約230m3の良好な林分を形成している。

③ 事業により整備 本事業により整備された森林は、木曽森林管理署南木曽支署により適切に管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 森林の公益的機能の発揮及び地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は
変化 増している。

⑥ 今後の課題等 本事業区域は水土保全林の国土保全タイプであり、特に土砂流出等の災害防備
機能の発揮が望まれる箇所であることから、間伐等の適切な施業を実施し、複層
林への誘導を図る。

第三者委員会の意見 事業の効果が発揮されていると認められる。森林整備については、地球温暖化
対策、国土保全上及び資源の有効活用からも重要であり、今後とも周辺環境に配
慮しつつ事業を実施すること。費用対効果については、林小班単位でなく区域で
の評価であればよりわかりやすいのではないか。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目の観点からの評価、第三者委員会の意見等を踏まえて総合
的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能を発揮する森林整
備が図られた。



整理番号 ９０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業実施期間 平成３年度～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林林道）

事業実施地区名 事業実施主体 中部森林管理局木曽谷森林計画区
木曽森林管理署（きそだに）

（都道府県名） （長野県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局
木曽森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、長野県西部に位置する熊沢国有林９６ｈａの森林を対象とし、自然
環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林
の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施したものである。

事業内容 開設延長 ２．７（ｋｍ ［小幸沢林道］）
ここうさわ

（ 幅員３．６ｍ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） ２０６，５４５ 千円
総 便 益（Ｂ） ９７８，２２３ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ４．７４

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施

状況は、利用区域内の森林の整備及び管理等に利用されたほか、販売事業により
７，４００ｍ3の木材の生産等に利用されている。

③ 事業により整備 当路線は、年平均３８１千円の維持管理費用で木曽森林管理署において良好に
された施設の管理 管理されている。
状況

、 （ ）④ 事業実施による 当路線を利用した保育等の森林整備により 重視すべき機能の区分 水土保全
環境の変化 に応じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による地元生活環境及

び自然環境等、環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は減少を続けているが、当該事業の実施により雇用
変化 の場の創出が図られた。また、下流域住民の森林整備に対する意識の向上等、地

球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後においては、必要に応じて改良事業を実施し、林道の機能を高める必要が
ある。

地元の意見：特になし。

第三者委員会の意見 ・事業実施効果が発揮されていると認められる。
・事業の概要として開設延長のみではなく、林道のイメージが湧くように構造も
入れるべきではないか。

・事業実施による環境の変化には経済環境（経済効果）の向上も入れるべきでは
ないか。

・路網は、森林整備及び管理面からも循環させることが必要である。

評価結果 ・必要性： 当該利用区域内の人工林面積が約３割を占めていることから、これ
らの森林整備等を実施するうえからも必要である。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 費用対効果は４．７４となっており、コスト縮減にも努めているこ
とから効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目の観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏まえ
て総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である公益
的機能の発揮に配慮しつつ、適切な森林の管理経営が図られているものと認めら
れる。



整理番号 ９１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業実施期間 平成元年度～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林林道）

事業実施地区名 事業実施主体 中部森林管理局木曽谷森林計画区
木曽森林管理署南木曽支署（きそだに）

（都道府県名） （長野県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局
木曽森林管理署南木曽支署

事業の概要・目的 本事業は、長野県西部に位置する阿寺国有林２９４ｈａの森林を対象とし、自
然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森
林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施したものである。

事業内容 開設延長 ５．０（ｋｍ ［西山林道］）
にしやま

（ 幅員３．６ｍ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） ４５４，１９７ 千円
総 便 益（Ｂ） １，７７０，８７３ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ３．９０

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施

状況は、利用区域内の森林の森林の整備及び管理等に利用されたほか、販売事業
により１９，５００ｍ3の木材の生産等に利用されている。

③ 事業により整備 当路線は、年平均７０５千円の維持管理費用で木曽森林管理署南木曽支署にお
された施設の管理 いて良好に管理されている。
状況

、 （ ）④ 事業実施による 当路線を利用した保育等の森林整備により 重視すべき機能の区分 水土保全
環境の変化 に応じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による地元生活環境及

び自然環境等、環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は減少を続けているが、当該事業の実施により雇用
変化 の場の創出が図られた。また、下流域住民の森林整備に対する意識の向上等、地

球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後においては、必要に応じて改良事業を実施し、林道の機能を高める必要が
ある。

地元の意見：特になし。

第三者委員会の意見 ・事業実施効果が発揮されていると認められる。
・事業の概要として開設延長のみではなく林道のイメージが湧くように構造も入
れるべきではないか。

・事業実施による環境の変化には経済環境（経済効果）の向上も入れるべきでは
ないか。

・路網は、森林整備及び管理面からも循環させることが必要である。

評価結果 ・必要性： 当該利用区域内の人工林面積が約９割を占めていることから、これ
らの森林整備等を実施するうえからも必要である。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 費用対効果は３．９０となっており、コスト縮減にも努めているこ
とから効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目の観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏まえ
て総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である公益
的機能の発揮に配慮しつつ、適切な森林の管理経営が図られているものと認めら
れる。



整理番号 ９２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 事業実施期間 平成６年度～平成９年度森林環境保全整備事業（国有林林道）

事業実施地区名 事業実施主体 中部森林管理局木曽谷森林計画区
木曽森林管理署王滝事務所（きそだに）

（都道府県名） （長野県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局
木曽森林管理署王滝事務所

事業の概要・目的 本事業は、長野県西部に位置する三浦国有林２６２ｈａの森林を対象とし、自
然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森
林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施したものである。

事業内容 開設延長 １．９（ｋｍ ［中浦林道］）
なかうら

（ 幅員３．６ｍ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） ６４，５１２ 千円
総 便 益（Ｂ） ７５５，１３１ 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） １１．７１

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。工事完成区間から順次供用しており、当路線を利用した事業実施

状況は、利用区域内の森林の森林の整備及び管理等に利用されたほか、販売事業
により４，５００ｍ3の木材の生産等に利用されている。

③ 事業により整備 当路線は、年平均２６８千円の維持管理費用で木曽森林管理署王滝事務所にお
された施設の管理 いて良好に管理されている。
状況

、 （ ）④ 事業実施による 当路線を利用した保育等の森林整備により 重視すべき機能の区分 水土保全
環境の変化 に応じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設による地元生活環境及

び自然環境等、環境への影響はほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は減少を続けているが、当該事業の実施により雇用
変化 の場の創出が図られた。また、下流域住民の森林整備に対する意識の向上等、地

球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後においては、必要に応じて改良事業を実施し、林道の機能を高める必要が
ある。

地元の意見：特になし。

第三者委員会の意見 ・事業実施効果が発揮されていると認められる。
・事業の概要として開設延長のみではなく林道のイメージが湧くように構造も入
れるべきではないか。

・事業実施による環境の変化には経済環境（経済効果）の向上も入れるべきでは
ないか。

・路網は、森林整備及び管理面からも循環させることが必要である。

評価結果 ・必要性： 当該利用区域内の人工林面積が約３割を占めていることから、これ
らの森林整備等を実施するうえからも必要である。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、有効な事業
であると認められる。

・効率性： 費用対効果は１１．７１となっており、コスト縮減にも努めている
ことから効率性は認められる。

上記①から⑥の各項目の観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏まえ
て総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である公益
的機能の発揮に配慮しつつ、適切な森林の管理経営が図られているものと認めら
れる。



整理番号 ９３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業(国有林造林) 事業実施期間 昭和４１年～平成９年

事業実施地区名 宮･庄川森林計画区 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局
(みや･しょうかわ) 飛騨森林管理署

（都道府県名） (岐阜県)

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局名古屋分局
飛騨森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や、安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図る
ために必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施
するものである。

主な事業内容 更新面積 １２(ｈａ)
保育面積 １２５(ｈａ)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） ３８,６３６千円
総 便 益（Ｂ） ２１０,３１６千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ５.４４

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積９８m /ha3

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他、森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等地球温暖化防止対策としての森林整備への

期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。

第三者委員会の意見 事業を実施したことによる効果について、積極的なＰＲ活動により広く一般市
民に理解してもらう必要がある。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための基盤となる
森林整備が図られた。



整理番号 ９４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業(国有林造林) 事業実施期間 昭和４３年～平成９年

事業実施地区名 宮･庄川森林計画区 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局
(みや･しょうかわ) 岐阜森林管理署荘川事務所

（都道府県名） (岐阜県)

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局名古屋分局
岐阜森林管理署荘川事務所

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や、安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図る
ために必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施
するものである。

主な事業内容 更新面積 ４(ｈａ)
保育面積 ３９(ｈａ)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） １５,１５２千円
総 便 益（Ｂ） ６７,９８７千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ４.４９

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積８３m /ha3

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他、森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等地球温暖化防止対策としての森林整備への

期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。

第三者委員会の意見 事業を実施したことによる効果について、積極的なＰＲ活動により広く一般市
民に理解してもらう必要がある。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための基盤となる
森林整備が図られた。



整理番号 ９５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業(国有林造林) 事業実施期間 昭和３８年～平成９年

事業実施地区名 飛騨川森林計画区 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局
(ひだがわ) 飛騨森林管理署

（都道府県名） (岐阜県)

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局名古屋分局
飛騨森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や、安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図る
ために必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施
するものである。

主な事業内容 更新面積 １(ｈａ)
保育面積 １６(ｈａ)

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） ３,７８６千円
総 便 益（Ｂ） ３７,７６３千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） ９.９７

3② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積１１４m
状況 ／haの森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。

その他、森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等地球温暖化防止対策としての森林整備への

期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。

第三者委員会の意見 事業を実施したことによる効果について、積極的なＰＲ活動により広く一般市
民に理解してもらう必要がある。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のための基盤となる
森林整備が図られた。



整理番号 ９６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 昭和５３年度～平成９年度

事業実施地区名 宮・庄川森林計画区 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局
（みや・しょうかわ） 岐阜森林管理署荘川事務所

（都道府県名） （岐阜県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局名古屋分局
岐阜森林管理署荘川事務所

事業の概要・目的 本事業は、岐阜県北西部に位置する尾上郷国有林内８４３ｈａの森林資源を開
発し、自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ
適切な森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ７．７（ｋｍ ［ 日照岳林道 ］）
にっしょうだけ

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 1,064,740千円
総 便 益（Ｂ） 1,133,231千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.06

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
３状況 用されている。当路線を利用した主な事業実施状況は、立木販売が約33,000ｍ

あった外、治山ダム２基が実行されており、更新・保育等の森林整備にも利用さ
れている。

③ 事業により整備 当路線は、定期的な安全点検及び維持修繕作業により岐阜森林管理署荘川事務
された施設の管理 所において適切に管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設後は林地保全のために、法

面保護工や土留め工等の改良工事を必要に応じて施工しており、環境への影響は
ほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、下流住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 今後は、日常の維持管理に努めるとともに、必要に応じて改良事業を実施し、
林道の機能を高める必要がある。

地元の意見：当該路線周辺の民有林の施業にも利用されており有効である。

第三者委員会の意見 林道事業を含む国有林の事業内容とその効果について、一般市民に広く理解し
てもらうためにも、常日頃からの積極的なＰＲ活動が必要である。

評価結果 ・必要性： 森林資源の活用、森林整備及び森林管理等効率的な林業経営の基盤
施設として必要な路線である。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、水源かん養
機能等の公益的機能の向上にも有効な事業である。

・効率性： ①の費用対効果の比率からみても十分な効率性がある。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られている。



整理番号 ９７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 平成７年度～平成９年度

事業実施地区名 木曽川森林計画区 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局
（きそがわ） 東濃森林管理署

（都道府県名） （岐阜県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局名古屋分局
東濃森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、岐阜県南東部に位置する岩村国有林内４２ｈａの森林資源を開発
し、自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適
切な森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 ２．３（ｋｍ） ［ 城山林道 ］
しろやま

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 120,302千円
総 便 益（Ｂ） 251,790千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.09

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。当路線を利用した主な事業実施状況は、立木販売の外、治山ダム

が１３基と山腹工が１３箇所実行されており、更新・保育等の森林整備（整備面
積 約４２ｈａ）にも利用されている。

③ 事業により整備 当路線は、定期的な安全点検及び維持修繕作業により東濃森林管理署において
された施設の管理 適切に管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設後は林地保全のために、法

面保護工や土留め工等の改良工事を必要に応じて施工しており、環境への影響は
ほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、下流住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備を実行するために必要な路網の整備については、事業計画に基づき周
辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。

地元の意見： 当該林道の開設により治山工事の実施が容易になり、森林の保全
と自然災害の防止に有効である。

第三者委員会の意見 林道事業を含む国有林の事業内容とその効果について、一般市民に広く理解し
てもらうためにも、常日頃からの積極的なＰＲ活動が必要である。

評価結果 ・必要性： 森林資源の活用、森林整備及び森林管理等効率的な林業経営の基盤
施設として必要な路線である。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、水源かん養
機能等の公益的機能の向上にも有効な事業である。

・効率性： ①の費用対効果の比率からみても十分な効率性がある。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られている。



整理番号 ９８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 昭和６２年度～平成９年度

事業実施地区名 東三河森林計画区 事業実施主体 中部森林管理局名古屋分局
（ひがしみかわ） 愛知森林管理事務所

（都道府県名） （愛知県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 中部森林管理局名古屋分局
愛知森林管理事務所

事業の概要・目的 本事業は、愛知県東部に位置する桧原国有林内１０７ｈａの森林資源を開発
し、自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ
適切な森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 １．６（ｋｍ ［ 桧原山林道 ］）
ひばらやま

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 156,608千円
総 便 益（Ｂ） 329,620千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.10

② 事業効果の発現 効率的な林道の開設に努めたことにより、各種事業並びに森林管理に有効に利
状況 用されている。当路線を利用した主な事業実施状況は、立木販売の外、治山ダム

が５基と山腹工が３箇所実行され、更新・保育等の森林整備（整備面積 約 ７８
ｈａ）にも利用されている。

③ 事業により整備 当路線は、定期的な安全点検及び維持修繕作業により愛知森林管理事務所にお
された施設の管理 いて適切に管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応
環境の変化 じた良好な森林が形成されつつある。また、林道開設後は林地保全のために、法

面保護工や土留め工等の改良工事を必要に応じて施工しており、環境への影響は
ほとんど見受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、下流住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 森林整備を実行するために必要な路網の整備については、事業計画に基づき周
辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。

地元の意見： 市街地から離れた事業目的の林道であり、一般の利用がないこと
から特段の意見はない。

第三者委員会の意見 林道事業を含む国有林の事業内容とその効果について、一般市民に広く理解し
てもらうためにも、常日頃からの積極的なＰＲ活動が必要である。

評価結果 ・必要性： 森林資源の活用、森林整備及び森林管理等効率的な林業経営の基盤
施設として必要な路線である。

・有効性： 当路線を利用して各種事業が効率的に実施されており、水源かん養
機能等の公益的機能の向上にも有効な事業である。

・効率性： ①の費用対効果の比率からみても十分な効率性がある。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価、並びに第三者委員会の意見を踏
まえて総合的かつ客観的に検討したところ、当路線を利用して所期の目的である
公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な森林の管理経営が図られている。



整理番号 ９９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４７年度～平成９年度

事業実施地区名 伊賀森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（いが） 三重森林管理署

（都道府県名） （三重県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
三重森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ４．１３（ｈａ）
保育面積 ３３．０４（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 19,793千円
総 便 益（Ｂ） 87,304千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.41

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地の蓄積は97m /haの３

状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約５００人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：森林の持つ公益的機能が発揮されるような事業をお願いする。
周辺の環境や国有林内での景観や動植物の生態等に充分配慮される
ようお願いする。 （上野市）

第三者委員会の意見 森林整備事業は、地球温暖化防止対策として重要であり、今後も周辺環境に配
慮した事業の実施を望む。また、事業コストの縮減からも民有林施策等と連携し
た事業の効率化を推進するよう期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目からの評価及び第三者委員会の意見等を踏まえて総合的か
つ客観的に検討したところ、森林の有する公益的機能の発揮や安定的な林産物供
給のため必要な事業が実施されたものと判断する。



整理番号 １００

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４８年度～平成９年度

事業実施地区名 北伊勢森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（きたいせ） 三重森林管理署

（都道府県名） （三重県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
三重森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ３．００（ｈａ）
保育面積 ２４．００（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 15,000千円
総 便 益（Ｂ） 60,950千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.06

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積176m /haの３

状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約４００人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：公益的機能発揮のため、間伐の推進を要望する （北勢町）。

第三者委員会の意見 森林整備事業は、地球温暖化防止対策として重要であり、今後も周辺環境に配
慮した事業の実施を望む。また、事業コストの縮減からも民有林施策等と連携し
た事業の効率化を推進するよう期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目からの評価及び第三者委員会の意見等を踏まえて総合的か
つ客観的に検討したところ、森林の有する公益的機能の発揮や安定的な林産物供
給のため必要な事業が実施されたものと判断する。



整理番号 １０１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４１年度～平成９年度

事業実施地区名 南伊勢森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（みなみいせ） 三重森林管理署

（都道府県名） （三重県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
三重森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ４．００（ｈａ）
保育面積 ３２．００（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 13,269千円
総 便 益（Ｂ） 109,609千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 8.26

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積248m /haの３

状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約６００人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：京都議定書に基づく地球温暖化対策推進大綱では、森林で3.9%の
CO2吸収量を達成しなければならないという目標が打ち出されて

おり、今後より一層の森林整備を進め、より良好な森林環境を得る
必要がある。今後も間伐事業の継続推進を要望する （松坂市）。

第三者委員会の意見 森林整備事業は、地球温暖化防止対策として重要であり、今後も周辺環境に配
慮した事業の実施を望む。また、事業コストの縮減からも民有林施策等と連携し
た事業の効率化を推進するよう期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目からの評価及び第三者委員会の意見等を踏まえて総合的か
つ客観的に検討したところ、森林の有する公益的機能の発揮や安定的な林産物供
給のため必要な事業が実施されたものと判断する。



整理番号 １０２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４４年度～平成９年度

事業実施地区名 尾鷲熊野森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（おわせくまの） 三重森林管理署

（都道府県名） （三重県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
三重森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 １９．３６（ｈａ）
保育面積 １５４．８８（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 116,886千円
総 便 益（Ｂ） 427,498千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.66

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積172m /haの３

状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約１，８００人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：京都議定書に基づく地球温暖化対策推進大綱では、森林で3.9%の
ｃｏ2吸収量を達成しなければならないという目標が打ち出されて
おり今後一層の森林整備を推進する必要がある。
公益的機能確保のため保育間伐は重要な役割を果たしており継続的
な事業をお願いする。 （熊野市）

第三者委員会の意見 森林整備事業は、地球温暖化防止対策として重要であり、今後も周辺環境に配
慮した事業の実施を望む。また、事業コストの縮減からも民有林施策等と連携し
た事業の効率化を推進するよう期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目からの評価及び第三者委員会の意見等を踏まえて総合的か
つ客観的に検討したところ、森林の有する公益的機能の発揮や安定的な林産物供
給のため必要な事業が実施されたものと判断する。



整理番号 １０３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和３７年度～平成９年度

事業実施地区名 大阪森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（おおさか） 兵庫森林管理署

（都道府県名） （大阪府） 神戸事務所

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
兵庫森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ４．５１（ｈａ）
保育面積 ３６．０８（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 14,270千円
総 便 益（Ｂ） 104,627千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.33

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積181m /haの３

状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約７００人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：地元の雇用の場の創出に効果があった。
今後も自然環境の維持、保全及び森林の有する公益的機能の発揮に
重点を置いた管理経営を要望する。 （箕面市）

第三者委員会の意見 森林整備事業は、地球温暖化防止対策として重要であり、今後も周辺環境に配
慮した事業の実施を望む。また、事業コストの縮減からも民有林施策等と連携し
た事業の効率化を推進するよう期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目からの評価及び第三者委員会の意見等を踏まえて総合的か
つ客観的に検討したところ、森林の有する公益的機能の発揮や安定的な林産物供
給のため必要な事業が実施されたものと判断する。



整理番号 １０４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４５年度～平成９年度

事業実施地区名 揖保川森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（いぼがわ） 兵庫森林管理署

（都道府県名） （兵庫県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
兵庫森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 １０．００（ｈａ）
保育面積 ８０．００（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 42,094千円
総 便 益（Ｂ） 189,164千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.49

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積304m /haの３

状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約１，２００人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：今後も、自然環境の維持・保全及び水源かん養等の森林の持つ公益
的機能の発揮に重点を置いた管理経営を図るとともに、安定的な林
産物の供給の基礎となる森林造成を要望する （山崎町）。

第三者委員会の意見 森林整備事業は、地球温暖化防止対策として重要であり、今後も周辺環境に配
慮した事業の実施を望む。また、事業コストの縮減からも民有林施策等と連携し
た事業の効率化を推進するよう期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目からの評価及び第三者委員会の意見等を踏まえて総合的か
つ客観的に検討したところ、森林の有する公益的機能の発揮や安定的な林産物供
給のため必要な事業が実施されたものと判断する。



整理番号 １０５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４８年度～平成９年度

事業実施地区名 北山十津川森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（きたやまとつかわ） 奈良森林管理事務所

（都道府県名） （奈良県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
奈良森林管理事務所

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 １２．２６（ｈａ）
保育面積 ９８．０８（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 61,449千円
総 便 益（Ｂ） 342,395千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.57

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積282m /haの３

状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約１，４００人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：森林の持つ公益的機能を高度に発揮するため、一層の森林整備を推
進する必要がある。特に景観、生態系に配慮した施業の実施を要望
する。 （十津川村）

第三者委員会の意見 森林整備事業は、地球温暖化防止対策として重要であり、今後も周辺環境に配
慮した事業の実施を望む。また、事業コストの縮減からも民有林施策等と連携し
た事業の効率化を推進するよう期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目からの評価及び第三者委員会の意見等を踏まえて総合的か
つ客観的に検討したところ、森林の有する公益的機能の発揮や安定的な林産物供
給のため必要な事業が実施されたものと判断する。



整理番号 １０６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５５年度～平成９年度

事業実施地区名 紀南森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（きなん） 和歌山森林管理署

（都道府県名） （和歌山県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
和歌山森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ３．１０（ｈａ）
保育面積 ２４．８０（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 19,306千円
総 便 益（Ｂ） 57,905千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.00

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積70m /haの３

状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約３００人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：地元の雇用の場の創出に効果があった。
森林の有する公益的機能の維持増進も図られ、今後も引き続いて公
益的機能の発揮に重点を置いた管理経営を要望する （本宮町）。

第三者委員会の意見 森林整備事業は、地球温暖化防止対策として重要であり、今後も周辺環境に配
慮した事業の実施を望む。また、事業コストの縮減からも民有林施策等と連携し
た事業の効率化を推進するよう期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目からの評価及び第三者委員会の意見等を踏まえて総合的か
つ客観的に検討したところ、森林の有する公益的機能の発揮や安定的な林産物供
給のため必要な事業が実施されたものと判断する。



整理番号 １０７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４８年度～平成９年度

業実施地区名 紀北森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（きほく） 和歌山森林管理署

（都道府県名） （和歌山県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
和歌山森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 １４．５９（ｈａ）
保育面積 １１６．７２（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 90,737千円
総 便 益（Ｂ） 241,319千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.66

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積184m /haの３

状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約１，７００人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：地元の雇用の場の創出に効果があった。
森林の有する公益的機能の維持増進も図られ、今後も引き続いて公
益的機能の発揮に重点を置いた管理経営を要望する （高野町）。

第三者委員会の意見 森林整備事業は、地球温暖化防止対策として重要であり、今後も周辺環境に配
慮した事業の実施を望む。また、事業コストの縮減からも民有林施策等と連携し
た事業の効率化を推進するよう期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目からの評価及び第三者委員会の意見等を踏まえて総合的か
つ客観的に検討したところ、森林の有する公益的機能の発揮や安定的な林産物供
給のため必要な事業が実施されたものと判断する。



整理番号 １０８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和３７年度～平成９年度

事業実施地区名 紀中森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（きちゅう） 和歌山森林管理署

（都道府県名） （和歌山県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
和歌山森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ７．５４（ｈａ）
保育面積 ６０．３２（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 20,579千円
総 便 益（Ｂ） 214,667千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 10.43

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積243m /haの３

状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約１，２００人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：地元の雇用の場の創出に効果があった。
森林の有する公益的機能の維持増進も図られ、今後も引き続いて公
益的機能の発揮に重点を置いた管理経営を要望する （龍神村）。

第三者委員会の意見 森林整備事業は、地球温暖化防止対策として重要であり、今後も周辺環境に配
慮した事業の実施を望む。また、事業コストの縮減からも民有林施策等と連携し
た事業の効率化を推進するよう期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目からの評価及び第三者委員会の意見等を踏まえて総合的か
つ客観的に検討したところ、森林の有する公益的機能の発揮や安定的な林産物供
給のため必要な事業が実施されたものと判断する。



整理番号 １０９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４９年度～平成９年度

事業実施地区名 日野川森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（ひのがわ） 鳥取森林管理署

（都道府県名） （鳥取県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
鳥取森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ６．１２（ｈａ）
保育面積 ４８．９６（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 33,022千円
総 便 益（Ｂ） 102,256千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.10

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積85m /haの３

状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約７００人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：森林の有する公益的機能の維持増進も図られ、今後も引き続いて公
益的機能の発揮に重点を置いた管理経営を要望する （岸本町）。

第三者委員会の意見 森林整備事業は、地球温暖化防止対策として重要であり、今後も周辺環境に配
慮した事業の実施を望む。また、事業コストの縮減からも民有林施策等と連携し
た事業の効率化を推進するよう期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目からの評価及び第三者委員会の意見等を踏まえて総合的か
つ客観的に検討したところ、森林の有する公益的機能の発揮や安定的な林産物供
給のため必要な事業が実施されたものと判断する。



整理番号 １１０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４８年度～平成９年度

事業実施地区名 天神川森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（てんじんがわ） 鳥取森林管理署

（都道府県名） （鳥取県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
鳥取森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ７．１０（ｈａ）
保育面積 ５６．８０（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 41,445千円
総 便 益（Ｂ） 111,507千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.69

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積107m /haの３

状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約８００人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：森林の有する公益的機能の維持増進も図られ、今後も引き続いて公
益的機能の発揮に重点を置いた管理経営を要望する （関金町）。

第三者委員会の意見 森林整備事業は、地球温暖化防止対策として重要であり、今後も周辺環境に配
慮した事業の実施を望む。また、事業コストの縮減からも民有林施策等と連携し
た事業の効率化を推進するよう期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目からの評価及び第三者委員会の意見等を踏まえて総合的か
つ客観的に検討したところ、森林の有する公益的機能の発揮や安定的な林産物供
給のため必要な事業が実施されたものと判断する。



整理番号 １１１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５２年度～平成９年度

事業実施地区名 千代川森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（せんだいがわ） 鳥取森林管理署

（都道府県名） （鳥取県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
鳥取森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ６．５１（ｈａ）
保育面積 ５２．０８（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 44,962千円
総 便 益（Ｂ） 91,852千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.04

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積105m /haの３

状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約７００人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：森林の有する公益的機能の維持増進も図られ、今後も引き続いて公
益的機能の発揮に重点を置いた管理経営を要望する （佐治村）。

第三者委員会の意見 森林整備事業は、地球温暖化防止対策として重要であり、今後も周辺環境に配
慮した事業の実施を望む。また、事業コストの縮減からも民有林施策等と連携し
た事業の効率化を推進するよう期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目からの評価及び第三者委員会の意見等を踏まえて総合的か
つ客観的に検討したところ、森林の有する公益的機能の発揮や安定的な林産物供
給のため必要な事業が実施されたものと判断する。



整理番号 １１２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４９年度～平成９年度

事業実施地区名 斐伊川森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（ひいかわ） 島根森林管理署

（都道府県名） （島根県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
島根森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ２．００（ｈａ）
保育面積 １６．００（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 10,860千円
総 便 益（Ｂ） 32,811千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.02

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積174m /haの３

状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約２００人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：森林の有する公益的機能の維持増進も図られ、今後も引き続いて公
益的機能の発揮に重点を置いた管理経営を要望する。
自然環境に配慮した計画を望む （横田町）。

第三者委員会の意見 森林整備事業は、地球温暖化防止対策として重要であり、今後も周辺環境に配
慮した事業の実施を望む。また、事業コストの縮減からも民有林施策等と連携し
た事業の効率化を推進するよう期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目からの評価及び第三者委員会の意見等を踏まえて総合的か
つ客観的に検討したところ、森林の有する公益的機能の発揮や安定的な林産物供
給のため必要な事業が実施されたものと判断する。



整理番号 １１３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４０年度～平成９年度

事業実施地区名 高津川森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（たかつがわ） 島根森林管理署日原事務所

（都道府県名） （島根県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
島根森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ５．００（ｈａ）
保育面積 ４０．００（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 22,473千円
総 便 益（Ｂ） 101,931千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.54

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積145m /haの３

状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約７００人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：地元の雇用の場の創出に効果があった。
森林の有する公益的機能の維持増進も図られ、今後も引き続いて公
益的機能の発揮に重点を置いた管理経営を要望する （柿木村）。

第三者委員会の意見 森林整備事業は、地球温暖化防止対策として重要であり、今後も周辺環境に配
慮した事業の実施を望む。また、事業コストの縮減からも民有林施策等と連携し
た事業の効率化を推進するよう期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目からの評価及び第三者委員会の意見等を踏まえて総合的か
つ客観的に検討したところ、森林の有する公益的機能の発揮や安定的な林産物供
給のため必要な事業が実施されたものと判断する。



整理番号 １１４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和３５年度～平成９年度

事業実施地区名 高梁川下流森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（たかはしがわかりゅう） 岡山森林管理署

（都道府県名） （岡山県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
岡山森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ２０．９８（ｈａ）
保育面積 １６７．８４（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 91,298千円
総 便 益（Ｂ） 367,536千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.03

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積174m /haの３

状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約２，５００人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：今後も国土の保全、水源かん養等の公益的機能の発揮に重点を置い
た森林資源の造成を図ることを要望する （高梁市）。

第三者委員会の意見 森林整備事業は、地球温暖化防止対策として重要であり、今後も周辺環境に配
慮した事業の実施を望む。また、事業コストの縮減からも民有林施策等と連携し
た事業の効率化を推進するよう期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目からの評価及び第三者委員会の意見等を踏まえて総合的か
つ客観的に検討したところ、森林の有する公益的機能の発揮や安定的な林産物供
給のため必要な事業が実施されたものと判断する。



整理番号 １１５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４７年度～平成９年度

事業実施地区名 旭川森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（あさひがわ） 岡山森林管理署

（都道府県名） （岡山県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
岡山森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 １３．００（ｈａ）
保育面積 １０４．００（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 63,704千円
総 便 益（Ｂ） 206,409千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.24

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積136m /haの３

状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約１，５００人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：今後も国土の保全、水源かん養等の公益的機能の発揮に重点を置い
た森林資源の造成を図ることを要望する （湯原町）。

第三者委員会の意見 森林整備事業は、地球温暖化防止対策として重要であり、今後も周辺環境に配
慮した事業の実施を望む。また、事業コストの縮減からも民有林施策等と連携し
た事業の効率化を推進するよう期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目からの評価及び第三者委員会の意見等を踏まえて総合的か
つ客観的に検討したところ、森林の有する公益的機能の発揮や安定的な林産物供
給のため必要な事業が実施されたものと判断する。



整理番号 １１６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４２年度～平成９年度

事業実施地区名 吉井川森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（よしいがわ） 岡山森林管理署

（都道府県名） （岡山県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
岡山森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 １７．５７（ｈａ）
保育面積 １４０．５６（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 82,607千円
総 便 益（Ｂ） 289,322千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.50

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積162m /haの３

状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約２，２００人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：今後も国土の保全、水源かん養等の公益的機能の発揮に重点を置い
た森林資源の造成を図ることを要望する （柵原町）。

第三者委員会の意見 森林整備事業は、地球温暖化防止対策として重要であり、今後も周辺環境に配
慮した事業の実施を望む。また、事業コストの縮減からも民有林施策等と連携し
た事業の効率化を推進するよう期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目からの評価及び第三者委員会の意見等を踏まえて総合的か
つ客観的に検討したところ、森林の有する公益的機能の発揮や安定的な林産物供
給のため必要な事業が実施されたものと判断する。



整理番号 １１７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４３年度～平成９年度

事業実施地区名 江の川上流森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（ごうのかわじょうりゅう） 広島北部森林管理署

（都道府県名） （広島県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
広島北部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ６７．１７（ｈａ）
保育面積 ５３７．３６（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 306,197千円
総 便 益（Ｂ） 1,234,717千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.03

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積97m /haの３

状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約８，３００人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：公益的機能の高度発揮を目的とした施業を推進することを要望する
（ ）西城町

第三者委員会の意見 森林整備事業は、地球温暖化防止対策として重要であり、今後も周辺環境に配
慮した事業の実施を望む。また、事業コストの縮減からも民有林施策等と連携し
た事業の効率化を推進するよう期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目からの評価及び第三者委員会の意見等を踏まえて総合的か
つ客観的に検討したところ、森林の有する公益的機能の発揮や安定的な林産物供
給のため必要な事業が実施されたものと判断する。



整理番号 １１８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４２年度～平成９年度

事業実施地区名 山口森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（やまぐち） 山口森林管理事務所

（都道府県名） （山口県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
山口森林管理事務所

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ６．２５（ｈａ）
保育面積 ５０．００（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 22,482千円
総 便 益（Ｂ） 130,671千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.81

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積215m /haの３

状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約９００人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：今後もより一層の自然環境の維持、保全及び森林の有する公益的機
能の発揮に重点を置いた管理経営を強く要望する （徳地町）。

第三者委員会の意見 森林整備事業は、地球温暖化防止対策として重要であり、今後も周辺環境に配
慮した事業の実施を望む。また、事業コストの縮減からも民有林施策等と連携し
た事業の効率化を推進するよう期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目からの評価及び第三者委員会の意見等を踏まえて総合的か
つ客観的に検討したところ、森林の有する公益的機能の発揮や安定的な林産物供
給のため必要な事業が実施されたものと判断する。



整理番号 １１９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４５年度～平成９年度

事業実施地区名 萩森林計画区 事業実施主体 近畿中国森林管理局
（はぎ） 山口森林管理事務所

（都道府県名） （山口県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 近畿中国森林管理局
山口森林管理事務所

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 ７．３６（ｈａ）
保育面積 ５８．８８（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 30,938千円
総 便 益（Ｂ） 142,971千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.62

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積153m /haの３

状況 森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。
その他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約９００人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：今後、長伐期施業の推進と併せ自然環境の維持、保全及び森林の有
する公益的機能の発揮に重点を置いた管理経営を要望する。

（阿東町）

第三者委員会の意見 森林整備事業は、地球温暖化防止対策として重要であり、今後も周辺環境に配
慮した事業の実施を望む。また、事業コストの縮減からも民有林施策等と連携し
た事業の効率化を推進するよう期待する。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目からの評価及び第三者委員会の意見等を踏まえて総合的か
つ客観的に検討したところ、森林の有する公益的機能の発揮や安定的な林産物供
給のため必要な事業が実施されたものと判断する。



整理番号 １２０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５４年度～平成９年度

事業実施地区名 南予森林計画区 事業実施主体 四国森林管理局
愛媛森林管理署 宇和島森林管理センター（なんよ）

（都道府県名） （愛媛県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 四国森林管理局
愛媛森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 0.33（ｈａ）
保育面積 0.33（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１5年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 1,563千円
総 便 益（Ｂ） 4,365千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.79

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積116ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約20人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：地元の雇用の場創出に効果があった （宇和島市）。

第三者委員会の意見 森林整備については、森林の持つ公益的機能の発揮が重要であり、今後とも周
辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １２１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４１年度～平成９年度

事業実施地区名 四万十川森林計画区 事業実施主体 四国森林管理局
（しまんとがわ） 四万十森林管理署

（都道府県名） （高知県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 四国森林管理局
四万十森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 9.00（ｈａ）
保育面積 9.00（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 27,383千円
総 便 益（Ｂ） 315,757千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 11.53

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積120ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約1,250人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：地元の雇用の場創出に効果があった （中村市外）。

第三者委員会の意見 森林整備については、森林の持つ公益的機能の発揮が重要であり、今後とも周
辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １２２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４３年度～平成９年度

事業実施地区名 四万十川森林計画区 事業実施主体 四国森林管理局
（しまんとがわ） 四万十森林管理署 窪川事務所

（都道府県名） （高知県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 四国森林管理局
四万十森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 57.40（ｈａ）
保育面積 57.40（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 248,518千円
総 便 益（Ｂ） 1,578,255千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 6.35

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積173ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約5,810人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：地元の雇用の場創出に効果があった （窪川町外）。

第三者委員会の意見 森林整備については、森林の持つ公益的機能の発揮が重要であり、今後とも周
辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １２３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４２年度～平成９年度

事業実施地区名 嶺北森林計画区 事業実施主体 四国森林管理局
（れいほく） 嶺北森林管理署

（都道府県名） （高知県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 四国森林管理局
嶺北森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 28.17（ｈａ）
保育面積 28.17（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 82,879千円
総 便 益（Ｂ） 921,575千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 11.12

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積225ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約3,220人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：地元の雇用の場創出に効果があった （本山町外）。

第三者委員会の意見 森林整備については、森林の持つ公益的機能の発揮が重要であり、今後とも周
辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １２４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４４年度～平成９年度

事業実施地区名 高知森林計画区 事業実施主体 四国森林管理局
（こうち） 高知中部森林管理署

（都道府県名） （高知県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 四国森林管理局
高知中部森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 16.88（ｈａ）
保育面積 16.88（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 66,767千円
総 便 益（Ｂ） 494,859千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.41

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積185ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約1,700人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：地元の雇用の場創出に効果があった （物部村）。

第三者委員会の意見 森林整備については、森林の持つ公益的機能の発揮が重要であり、今後とも周
辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １２５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４４年度～平成９年度

事業実施地区名 安芸森林計画区 事業実施主体 四国森林管理局
（あき） 安芸森林管理署

（都道府県名） （高知県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 四国森林管理局
安芸森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する国土の保全、水源かん養等
の公益的機能の発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の造成を図るた
め必要な造林事業（地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等）を実施する
ものである。

事業内容 更新面積 34.18（ｈａ）
保育面積 34.18（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 135,145千円
総 便 益（Ｂ） 950,255千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.03

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積120ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約3,200人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：地元の雇用の場創出に効果があった （奈半利町外）。

第三者委員会の意見 森林整備については、森林の持つ公益的機能の発揮が重要であり、今後とも周
辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １２６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４１年度～平成９年度

事業実施地区名 安芸森林計画区 事業実施主体 四国森林管理局
（あき） 安芸森林管理署 魚梁瀬事務所

（都道府県名） （高知県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 四国森林管理局
安芸森林管理署

事業の概要・目的 本事業は、伐採跡地に森林を造成し、森林の有する自然環境、風致保全、水源
かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給の基盤となる森林資源の

（ 、 、 、 、 、 ）造成を図るため必要な造林事業 地拵 植付 下刈 つる切 除伐 保育間伐等
を実施するものである。

事業内容 更新面積 18.68（ｈａ）
保育面積 18.68（ｈａ）

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 55,124千円
総 便 益（Ｂ） 642,215千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 11.65

② 事業効果の発現 計画的な森林の造成に努めたことにより、本事業対象地は平均蓄積207ｍ ／ha３

状況 の森林が成立しており、対象地内での林地崩壊等の被害は発生していない。その
他の森林の有する公益的機能の維持増進も図られている。
また、本事業においては、延べ約2,370人の地元雇用の場を提供した。

③ 事業により整備 該当なし。
された施設の管理
状況

④ 事業実施による 更新、保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が
環境の変化 形成されつつある。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林産業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林
変化 整備へのボランティア参加者の増加等、地球温暖化防止対策としての森林整備へ

の期待は増している。

⑥ 今後の課題等 事業計画に基づき周辺環境に配慮しつつ着実に実施する必要がある。
また、今後の事業においてもコスト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見：地元の雇用の場創出に効果があった （馬路村）。

第三者委員会の意見 森林整備については、森林の持つ公益的機能の発揮が重要であり、今後とも周
辺環境に配慮しつつ事業を実施することが望ましい。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び観点からの評価、並びに第三者委員会の意見等を踏ま
えて総合的かつ客観的に検討したところ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や
林産物の安定供給のための基盤となる森林整備が図られた。



整理番号 １２７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４９年度～平成９年度

事業実施地区名 遠賀川森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（おんがかわ） 福岡森林管理署直方森林管理ｾﾝﾀｰ

（都道府県名） （福岡県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
福岡森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に苗木を植栽、その後の適切な保育管理を実施することにより森林の
有する国土の保全、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給
の基盤となる森林資源を造成するものである。

主な事業内容 植付 １８（ha）
保育 １８（ha）

① 費用対効果分析 本事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 95,289 千円
総 便 益（Ｂ） 332,699 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.49

② 事業効果の発現 地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業により成林し、
状況 水土保全が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した森林については、直方森林管理センターにおいて適切に
された施設の管理 管理されている。
状況

④ 事業実施による 更新等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れている。

⑤ 社会経済情勢の 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与するとともに森林の公益的機能の
変化 発揮、保健文化的な役割、地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増し

ている。

⑥ 今後の課題等 過密とならないよう間伐を適切に行うことにより、森林の諸機能を持続的に発
揮できる健全な森林を造成していく必要がある。また、今後の事業においてもコ
スト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 当区域は、北九州自然休養林に指定された区域内でもあり保育、
間伐等一連の造林作業により、適切な施業管理がされている （北九州市長）。

第三者委員会の意見 造林事業の実施により、森林の有する機能が発揮されていると評価できる。
ただ、今後も森林機能を発揮するためには、引き続きの間伐等の事業が必要で

あり、間伐等について計画的な配慮が求められる。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のためとなる森林整
備が図られた。



整理番号 １２８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４５年度～平成９年度

事業実施地区名 福岡森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（ふくおか） 福岡森林管理署

（都道府県名） （福岡県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
福岡森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に苗木を植栽、その後の適切な保育管理を実施することにより森林の
有する国土の保全、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給
の基盤となる森林資源を造成するものである。

主な事業内容 植付 ８（ha）
保育 ８（ha）

① 費用対効果分析 本事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 34,728 千円
総 便 益（Ｂ） 174,532 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.03

② 事業効果の発現 地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業により成林し、
状況 水土保全が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した森林については、福岡森林管理署において適切に管理さ
された施設の管理 れている。
状況

④ 事業実施による 更新等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れている。

⑤ 社会経済情勢の 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与するとともに森林の公益的機能の
変化 発揮、保健文化的な役割、地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増し

ている。

⑥ 今後の課題等 過密とならないよう間伐を適切に行うことにより、森林の諸機能を持続的に発
揮できる健全な森林を造成していく必要がある。また、今後の事業においてもコ
スト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 森林整備が適正に行われており、土砂流出防止、水源かん養等の
公益的機能が適切に発揮されている （前原市長）。

第三者委員会の意見 造林事業の実施により、森林の有する機能が発揮されていると評価できる。
ただ、今後も森林機能を発揮するためには、引き続きの間伐等の事業が必要で

あり、間伐等について計画的な配慮が求められる。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のためとなる森林整
備が図られた。



整理番号 １２９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４４年度～平成９年度

事業実施地区名 佐賀東部森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（さがとうぶ） 佐賀森林管理署

（都道府県名） （佐賀県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
佐賀森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に苗木を植栽、その後の適切な保育管理を実施することにより森林の
有する国土の保全、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給
の基盤となる森林資源を造成するものである。

主な事業内容 植付 ６４（ha）
保育 ６４（ha）

① 費用対効果分析 本事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 248,992 千円
総 便 益（Ｂ） 1,524,795 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 6.12

② 事業効果の発現 地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業により成林し、
状況 水土保全が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した森林については、佐賀森林管理署において適切に管理さ
された施設の管理 れている。
状況

④ 事業実施による 更新等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れている。

⑤ 社会経済情勢の 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与するとともに森林の公益的機能の
変化 発揮、保健文化的な役割、地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増し

ている。

⑥ 今後の課題等 過密とならないよう間伐を適切に行うことにより、森林の諸機能を持続的に発
揮できる健全な森林を造成していく必要がある。また、今後の事業においてもコ
スト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 土砂流出防止、水源かん養等の公益的機能が適切に発揮されてい
る （中原町長）。

第三者委員会の意見 造林事業の実施により、森林の有する機能が発揮されていると評価できる。
ただ、今後も森林機能を発揮するためには、引き続きの間伐等の事業が必要で

あり、間伐等について計画的な配慮が求められる。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のためとなる森林整
備が図られた。



整理番号 １３０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５１年度～平成９年度

事業実施地区名 長崎南部森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（ながさきなんぶ） 長崎森林管理署

（都道府県名） （長崎県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
長崎森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に苗木を植栽、その後の適切な保育管理を実施することにより森林の
有する国土の保全、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給
の基盤となる森林資源を造成するものである。

主な事業内容 植付 １６（ha）
保育 １６（ha）

① 費用対効果分析 本事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 109,001 千円
総 便 益（Ｂ） 344,177 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.16

② 事業効果の発現 地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業により成林し、
状況 水土保全が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した森林については、長崎森林管理署において適切に管理さ
された施設の管理 れている。
状況

④ 事業実施による 更新等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れている。

⑤ 社会経済情勢の 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与するとともに森林の公益的機能の
変化 発揮、保健文化的な役割、地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増し

ている。

⑥ 今後の課題等 過密とならないよう間伐を適切に行うことにより、森林の諸機能を持続的に発
揮できる健全な森林を造成していく必要がある。また、今後の事業においてもコ
スト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 適切な施業管理が行われ、土砂流出防止、水源かん養等の公益的
機能が発揮されており、今後とも計画的に実施して頂きたい （外海町長）。

第三者委員会の意見 造林事業の実施により、森林の有する機能が発揮されていると評価できる。
ただ、今後も森林機能を発揮するためには、引き続きの間伐等の事業が必要で

あり、間伐等について計画的な配慮が求められる。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のためとなる森林整
備が図られた。



整理番号 １３１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４４年度～平成９年度

事業実施地区名 対馬森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（つしま） 長崎森林管理署対馬森林経営ｾﾝﾀｰ

（都道府県名） （長崎県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
長崎森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に苗木を植栽、その後の適切な保育管理を実施することにより森林の
有する国土の保全、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給
の基盤となる森林資源を造成するものである。

主な事業内容 植付 ９（ha）
保育 ９（ha）

① 費用対効果分析 本事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 33,558 千円
総 便 益（Ｂ） 235,793 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.03

② 事業効果の発現 地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業により成林し、
状況 水土保全が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した森林については、対馬森林経営センターにおいて適切に
された施設の管理 管理されている。
状況

④ 事業実施による 更新等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れている。

⑤ 社会経済情勢の 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与するとともに森林の公益的機能の
変化 発揮、保健文化的な役割、地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増し

ている。

⑥ 今後の課題等 過密とならないよう間伐を適切に行うことにより、森林の諸機能を持続的に発
揮できる健全な森林を造成していく必要がある。また、今後の事業においてもコ
スト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 適切な施業管理が行われており、土砂流出防止及び水源かん養な
どの公益的機能を十分に発揮している （厳原町長）。

第三者委員会の意見 造林事業の実施により、森林の有する機能が発揮されていると評価できる。
ただ、今後も森林機能を発揮するためには、引き続きの間伐等の事業が必要で

あり、間伐等について計画的な配慮が求められる。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のためとなる森林整
備が図られた。



整理番号 １３２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５０年度～平成９年度

事業実施地区名 緑川森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（みどりかわ） 熊本森林管理署 矢部事務所

（都道府県名） （熊本県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
熊本森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に苗木を植栽、その後の適切な保育管理を実施することにより森林の
有する国土の保全、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給
の基盤となる森林資源を造成するものである。

主な事業内容 植付 ９５（ha）
保育 ９５（ha）

① 費用対効果分析 本事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 602,754 千円
総 便 益（Ｂ） 1,701,339 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.82

② 事業効果の発現 地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業により成林し、
状況 水土保全が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した森林については、矢部事務所において適切に管理されて
された施設の管理 いる。
状況

④ 事業実施による 更新等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れている。

⑤ 社会経済情勢の 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与するとともに森林の公益的機能の
変化 発揮、保健文化的な役割、地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増し

ている。

⑥ 今後の課題等 過密とならないよう間伐を適切に行うことにより、森林の諸機能を持続的に発
揮できる健全な森林を造成していく必要がある。また、今後の事業においてもコ
スト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 土砂流出防止、水源かん養等の公益的機能を十分発揮している。
当地区は水資源上重要な箇所であり、今後とも森林整備特に間伐の適切な実施を
お願いする （矢部町長）。

第三者委員会の意見 造林事業の実施により、森林の有する機能が発揮されていると評価できる。
ただ、今後も森林機能を発揮するためには、引き続きの間伐等の事業が必要で

あり、間伐等について計画的な配慮が求められる。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のためとなる森林整
備が図られた。



整理番号 １３３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５７年度～平成９年度

事業実施地区名 球磨川森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（くまがわ） 熊本南部森林管理署

（都道府県名） （熊本県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
熊本南部森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に苗木を植栽、その後の適切な保育管理を実施することにより森林の
有する国土の保全、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給
の基盤となる森林資源を造成するものである。

主な事業内容 植付 ９１（ha）
保育 ９１（ha）

① 費用対効果分析 本事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 563,547 千円
総 便 益（Ｂ） 1,289,215 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.29

② 事業効果の発現 地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業により成林し、
状況 水土保全が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した森林については、熊本南部森林管理署において適切に管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 更新等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れている。

⑤ 社会経済情勢の 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与するとともに森林の公益的機能の
変化 発揮、保健文化的な役割、地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増し

ている。

⑥ 今後の課題等 過密とならないよう間伐を適切に行うことにより、森林の諸機能を持続的に発
揮できる健全な森林を造成していく必要がある。また、今後の事業においてもコ
スト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 適切な施業管理が行われており、公益的機能を十分に発揮してい
る （球磨村長）。

第三者委員会の意見 造林事業の実施により、森林の有する機能が発揮されていると評価できる。
ただ、今後も森林機能を発揮するためには、引き続きの間伐等の事業が必要で

あり、間伐等について計画的な配慮が求められる。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のためとなる森林整
備が図られた。



整理番号 １３４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４４年度～平成９年度

事業実施地区名 大分西部森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（おおいたせいぶ） 大分西部森林管理署

（都道府県名） （大分県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
大分西部森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に苗木を植栽、その後の適切な保育管理を実施することにより森林の
有する国土の保全、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給
の基盤となる森林資源を造成するものである。

主な事業内容 植付 ４５（ha）
保育 ４５（ha）

① 費用対効果分析 本事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 175,854 千円
総 便 益（Ｂ） 975,228 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.55

② 事業効果の発現 地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業により成林し、
状況 水土保全が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した森林については、大分西部森林管理署において適切に管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 更新等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れている。

⑤ 社会経済情勢の 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与するとともに森林の公益的機能の
変化 発揮、保健文化的な役割、地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増し

ている。

⑥ 今後の課題等 過密とならないよう間伐を適切に行うことにより、森林の諸機能を持続的に発
揮できる健全な森林を造成していく必要がある。また、今後の事業においてもコ
スト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 適切な施業管理が行われており、公益的機能を十分に発揮してい
る （九重町長）。

第三者委員会の意見 造林事業の実施により、森林の有する機能が発揮されていると評価できる。
ただ、今後も森林機能を発揮するためには、引き続きの間伐等の事業が必要で

あり、間伐等について計画的な配慮が求められる。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のためとなる森林整
備が図られた。



整理番号 １３５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４９年度～平成９年度

事業実施地区名 大分北部森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（おおいたほくぶ） 大分西部森林管理署

（都道府県名） （大分県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
大分西部森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に苗木を植栽、その後の適切な保育管理を実施することにより森林の
有する国土の保全、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給
の基盤となる森林資源を造成するものである。

主な事業内容 植付 ３８（ha）
保育 ３８（ha）

① 費用対効果分析 本事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 203,743 千円
総 便 益（Ｂ） 685,630 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.37

② 事業効果の発現 地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業により成林し、
状況 水土保全が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した森林については、大分西部森林管理署において適切に管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 更新等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れている。

⑤ 社会経済情勢の 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与するとともに森林の公益的機能の
変化 発揮、保健文化的な役割、地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増し

ている。

⑥ 今後の課題等 過密とならないよう間伐を適切に行うことにより、森林の諸機能を持続的に発
揮できる健全な森林を造成していく必要がある。また、今後の事業においてもコ
スト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 適切な施業管理が行われており、公益的機能を十分に発揮してい
る （耶馬渓町長）。

第三者委員会の意見 造林事業の実施により、森林の有する機能が発揮されていると評価できる。
ただ、今後も森林機能を発揮するためには、引き続きの間伐等の事業が必要で

あり、間伐等について計画的な配慮が求められる。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のためとなる森林整
備が図られた。



整理番号 １３６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５１年度～平成９年度

事業実施地区名 大分中部森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（おおいたちゅうぶ） 大分森林管理署

（都道府県名） （大分県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
大分森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に苗木を植栽、その後の適切な保育管理を実施することにより森林の
有する国土の保全、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給
の基盤となる森林資源を造成するものである。

主な事業内容 植付 １６（ha）
保育 １６（ha）

① 費用対効果分析 本事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 108,731 千円
総 便 益（Ｂ） 276,285 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 2.54

② 事業効果の発現 地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業により成林し、
状況 水土保全が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した森林については、大分森林管理署において適切に管理さ
された施設の管理 れている。
状況

④ 事業実施による 更新等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れている。

⑤ 社会経済情勢の 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与するとともに森林の公益的機能の
変化 発揮、保健文化的な役割、地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増し

ている。

⑥ 今後の課題等 過密とならないよう間伐を適切に行うことにより、森林の諸機能を持続的に発
揮できる健全な森林を造成していく必要がある。また、今後の事業においてもコ
スト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 適切に管理されている （野津町長）。

第三者委員会の意見 造林事業の実施により、森林の有する機能が発揮されていると評価できる。
ただ、今後も森林機能を発揮するためには、引き続きの間伐等の事業が必要で

あり、間伐等について計画的な配慮が求められる。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のためとなる森林整
備が図られた。



整理番号 １３７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５１年度～平成９年度

事業実施地区名 五ヶ瀬川森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（ごかせがわ） 宮崎北部森林管理署

（都道府県名） （宮崎県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
宮崎北部森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に苗木を植栽、その後の適切な保育管理を実施することにより森林の
有する国土の保全、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給
の基盤となる森林資源を造成するものである。

主な事業内容 植付 １３６（ha）
保育 １３６（ha）

① 費用対効果分析 本事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 740,814 千円
総 便 益（Ｂ） 3,211,186 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.33

② 事業効果の発現 地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業により成林し、
状況 水土保全が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した森林については、宮崎北部森林管理署において適切に管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 更新等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れている。

⑤ 社会経済情勢の 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与するとともに森林の公益的機能の
変化 発揮、保健文化的な役割、地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増し

ている。

⑥ 今後の課題等 過密とならないよう間伐を適切に行うことにより、森林の諸機能を持続的に発
揮できる健全な森林を造成していく必要がある。また、今後の事業においてもコ
スト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 適切な施業管理が行われており、公益的機能を十分に発揮してい
る （北方町長）。

第三者委員会の意見 造林事業の実施により、森林の有する機能が発揮されていると評価できる。
ただ、今後も森林機能を発揮するためには、引き続きの間伐等の事業が必要で

あり、間伐等について計画的な配慮が求められる。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のためとなる森林整
備が図られた。



整理番号 １３８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４５年度～平成９年度

事業実施地区名 耳川森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（みみかわ） 宮崎北部森林管理署

（都道府県名） （宮崎県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
宮崎北部森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に苗木を植栽、その後の適切な保育管理を実施することにより森林の
有する国土の保全、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給
の基盤となる森林資源を造成するものである。

主な事業内容 植付 ８５（ha）
保育 ８５（ha）

① 費用対効果分析 本事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 357,253 千円
総 便 益（Ｂ） 2,427,629 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 6.80

② 事業効果の発現 地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業により成林し、
状況 水土保全が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した森林については、宮崎北部森林管理署において適切に管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 更新等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れている。

⑤ 社会経済情勢の 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与するとともに森林の公益的機能の
変化 発揮、保健文化的な役割、地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増し

ている。

⑥ 今後の課題等 過密とならないよう間伐を適切に行うことにより、森林の諸機能を持続的に発
揮できる健全な森林を造成していく必要がある。また、今後の事業においてもコ
スト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 適切な施業管理が実施されており、森林の有する国土の保全、水
源かん養等公益的機能を十分に発揮している （椎葉村長）。

第三者委員会の意見 造林事業の実施により、森林の有する機能が発揮されていると評価できる。
ただ、今後も森林機能を発揮するためには、引き続きの間伐等の事業が必要で

あり、間伐等について計画的な配慮が求められる。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のためとなる森林整
備が図られた。



整理番号 １３９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４４年度～平成９年度

事業実施地区名 大淀川森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（おおよどがわ） 宮崎森林管理署

（都道府県名） （宮崎県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
宮崎森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に苗木を植栽、その後の適切な保育管理を実施することにより森林の
有する国土の保全、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給
の基盤となる森林資源を造成するものである。

主な事業内容 植付 １０６（ha）
保育 １０６（ha）

① 費用対効果分析 本事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 412,390 千円
総 便 益（Ｂ） 3,094,731 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.50

② 事業効果の発現 地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業により成林し、
状況 水土保全が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した森林については、宮崎森林管理署において適切に管理さ
された施設の管理 れている。
状況

④ 事業実施による 更新等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れている。

⑤ 社会経済情勢の 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与するとともに森林の公益的機能の
変化 発揮、保健文化的な役割、地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増し

ている。

⑥ 今後の課題等 過密とならないよう間伐を適切に行うことにより、森林の諸機能を持続的に発
揮できる健全な森林を造成していく必要がある。また、今後の事業においてもコ
スト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 適切な施業管理が行われており、下流谷川への土砂流出を防止し
公益的機能を十分に発揮している （田野町長）。

第三者委員会の意見 造林事業の実施により、森林の有する機能が発揮されていると評価できる。
ただ、今後も森林機能を発揮するためには、引き続きの間伐等の事業が必要で

あり、間伐等について計画的な配慮が求められる。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のためとなる森林整
備が図られた。



整理番号 １４０

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５１年度～平成９年度

事業実施地区名 大淀川森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（おおよどがわ） 宮崎森林管理署えびの森林管理ｾﾝﾀｰ

（都道府県名） （宮崎県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
宮崎森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に苗木を植栽、その後の適切な保育管理を実施することにより森林の
有する国土の保全、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給
の基盤となる森林資源を造成するものである。

主な事業内容 植付 ２８（ha）
保育 ２８（ha）

① 費用対効果分析 本事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 190,144 千円
総 便 益（Ｂ） 642,554 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.38

② 事業効果の発現 地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業により成林し、
状況 水土保全が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した森林については、えびの森林管理センターにおいて適切
された施設の管理 に管理されている。
状況

④ 事業実施による 更新等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れている。

⑤ 社会経済情勢の 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与するとともに森林の公益的機能の
変化 発揮、保健文化的な役割、地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増し

ている。

⑥ 今後の課題等 過密とならないよう間伐を適切に行うことにより、森林の諸機能を持続的に発
揮できる健全な森林を造成していく必要がある。また、今後の事業においてもコ
スト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 土砂流出防止、水源かん養等の公益的機能が適切に発揮されてい
る （えびの市長）。

第三者委員会の意見 造林事業の実施により、森林の有する機能が発揮されていると評価できる。
ただ、今後も森林機能を発揮するためには、引き続きの間伐等の事業が必要で

あり、間伐等について計画的な配慮が求められる。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のためとなる森林整
備が図られた。



整理番号 １４１

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５２年度～平成９年度

事業実施地区名 大淀川森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（おおよどがわ） 宮崎森林管理署西諸事務所

（都道府県名） （宮崎県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
宮崎森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に苗木を植栽、その後の適切な保育管理を実施することにより森林の
有する国土の保全、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給
の基盤となる森林資源を造成するものである。

主な事業内容 植付 １６（ha）
保育 １６（ha）

① 費用対効果分析 本事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 109,030 千円
総 便 益（Ｂ） 328,932 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.02

② 事業効果の発現 地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業により成林し、
状況 水土保全が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した森林については、西諸事務所において適切に管理されて
された施設の管理 いる。
状況

④ 事業実施による 更新等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れている。

⑤ 社会経済情勢の 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与するとともに森林の公益的機能の
変化 発揮、保健文化的な役割、地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増し

ている。

⑥ 今後の課題等 過密とならないよう間伐を適切に行うことにより、森林の諸機能を持続的に発
揮できる健全な森林を造成していく必要がある。また、今後の事業においてもコ
スト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 特に意見はありません （高原町長）。

第三者委員会の意見 造林事業の実施により、森林の有する機能が発揮されていると評価できる。
ただ、今後も森林機能を発揮するためには、引き続きの間伐等の事業が必要で

あり、間伐等について計画的な配慮が求められる。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のためとなる森林整
備が図られた。



整理番号 １４２

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５１年度～平成９年度

事業実施地区名 大淀川森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（おおよどがわ） 宮崎森林管理署都城支署

（都道府県名） （宮崎県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
宮崎森林管理署都城支署

事業の概要・目的 伐採跡地に苗木を植栽、その後の適切な保育管理を実施することにより森林の
有する国土の保全、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給
の基盤となる森林資源を造成するものである。

主な事業内容 植付 １４９（ha）
保育 １４９（ha）

① 費用対効果分析 本事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 1,015,191 千円
総 便 益（Ｂ） 3,266,746 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.22

② 事業効果の発現 地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業により成林し、
状況 水土保全が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した森林については、都城支署において適切に管理されてい
された施設の管理 る。
状況

④ 事業実施による 更新等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れている。

⑤ 社会経済情勢の 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与するとともに森林の公益的機能の
変化 発揮、保健文化的な役割、地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増し

ている。

⑥ 今後の課題等 過密とならないよう間伐を適切に行うことにより、森林の諸機能を持続的に発
揮できる健全な森林を造成していく必要がある。また、今後の事業においてもコ
スト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 土砂流出防止、水源かん養等の公益的機能が適切に発揮されてい
る （山之口町長）。

第三者委員会の意見 造林事業の実施により、森林の有する機能が発揮されていると評価できる。
ただ、今後も森林機能を発揮するためには、引き続きの間伐等の事業が必要で

あり、間伐等について計画的な配慮が求められる。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のためとなる森林整
備が図られた。



整理番号 １４３

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４６年度～平成９年度

事業実施地区名 広渡川森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（ひろとがわ） 宮崎南部森林管理署

都道府県名等 （宮崎県）（ ）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
宮崎南部森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に苗木を植栽、その後の適切な保育管理を実施することにより森林の
有する国土の保全、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給
の基盤となる森林資源を造成するものである。

主な事業内容 植付 ８９（ha）
保育 ８９（ha）

① 費用対効果分析 本事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 396,074 千円
総 便 益（Ｂ） 2,451,599 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 6.19

② 事業効果の発現 地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業により成林し、
状況 水土保全が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した森林については、宮崎南部森林管理署において適切に管
された施設の管理 理されている。
状況

④ 事業実施による 更新等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れている。

⑤ 社会経済情勢の 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与するとともに森林の公益的機能の
変化 発揮、保健文化的な役割、地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増し

ている。

⑥ 今後の課題等 過密とならないよう間伐を適切に行うことにより、森林の諸機能を持続的に発
揮できる健全な森林を造成していく必要がある。また、今後の事業においてもコ
スト縮減の努力を続けることが必要である。

伐採跡地への植林・保育管理等の推進により土砂流出防止、水地元の意見：
源かん養等の公益的機能が適切に発揮されている （串間市長）。

第三者委員会の意見 造林事業の実施により、森林の有する機能が発揮されていると評価できる。
ただ、今後も森林機能を発揮するためには、引き続きの間伐等の事業が必要で

あり、間伐等について計画的な配慮が求められる。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のためとなる森林整
備が図られた。



整理番号 １４４

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４５年度～平成９年度

事業実施地区名 北薩森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（ほくさつ） 北薩森林管理署大口事務所

（都道府県名） （鹿児島県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
北薩森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に苗木を植栽、その後の適切な保育管理を実施することにより森林の
有する国土の保全、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給
の基盤となる森林資源を造成するものである。

主な事業内容 植付 ９１（ha）
保育 ９１（ha）

① 費用対効果分析 本事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 382,819 千円
総 便 益（Ｂ） 2,379,437 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 6.22

② 事業効果の発現 地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業により成林し、
状況 水土保全が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した森林については、大口事務所において適切に管理されて
された施設の管理 いる。
状況

④ 事業実施による 更新等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れている。

⑤ 社会経済情勢の 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与するとともに森林の公益的機能の
変化 発揮、保健文化的な役割、地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増し

ている。

⑥ 今後の課題等 過密とならないよう間伐を適切に行うことにより、森林の諸機能を持続的に発
揮できる健全な森林を造成していく必要がある。また、今後の事業においてもコ
スト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 適切な施業管理が行われており、公益的機能を十分に発揮してい
る （菱刈町長）。

第三者委員会の意見 造林事業の実施により、森林の有する機能が発揮されていると評価できる。
ただ、今後も森林機能を発揮するためには、引き続きの間伐等の事業が必要で

あり、間伐等について計画的な配慮が求められる。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のためとなる森林整
備が図られた。



整理番号 １４５

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和５３年度～平成９年度

事業実施地区名 北薩森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（ほくさつ） 北薩森林管理署

（都道府県名） （鹿児島県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
北薩森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に苗木を植栽、その後の適切な保育管理を実施することにより森林の
有する国土の保全、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給
の基盤となる森林資源を造成するものである。

主な事業内容 植付 １０２（ha）
保育 １０２（ha）

① 費用対効果分析 本事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 632,610 千円
総 便 益（Ｂ） 1,919,599 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 3.03

② 事業効果の発現 地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業により成林し、
状況 水土保全が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した森林については、北薩森林管理署において適切に管理さ
された施設の管理 れている。
状況

④ 事業実施による 更新等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れている。

⑤ 社会経済情勢の 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与するとともに森林の公益的機能の
変化 発揮、保健文化的な役割、地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増し

ている。

⑥ 今後の課題等 過密とならないよう間伐を適切に行うことにより、森林の諸機能を持続的に発
揮できる健全な森林を造成していく必要がある。また、今後の事業においてもコ
スト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 適切な造林事業の実施により、水源かん養機能や山地災害防止機
。 。能など公益的機能の維持増進が図られた 併せて森林の健全な成長が見込まれる

（薩摩町長）

第三者委員会の意見 造林事業の実施により、森林の有する機能が発揮されていると評価できる。
ただ、今後も森林機能を発揮するためには、引き続きの間伐等の事業が必要で

あり、間伐等について計画的な配慮が求められる。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のためとなる森林整
備が図られた。



整理番号 １４６

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４５年度～平成９年度

事業実施地区名 南薩森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（なんさつ） 鹿児島森林管理署

（都道府県名） （鹿児島県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
鹿児島森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に苗木を植栽、その後の適切な保育管理を実施することにより森林の
有する国土の保全、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給
の基盤となる森林資源を造成するものである。

主な事業内容 植付 ３６（ha）
保育 ３６（ha）

① 費用対効果分析 本事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 152,884 千円
総 便 益（Ｂ） 909,929 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 5.95

② 事業効果の発現 地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業により成林し、
状況 水土保全が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した森林については、鹿児島森林管理署において適切に管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 更新等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れている。

⑤ 社会経済情勢の 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与するとともに森林の公益的機能の
変化 発揮、保健文化的な役割、地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増し

ている。

⑥ 今後の課題等 過密とならないよう間伐を適切に行うことにより、森林の諸機能を持続的に発
揮できる健全な森林を造成していく必要がある。また、今後の事業においてもコ
スト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 適切な施業管理が行われており、土砂流出防止、水源かん養等の
公益的機能が適切に発揮されているとともに風致保全の維持増進も図られてい
る （川辺町長）。

第三者委員会の意見 造林事業の実施により、森林の有する機能が発揮されていると評価できる。
ただ、今後も森林機能を発揮するためには、引き続きの間伐等の事業が必要で

あり、間伐等について計画的な配慮が求められる。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のためとなる森林整
備が図られた。



整理番号 １４７

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４８年度～平成９年度

事業実施地区名 大隅森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（おおすみ） 大隅森林管理署

（都道府県名） （鹿児島県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
大隅森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に苗木を植栽、その後の適切な保育管理を実施することにより森林の
有する国土の保全、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給
の基盤となる森林資源を造成するものである。

主な事業内容 植付 １８６（ha）
保育 １８６（ha）

① 費用対効果分析 本事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 930,756 千円
総 便 益（Ｂ） 4,177,732 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 4.49

② 事業効果の発現 地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業により成林し、
状況 水土保全が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した森林については、大隅森林管理署において適切に管理さ
された施設の管理 れている。
状況

④ 事業実施による 更新等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れている。

⑤ 社会経済情勢の 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与するとともに森林の公益的機能の
変化 発揮、保健文化的な役割、地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増し

ている。

⑥ 今後の課題等 過密とならないよう間伐を適切に行うことにより、森林の諸機能を持続的に発
揮できる健全な森林を造成していく必要がある。また、今後の事業においてもコ
スト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 適切な施業管理が行われており、公益的機能を十分に発揮してい
る （吾平町長）。

第三者委員会の意見 造林事業の実施により、森林の有する機能が発揮されていると評価できる。
ただ、今後も森林機能を発揮するためには、引き続きの間伐等の事業が必要で

あり、間伐等について計画的な配慮が求められる。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のためとなる森林整
備が図られた。



整理番号 １４８

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林造林） 事業計画期間 昭和４５年度～平成９年度

事業実施地区名 熊毛森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（くまげ） 屋久島森林管理署

（都道府県名） （鹿児島県）

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 九州森林管理局
屋久島森林管理署

事業の概要・目的 伐採跡地に苗木を植栽、その後の適切な保育管理を実施することにより森林の
有する国土の保全、水源かん養等の公益的機能の高度発揮や安定的な林産物供給
の基盤となる森林資源を造成するものである。

主な事業内容 植付 ５３（ha）
保育 ５３（ha）

① 費用対効果分析 本事業採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析を
の算定基礎となっ 行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとおり
た要因の変化 である。

総 費 用（Ｃ） 224,067 千円
総 便 益（Ｂ） 1,600,257 千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 7.14

② 事業効果の発現 地拵、植付、下刈、つる切、除伐、保育間伐等一連の造林作業により成林し、
状況 水土保全が図られている。

③ 事業により整備 本事業により整備した森林については、屋久島森林管理署において適切に管理
された施設の管理 されている。
状況

④ 事業実施による 更新等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良好な森林が形成さ
環境の変化 れている。

⑤ 社会経済情勢の 地元雇用の場の提供、地場産業の振興に寄与するとともに森林の公益的機能の
変化 発揮、保健文化的な役割、地球温暖化防止対策としての森林整備への期待は増し

ている。

⑥ 今後の課題等 過密とならないよう間伐を適切に行うことにより、森林の諸機能を持続的に発
揮できる健全な森林を造成していく必要がある。また、今後の事業においてもコ
スト縮減の努力を続けることが必要である。

地元の意見： 保育間伐等の造林事業が行われており、適切な施業管理により公
益的機能が十分に発揮されてる。
造林事業は、木材生産はもとより、国土保全、林業事業体の育成

に必要不可欠となっており、普通林地全てに展開して頂きたい。
しかし、普通林地の伐採に当たっては、風致景観上に配慮した施

業をお願いしたい （屋久町長）。

第三者委員会の意見 造林事業の実施により、森林の有する機能が発揮されていると評価できる。
ただ、今後も森林機能を発揮するためには、引き続きの間伐等の事業が必要で

あり、間伐等について計画的な配慮が求められる。

評価結果 ・必要性： 水源かん養、国土の保全及び地球温暖化防止等に寄与する事業であ
り必要性が認められる。

・有効性： 計画的な森林整備の実施により、森林の有する機能が十分発揮され
ており有効な事業であると認められる。

・効率性： 費用対効果の比率等からも十分な効率性が認められる。

上記①～⑥の各項目及び各観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したとこ
ろ、森林の重視すべき公益的機能の発揮や林産物の安定供給のためとなる森林整
備が図られた。



整理番号 １４９

完 了 後 の 評 価 個 表

事業名 森林環境保全整備事業（国有林林道） 事業実施期間 平成３年度～平成９年度

事業実施地区名 対馬森林計画区 事業実施主体 九州森林管理局
（つしま） 長崎森林管理署

（都道府県名） （長崎県） 対馬森林経営センター

完了後経過年数 ５年 管 理 主 体 長崎森林管理署

、 、事業の概要・目的 本事業は 長崎県対馬に位置する一重山国有林１１２ｈａの森林資源を開発し
自然環境の維持、保全及び水源かん養等、公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な
森林の管理経営を行うために必要な林道の開設を実施するものである。

事業内容 開設延長 １．５（ｋｍ ［一重林道］）
ひと え

① 費用対効果分析 本事業の採択当時においては事業評価制度が導入されておらず費用対効果分析
の算定基礎となっ を行っていないが、平成１５年度において費用及び便益を比較すれば以下のとお
た要因の変化 りである。

総 費 用（Ｃ） 169,036千円
総 便 益（Ｂ） 228,241千円
分析結果（Ｂ／Ｃ） 1.35

② 事業効果の発現 工事完成区間から順次供用しており、各種事業並びに森林管理に有効に利用さ
。 、 。状況 れている この結果 適切な森林整備及び管理経営がなされ効果を発揮している

③ 事業により整備 当路線は、年平均２０千円の維持管理費用で長崎森林管理署対馬森林経営セン
された施設の管理 ターにおいて良好に管理されている。
状況

④ 事業実施による 当路線を利用した保育等の森林整備により、重視すべき機能の区分に応じた良
環境の変化 好な森林が形成されつつある。また、林道開設による環境への影響はほとんど見

受けられない。

⑤ 社会経済情勢の 当地域の林業就労者人口は依然として減少を続けているが、都市住民の森林へ
変化 の期待は、災害の防止、水資源のかん養等に加え地球温暖化防止対策として森林

を取り扱うなど多様化・高度化しており、森林整備への期待は増加している。

⑥ 今後の課題等 効果が十分発揮されており、林道管理を適切に実施し、林道の機能を引き続き
維持していく必要がある。

地元の意見： 林道の開設により、
① 森林の整備が図られ、公益的機能の確保にも効果を発揮して
いる。

② 川、森林で楽しむ目的で入林する人に利用されている。
③ 河川管理者として維持管理上利用している。
（上対馬町長）

第三者委員会の意見 森林資源の維持、管理及び水源かん養等の機能増進を図る面から重要であり、
それらの目的を十分果たしていると評価できる。ただ、今後も林道を有効に活用
するためには、事後の管理等の対策に十分配慮する必要がある。

評価結果 ・必要性： 当路線沿いの森林は良好に管理され、所期の目的から見て当路線の
必要性は薄れていない。

・有効性： 当路線を利用している各種事業が効率的に実施されており、有効な
事業であると認められる。

・効率性： 各種事業に有効に活用され、十分な効率性が認められる。

上記①から⑥の各項目及び各観点からの評価を総合的かつ客観的に検討したと
ころ、当路線を利用して所期の目的である公益的機能の発揮に配慮しつつ適切な
森林の管理経営が図られているものと認められる。
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